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体力的には思春期の真っただ中で、すっき

りせず外にも中々出られない状態ですが気持

ちは大きくふくらんでいます。

ちょっと気に入らないと大泣きをいつもし

ていて、初めての場面には入りにくかったメ

グミさんのほうは体調も良く、今年初めて１

学期に７回ものスクーリングを親を離れ、先

生と一緒に取り組むこ

とができますます学校が大好きになっていま

す。

こうした子どもたちの変化を通して、以下

のような事がいえるのではないかと思います。

①体が不自由で生活が身体的、環境的にも受

け身にならざるをえない２人ですが、それだ

けに周りのことを自分の目で見たい、大好き

な友達や先生と一緒に楽しい事をいっぱいし

たいという要求を切ないほどに持っています。

そんな、「ぼくが、わたしが、したいいいた

い」という気持ちを常に大事にして、どうし

たらそれを表現できるか考えて取り組んでき

ました。

②身体的にも環境的にも受け身になりやすい

２人だけに、気持ちを表現できるてがかりを

自分でつかめたということはすごい喜びだっ

たと思います。また、表現していくことで意

欲も一層ふくらんでいったと思います。

③言語理解が深まり、周りを自分の目で見通

す力がつくことでいっそう周りに主体的に関

わろうとするようになりました。そのなかで

周りを自分に取り込む力をつけていったと思

います。

今年の七夕の学習で、カードの中からお願

いを選んで短冊に書きました。「久美浜教室

や学校でいろいろなものをつくりたい」「元

気になって先生や友達と歌をいっぱい歌いた

い」等々２人とも時間を忘れるほど次々に選

んでいきました。子どもたちの心の中にあふ

れている切ない程のこんな要求を私たちはし

っかりと受けとめ子どもたちと一緒に、思春

期の壁を乗り越え、より豊かな人生を歩んで

いけるよう常に努力していきたいと思います。
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Ⅰ－３分科会報告（学校行事・スクーリングの実施方法についての研究）

豊かな生活と生きる力を育てる春日部養護の訪問教育

城戸 文雄

埼玉県立春日部養護学校

（〒344 埼玉県春日部市大字八丁目776-1）

１．はじめに

訪問教育の児童・生徒にとってスクーリン

グは、どんな意味があるだろうか。通学部の

児童・生徒にとっては、毎日がスクーリング

である。本来のスクーリングの意味は、「教

室授業、通信教育で、一定期間に生徒を集め

て行う面接授業」である。ある意味では、訪

問教育も通信教育と同じ形態と考えることが

できる。また、通信教育の場合は、体育や理

科の実験、英語の発音（スピーチ）等で、個

人では単位を履修しにくい教科をスクーリン

グという形態で修得を認めている。訪問教育

の場合は、通信教育のように学年修了の必要

単位とは積極的に考えていないようである。

しかし、訪問教育を担当する教師としては、

スクーリングは、児童・生徒に多くの教員や

生徒たちと触れ合い、学習を共有することに

よって人間として成長させるための不可欠な

学習形態であると考える。

事例のＹ子は中３の生徒である。小学校４

年の夏休みに心臓の拡張型心筋症の入院をき

っかけに、主治医より訪問教育の形態変更を

進められ、それ以降、訪問教育で学習してき

た。しかし、Ｙ子は全ての生活を規制された

ものでなく、服薬、運動・体力を消耗させな

い等、教師が留意すれば十分に学校生活に耐

えうる生徒であると考えられ、通学部と訪問

の谷間の生徒である。私はこの生徒を５年間

担任した。私はＹ子が人間として豊かな生活

が確立できることを目標に心がけて訪問教育

を取り組んできた。その取り組みの様子をス

クーリングを中心にした学習や、Ｙ子の変容

を報告する。

２．対象児の実態

（１）対象児 中学部３年生、女

（２）障害の状況

精神薄弱 拡張型心筋症 言語の遅れ

（３）生育歴

ア 生下時体重２３００ｇ

イ 出生に保育器を使用１才時にボタロニ

カ（動脈）の手術を受ける。

ウ ２～３才、理学療法を受ける。

エ 小４年、心臓病が悪化し、通学困難と

なり、訪問へ形態変更となる。

（４）家庭環境

両親、祖母、姉、叔父、本児の６人家族。

家庭は兼業農家であるが、父親のみが従事

している。母親が本児の養育に当たってい

る。家族は本児を大切にし、協力して生活

している。
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（５）その他、発達・障害の状況

氏 年 齢 主目標

学 年 病歴・主障害 教育・治療の経過

名 市町名 指導上の問題

生下時体重 ・出生期は保育器を １ 生活リズムの安

Ｏ ２３００ｇ 使用する。 定を図る。

・ 出生に保育器を使用 ・０～１才半、発育 ２ 遊びや経験を拡

Ｙ １才時にボタロニカ が悪く、動脈手術 げて学習に興味・

中学部 （動脈）の手術を受 を受ける。 関心を持たせる。

３年(女) ける。 ・２～３才、理学療 ３ 合科学習を通し

小４年の時に訪問へ 法を受ける。 て全教科的学習の

形態変更となる。 ・本校４年、心臓病 確立を図る。

拡張心筋症 が悪化し、通学困 ４ 音声言語の理解

精神薄弱 難となる。 サインの理解、発

言語の遅れ ・ｽｸｰﾘﾝｸﾞは､保護者が付添う。 生、発語の理解。

・生活規制を受ける。 ５ 社会生を高める。

発達・障害の状況

運動発達（姿勢･体･手） 認識 その他（特記事項）

・歩行不安定、走るのは ・日常生活では、簡単な ・友達との関わりは、

早歩き程度である。 会話が成立し、指示理 好きな友達に対して

・リズム運動では、横転 解もほぼ成立する。 手をつなぐことがで

は、膝が曲がってしま ・自分から話たいことが きる。

う。四つ這いは、自力 多くあるが、言語の遅 ・集団行動は、教師の

でできる。高這いは、 れがあるため教師に伝 指示に従うことがで

足、腕の力が弱くてで わらずイライラするこ きる。

きない。 とがある。 ・指示理解は、呼名に

・主障害が拡張心筋症で ・粘土、水彩画等のつく 対して手を挙げるこ

１キロ以上連続しての る・描くに興味・関心 とができる。

歩行はできない。 が高い。 ・おはようと声を掛け

・ここ１～２年は、心臓 ・猫などが登場する絵本 ると、自分から挨拶

の機能低下がみられ、 の読み聞かせ等に興味 ができる。

感冒にかかりやすくな 関心がある。 ・家庭では、テレビや

ってきた。 ・文字・数の関心が薄い。 ビデオをみたり、遊

具で過ごす。
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３．指導計画

生徒氏名 Ｏ．Ｙ 学部 中学部 主障害 拡張心筋症
生年月日 ５６．２．１４生 学年 ３年 他障害 精神薄弱、言語の遅れ

指 導 内 容
指導領域 発達課題・指導目標

１ 学 期 ２ 学 期 ３ 学 期

日常生活 食事、排泄、学習、運動、睡眠 ・日光浴、外気浴
の指導 を通して生活リズムを確立する｡

・基本的生活習慣を確立する（挨拶、整理・整頓、衣服の着脱）
自分の身体や健康を大切にする
気持ちを意識させる。 ・自宅周辺を散歩する

遊び 見る、聞く、触れる、動く等の ・手遊び、童歌遊び
活動を通して、素材と親しむ。 ・簡易ゲーム（ボール遊び、ボーリング、的あて、風船遊び）

・遊具遊び
遊びを多く経験し、学習に興味 ・テレビ、ビデオ、ラジオカセット、ゲーム
を持たせる。 音遊び

生活総合 国語、算数、理科、社会、図工 ・カード合わせ
等の合科学習を通して、前教科 ・パズル（動物、風景、人物）
的学習を目指す。 ・粘土（紙粘土、油粘土）

・自由画描き
日常生活の経験を豊かにして ､ ・絵本、紙芝居、図鑑
そのことを通して学習に興味関 ・点と線、空間、書写 なぞりがき
心を拡げる。 ・ワープロ、パソコン

音声言語の理解、サインの理解 ・お話、絵本、紙芝居
養護訓練 発声、発語の意欲を高め、自信 ・ペグボード

をもって行動する。 ・型はめ、絵合わせ、色の弁別、はめ板
・視聴覚機器を通して学習の興味・関心を高める

情緒の安定及び、気持ちの解放 （ビデオ、テレビ、ラジオ、ワープロ、電話、スライド）
を図る。 ・日常生活、訓練教材・教具を通して、手指の操作性を及び目と手の協応動作を高める

特別活動 生活経験を拡げ、興味や関心を高める。 遠足 七夕 運動会 春養祭り 遠足 全校集会 縦割り集会
集団学習に参加し、積極的に行動す。 縦割り集会 縦割り集会

４．指導の実際（７月全校七夕集会）

（１）日時

７月１日（土） １０：００～１０：５０

（２）場所 体育館

（３）ねらい

①寸劇など見たり聞いたりするとともに、

七夕の意味を知る。

②他学部・学年との交流を深め、大きな集

団での活動に参加する。

③かかり活動を通して、役割をもった活動

ができる。

（４）展開

下の表を参照

時 間 学 習 活 動 留 意 点 備 考

10:00 体育館に集合する。 七夕飾りをもって体育館に行く。
リトミックをする。 子供の実態に応じて、歩いたり、 伴奏

走ったりさせる。その際、飾りを 音楽班
置いてから行わせる。

「歌えバンバン」を歌う。
動物チームごとに集合する。 ぬいぐるみのところに集合させる｡

10:10 チームごとに飾りつけをする。 ＢＧＭ
10:20 ねがいごとを代表が発表する。 小低、小中、小高、中１、中２、

中３、高１、高２、高３、訪問
各１名ずつ前に出る。

10:30 七夕の寸劇を見る。 別紙参照
集会委員に注目させる。 ＢＧＭ

織姫様・彦星様より、飾りつ
けの表彰を受ける。

10:40 春養まつりの踊りを踊る。 手をつなぎ、二重円になり、楽し ＢＧＭ
「マイムマイム」 く踊らせる。

10:50 終わりの挨拶をする。
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５．スクーリング指導の経過と変容

（１）親学級との連携を図り指導する

Ｙ児は、小学校４年の１学期まで通学部に

学籍を置く元気な生徒であった。小柄な体格

で、やや小太りである。肩、足首、膝、腰等

が硬くお尻を落とし気味の姿勢で歩き、日常

生活での身辺処理は、ほぼ確立していた。友

だちとの関係も僅かであるが、自分から意識

し、関わって遊ぶことが出来る生徒である。

しかし、交友関係も狭く関われる友だちは限

定していたようであった。また、慎重で憶病

な性格のため自分から友だちに対して積極的

に関われないことや自宅の周囲にも同年齢の

友だちがほとんど居住していない実態がある。

小学部４年の夏休みに心臓病の悪化ため、

３ケ月近く入院及び自宅療養で学校を欠席し

た。その際、主治医より訪問教育の形態変更

を進められ、１１月から訪問教育での指導が

始まった。

Ｙ児のスクーリングを効果的に進める上で、

親学級の設定を仲の良い生徒が在籍するクラ

スにお願いした。このように設定することに

より、Ｙ児と保護者が安心して登校が出来る

ように準備をした。親学級は、Ｙ児に対して

とても好意的・支援的に受け入れて、指導態

勢を整えてくれた。主治医より、次の３点を

スクーリングの留意点として、指導を受けた。

①保護者を同伴すること。②歩行範囲は２㎞

位とする。③Ｙ児に運動・動作を強制しない。

以上の３点を指導上で注意しながらスクーリ

ングを実施してきた。このことにより、本児

にとってスクーリングは、喜びの持てる学習

になってきた。

（２）訪問授業との系統性と発展性を目指し

て

本児を担当した当初は、落ち着きがなく授

業にも集中しないことがたびたび見られた。

さらに、人との関わりが消極的で、教師が話

しかけても身振りで応じて、言葉で答えよう

としなかった。そこで、訪問教育の授業では、

本児が十分にリラックスしたり、興味・関心

が持てるような題材を探し工夫した。そのこ

とを通して本児に自信を持たせたいと考えた。

さらに、その自信が他人との係わりを拡げる

のではないか。

また、スクーリングを通して、生活経験を

拡げ、興味・関心が高まることや、集団学習

に参加によって積極的に他人に関わることが

できようになることを期待し、学校行事等に

参加した。スクーリング当初は、緊張し、腰

が引けてなかなか集団の中に入ることができ

ず消極的で、教師が後押しをしながら参加し

ていた。そこで、親学級の仲の良い友だちを

見つけて、スクーリングのときは必ず手をつ

ないで参加するようにした。このことにより、

スクーリングの参加がスムーズになり、本児

の緊張感が少しずつ緩和されるようになって

きた。さらに、自立心を育成するため、また

少しでも、教師への依頼心から離れさせるた

めに、訪問担当以外の教師にも出来る限り関

わって指導してもらった。

スクーリングの学習において、必ず本児が

発表したり、スポットが当たるように指導場

面で留意した。本校の先生方もその点を十分

に理解し、本児が登校するたびに「Ｙちゃん

元気」とか「Ｙちゃん久しぶりだね」と声掛

けを必ずしてくれたり、学習場面でみんなの

代表が前に出た場合、親学級以外の他の先生

方より「Ｙちゃん前に出て」と声かけ等を支

援してくれることが多く見られた。このよう

に、本児にとってスクーリングは、とても楽
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しみな学習になると共に、自分自身に対して

も少しずつ自信がつく学習となってきた。

訪問学習においても、スクーリングに向け

て学習することにより、期待感の持てる学習

を展開することができ、訪問の家庭学習とス

クーリングが相互に高め合う有機的関係にな

ってきた。

（３）保護者と共に協力して教育効果を高め

る

人と人との関わりや、集団に参加する社会

性を育てるためには、月１回のスクーリング

では十分に達成することが困難である。そこ

で、保護者と連携して教育効果を高めるため

に、家庭でできる社会や地域との交流には、

積極的に参加するように啓蒙しているが、本

児の保護者の体調も悪くなかなか進展しにく

い状況にある。しかし、保護者も本児の置か

れている状態に徐々に気づき、最近では、親

戚の家に出かける場合や買い物では、本児を

同伴するまでになってきた。

（４）学校以外の空間を求めて

スクーリングを実施する場合には、訪問担

当の教師と親学級及び家庭との三者の十分な

準備が必要である。スクーリングを計画して

いても児童・生徒の体調不良やその他の事情

で中止をすることがある。このような場合、

生徒の家の付近を散歩したり、図書館や公共

施設を利用し、地域の人々との交流を通して、

本児の社会性を育てるように意識して指導し

てきた。図書館では、実際に本を借りる・返

す等活動を通して図書館の人々と接したり、

近所のスーパーマーケットで買い物学習をし

て、実際にレジで金銭のやりとりをした。

この体験から、特に訪問の生徒の場合は、

生活経験も限られているので、学校のスクー

リングに限らず外に向かって生活の場を広げ

ることが大切であることに気づいた。本児も

毎日の単調な生活リズム繰り返しからのスト

レス解放にもなったようである。

（５）スクーリングを通して自立・自律を育

て、豊かな生活を送る（クオリティー・オブ

・ライフ）

人間は多くの人の援助や関わり通して成長

する。養護学校の生徒も多くの教師や友だち

と学習や遊びを通して自立・自律が果たせる

のではないか。このように考え、スクーリン

グでは、訪問教師以外の他の教師に指導して

もらうように留意した。この結果、厳しい教

師からきちんとあいさつをしなければならな

いこと学んだり、音楽のＡ先生から大好きな

アニメの曲をピアノで弾いてもらったり、３

年の先生方から修学旅行のお土産をもらった

り、男子の生徒から話しかけられたり、本児

にとって、スクーリングは、いろいろな教師

や、生徒と交流することにより、生活を豊か

にし、日々の生活に張りが持てるようになり、

自分から学校に行きたい、遊びたいと言う気

持ちが高まり、スクーリング当日は、早起き

し、準備して、教師を待つまでになった。本

児にとって学校は楽しく、友だちや先生がい

て、自分が認められ、力を発揮できる場であ

ることを意識するようになってきた。

６．課題とまとめ

（１）スクーリングの回数について

「埼玉県訪問教育実施要項」において、ス

クーリングの回数が月１回と規定されている。

しかし、本生徒の場合のように体調が良けれ

ば週１回位のスクーリングは可能であると考

えられる。本児も調子が良いと登校に意欲的

であるが、実際の実施は、月１～２回程度し
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か行えず本児の能力をロックステップしてい

る状態である。このことから、一人一人の能

力応じた教育を実施するためにも、スクーリ

ングの回数は、児童・生徒の実態に即して決

定されるべきであろう。

（２）スクーリングの登校方法ついて

スクーリング時の登校方法も本児のように、

自宅からスクールバス停まで自転車送迎が必

要であったり、また、自宅から駅まで遠くて、

タクシーも呼べない状態では、必然的に教師

が送迎しなければならない。しかし、事故等

により教師の自家用車が禁止されている場合

は全くスクーリングが実施できないことにな

る。結局、本児の場合は教師が送迎してきた

が、早急に改善する必要があるのではないか。

（３）親学級と他の学部・学年との調和を図

る

スクーリングを効果的に取り組むための最

も大切なことは、学校や親学級との連携であ

る。本校では、学校を上げて訪問教育に対し

て協力的で、担当教師ばかりか生徒及び保護

者に対して援助してくれる。例えば、学校行

事に参加する場合、担任の教師の教材準備が

不十分であっても、他の教師が、事前に用意

してくれたり、緊急の場合はその場でそろえ

てくれることがある。このような体制が学校

になければ、スクーリングの十分な効果は期

待できないと考える。その意味で、訪問教師

が常に他の学部・学年・グループ・親学級と

の幅広い連携が大切である。

（４）保護者とアカンタビリティについて

訪問教育を実施する場合、アカンタビリテ

ィ（納税者に対する責任）という考え方を基

本におき保護者の希望や教育方針を十分に考

慮し、学校の教育目標や訪問教育目標との一

致を目指し指導してきた。これは、憲法１５

条の②「すべての公務員は、全体の奉仕者で

あって、一部の奉仕者ではない」の思想とも

共通するのではないだろうか。また納税者に

対する教育の責任とは、憲法２６条の「～そ

の能力に応じて、等しく教育を受ける権利を

有する」を保障することではないだろうか。

このように考え実践してきた。

（５）保護者とインフォームド・コンセント

について

インフォームド・コンセント（医療行為で

十分な説明の基に治療に同意すること）は、

もともと医療分野からの考え方であるが、訪

問教育においてもその考え方は大切であると

考える。訪問教育においても、教師の独断は

なるべく避け、家庭の実態や保護者の教育観

を十分に考慮して取り組むことが大切である。

本校では、訪問教育を実施する時は、教育内

容・方法や、生徒の様子など、日々の実践の

中で十分に説明し連携を深めてきた。この結

果、保護者との協力関係が深まり訪問教育活

動がスムーズに進展するようになってきた。

（６）保護者・家庭と連携・支援する

訪問教育では、児童・生徒の指導と同様に

保護者の精神的ケアーが大切である。スクー

リングを行う上での不安や子どもの病状の後

退で、精神的なストレスが生じる場合がある。

訪問教師は、常に保護者を支援し、精神的

ケアーに取り組むことが大切である。保護者

が少しでも明るく希望をもって生活すること

が、訪問の生徒のよりよい成長につながるの

ではないだろうか。今後、訪問教師はカウン

セリングの技能を習得することが必要になっ

てくるのではないか。このことは、普通教育

においても、カウンセリング・マインドは、

生徒指導に欠かせない教師の姿勢であること

に気づきつつある。これは、訪問教育が教育

の原点と考えられる理由のひとつである。
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Ⅱ－１分科会報告（教育条件研究）

訪問教育について考える
～家族、子ども 、教師～

千種 一郎

北海道美唄養護学校

（〒072 北海道美唄東明２条１丁目１－１）

１．はじめに

本文は、平成６年度訪問部の研究紀要に載

せたものを一部加筆修正したものです。在校

の先生方に訪問教育について紹介することを

目的としました。

２．訪問教育の拠りどころについて

訪問教育の拠りどころとなっているものは

1978年に文部省から出された「訪問教育の概

要（試案）」です。一部省略しておりますが、

最後に資料として載せました。

この概要を読みますと、本来訪問教育の対

象とする児童・生徒は極めて限定的です。本

校訪問部の子どもたちの実態をみますと、厳

密な意味で訪問対象となるお子さんは、かな

り少数になるのではないかと考えられます。

訪問教育を受けている家庭で、この概要の全

文を読まれたれた方はほとんどいません。こ

の概要の存在すら知らないのではないかと思

います。この概要で述べられていることを厳

密に解釈し、「どうも我が子は訪問教育の対

象ではないのでは？」と感じた時に、どうい

うことが起こるのか考えてみたいと思います。

３．教育条件の諸問題

①学校の選択

空知管内では、義務教育の肢体不自由養護

学校がありません。また、それぞれの地域の

学校の肢体不自由学級では、受け入れてもら

えないという現実があります。もし、在校教

育を希望するのであれば、施設併設の養護学

校を選択しなければなりません。

家庭では、慎重な選択が行なわれます。我

が子を家庭においておくか、施設併設の養護

学校を選択するかは重要な問題です。初めか

ら訪問教育を選択した家庭は別として、私の

担当している二件の家庭では、父親が子ども

を手放すことに反対したそうです。残された

選択肢が訪問教育であったわけです。

②指導時間数の問題

本校訪問部では、週2.5回、１回につき２

時間の訪問を行なっています。私の担当して

いる家庭では、家庭を教育の場として提供し

てくれている関係から「いまぐらいでちょう

どいいかな。」と言う親、「先生、毎日でも

いいんだよ」などと言う親など様々です。こ

こで、あるエピソードを紹介したいと思いま

す。今年度担当することになった家庭の父親

が、訪問教育の指導時間が短いことに対して、

「子あんこ先生（若造という意味）に何がで

きるってよ！」と母親に言っていたそうです。

その気持ちは良くわかります。指導時間が長
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く設定されているほうが、子どものためにな

ると考えるのは当然です。（何ができるって

よと言っていたお父さんですが、子どもが一

人でごはんを食べるようになってきたことを

喜んでくれました。）

しかし、「指導時間を増やして欲しい」と

いう願いに対して、なかなか応えてあげるこ

とができません。そのことについて考えてい

きたいと思います。

③教員定数の問題

水曜日、土曜日を内勤日とし、打ち合せや

諸準備のための時間を設けなければならない

事情があります。残りの日数で３人の子ども

を担当すると、週３日という訪問時数すら確

保できない状況にあります。また、回数を増

やすことでの出張旅費等の問題もあります。

④家庭を教育の場として提供してくれること

教師を迎え入れる家庭では、その日の朝か

ら慌ただしい時間を過ごされていることは容

易に想像できます。あるお母さんが語ってく

れました。「訪問教育が始まったころは、と

にかく無我夢中だった。」とのことです。教

師の訪問を緊張しながら待っていたのでしょ

う。

お互いに慣れてくると、ざっくばらんに振

る舞うことができるようになり、疲れている

時には別室で寝ていただいたり、気軽にショ

ッピングに出かけてもらうこともできるよう

になります。だからといって、指導回数を増

やすことが簡単かというと、そうではないよ

うに思います。それぞれの家庭の事情等もあ

ることを考えなければなりません。

⑤集団の保障

訪問教育に在籍している子どもは、登校で

きない子どもたちとされていますが、実際に

はそうではありません。遠足、運動会、学芸

会等に元気に参加しています。

学校に来て、在校の授業に参加させていた

だくこともあります。子どもによっては、ス

クーリングを数多く設けてあげたいと感じて

います。そこで問題となるのが、交通手段と

親の負担です。自家用車のない家庭は登校が

難しく、担任の協力が必要になる場合があり

ます。現在の状況を訪問教師だけの問題にす

ることはできないように思います。

以上、訪問教育の制度上のことについて触

れてきましたが、親、子ども、教師がどのよ

うな立場に置かれているかを考える契機にな

れば思います。いずれにしても、制度として

確立しなければ、解決しない問題であり、現

在いろいろな矛盾や制約がある中で、訪問教

育が行なわれているということです。

４．「子どもの権利に関する条約」から考え

ること

①「子どもの権利に関する条約」

1989年の国連の総会で「子どもの権利に関

する条約」（18才未満の障害児を含むすべて

の子どもを対象とする）が採択されました。

その条文の第６条の中で、「すべての子ども

が生命への固有の権利を有する」「子どもの

生存および発達を可能な限り最大限に確保す

る」とあります。

訪問教育に携わるものとして、これらの条

文の意味するものを理解することは困難なこ

とではありません。訪問教育の中で、日々そ

のことがテーマとして浮かびあがってくるか

らです。そして、私は、このことを「子育

て」という言葉に置き換えて解釈したいと思

います。

②子どもの生命、生活に眼を向けること

「お母さん先生」が多くいらっしゃる職場
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では、子育てについて情報交換をしているの

をよく目にします。子どもの些細なことでも

たいへん気になることが多いようです。そん

な時、ベテランの養護教諭が頼りにされるこ

とが良くあります。

私も父親になってから、そうした気持ちを

理解することができたように思います。実際、

子どもを育てていくということは、なかなか

大変なことだと思います。育児ノイロ－ゼ等

の問題がどの雑誌にも取り上げられ相談コー

ナーが設けられていることがそのことを物語

っています。子どもの健康、情緒、兄弟との

関係等しっかりしていると思われるお母さん

でも、悩みはつきないようです。

では障害を持つお子さんについての情報は、

どうなっているでしょうか。教育・福祉関係

者向けの出版物は数多く存在するものの、親

たちが必要とする情報が載っている手軽に読

めるような雑誌などは、普通の書店で目にす

ることはほとんどありません。私の担当して

いる家庭では、母子入院を数多く経験してき

たとのことですが、専門家や一緒に参加して

いるお母さんとの情報交換で気持ちが救われ

たという話を聞きました。しかし、母子入院

は家庭に少なからずの負担を家族にかけると

いうことも話されておりました。

②就学前の６年間の意味

就学前のことについて、お母さんが語る内

容は、子どもの障害を軽減するために努力し

たこと、体調の変化にともなう通院や入院し

たことなど、ひたすら子どもの生活や生命を

守ることに努力が費やされてきたことです。

その子と家族のほほえましいエピソードを話

されることがありません。その子を支えてい

こうとする母親の心理や家族の様子について

語られることが多いのです。

私はそうしたエピソードが無かったとは、

絶対に思えないのです。１つや２つ必ずある

と思います。その子のエピソードについて語

ってくれるのは、訪問教育を受けるようにな

ってからのことです。

この点について考えてみたいと思います。

障害をもって生まれてきた我が子に対して、

真っ先に考えることは障害の軽減ということ

だそうです。自分が努力（訓練等）すること

によって、少しでも子どもが良くなるように

願うのは当然です。ですから、何回も母子入

院を決意されるのでしょうし、留守番をする

家族も必死に支えようとするのだと思います。

懸命にがんばってきた自分のことや留守を支

えてきた家族のことが思い出されてくるのは

当然のことと思います。

③訪問教師の立場から～家庭との関係～

家庭に赴いて教育を行なうことに、訪問教

育の最大の特徴があります。生活の場と教育

の場が一緒であるために、子どもとの関係づ

くりのほかに、家庭との関係をどうつくるか

ということが大きな課題になります。

家庭との関係では、時として訪問教師とし

ての立場を越えたところでの相談を求められ

たり、また、家庭に対する援助が必要となっ

てくる場合もあるからです。そうした問題に

触れるたび、訪問教師の存在というものが家

庭の中で、大きな存在になっているのだとい

うことを感じます。そのことを通して、その

家庭と社会とのつながりが浮き彫りにされて

きます。本来なら他の機関が担うべきことだ

ということも数多くあるように思います。そ

こで、次のようなことを考えます。

子どもの生活を支えるべき家庭が不安

定な状態では、子どもの生活に大きく影
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響することが見られる。好ましいことで

はない。

訪問教師がどういったスタンスで、そ

のことについてかかわるかは慎重な対応

をしなければならない。

現実問題として、家庭が困難な状況に

ある時には、見てみぬふりをすることが

できない。かといって、深くそのことに

かかわることによって、弊害がもたらさ

れることが予想されれば介入すべきでは

ない。しかるべきところと関係が作れる

よう、中継役をになっていきたい。

家庭と教師とが対等・平等の立場で関

係を保つことが大切であると考える。お

互いに引け目を感じていては、その後に

影響してくる。

④訪問教師の立場から

～子どもと家族の関係～

私が担当している家庭の中で、最も話題に

されていることは、それぞれのお子さんたち

のコミュニケーションや情緒的な面での変化

です。これまでとは違った振る舞い、家族と

のやりとりの変化、集団場面での変化、まわ

りで起こることに対する感じ方の変化、物へ

のかかわり等、実に細かく話されます。

親の立場からするとこうした変化というも

のは、たいへん喜ばしいことで、我が子に対

する見方が変化してくるようです。そのこと

が、子どもの生活にもよい影響を与えてきま

す。そうした、エピソードをまとめてみまし

た

子どもが一人で食事ができるようにな

った姿を見て、それまで子どもの否定的

側面ばかりを指摘していたが、将来に対

する期待が高まってきて、子どもの見方

がかわった。（小言が減った）

教師が帰った後、その日にやった手遊

びなどを父親にやってほしいと伝えてき

た。掃除機以外にも、興味が増えた。

（子どもへの信頼）

座位が安定してきたことで、椅子つき

のそりを探して買ってきて遊ばせた。

音の出るものを喜ぶようになってきた

ので、ﾕﾆｰｸなおもちゃを買ってきた。

お休みしようかと思ったが、子どもが

本を読んでもらうことを楽しみにしてい

るようなので、欠席の電話をかけなかっ

たと話してくれた。

こうしたことは、それぞれの子どもたちに

とって喜びを感じさせてくれるものです。さ

さやかなことかも知れませんが、子どもの生

活の質を高めることにつながっていくことに

なると思うのです。

私が子どもと関わる際に、ご家庭の取り組

みをヒントにさせてもらうこともあります。

⑤子どもと教師の関係

教師が子どものことを深く理解しなければ

ならないことはいうまでもありません。その

過程の中で、子どもは私というものを理解し

てくれるのではないかと考えます。私がそれ

ぞれの子どもを理解しようとあれこれ振る舞

う中で、子どもたちは「どんな先生なんだろ

う？」ということに注目し始めるからです。

そこで、さまざまなやりとりの中で「こい

つは注目するに値するやつだぞ！」というこ

とになれば、子どもたちはどんどん自分を表

現してきます。そのことを受けて、さらに私
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のかかわりも深まってきます。

子どもと教師、お互いがお互いの関係を深

めあっていくことを大切にしていきたいと考

えます。それによって、子どもが主体的な生

活を送ることにつながるのではないかと考え

るからです。そして、新しいことに対しても、

積極的にかかわることができるようになって

いくことが感じられます。

５．おわりに

私が訪問教育を担当していて最も充実感を

感じるのは、子どもに対する親の想いと、私

の教育的かかわりに対する視点が重なり合っ

た時です。具体的には、子どもが育つ道筋や

子どもの変化について、お互いにどのように

考えて、どのように受けとめているかという

点です。これは、たいへん興味深く、おもし

ろい内容を含んでいます。

最後に、私の担当している子どものお父さ

んが次のような原稿を寄せてくださいました。

これを記して終わりたいと思います。（この

原稿は、こちらから特に依頼したものではあ

りません。お父さんが全く自発的に書いて下

さったものです。）

明◯三年生この一年

岩◯明◯の父

明◯が、学校に入ってから三年目も終わろ

うとしています。

一年の時、二年の時、三年目が終わろうと

している時、明〇のしぐさの変わりように驚

くことの多い三年間でした。たとえば、声の

出し方、笑い方、何かをしてもらいたい時の

しぐさ。とくに三年になってからの要求の仕

方の変わり方は、大きく変わったように思い

ます。

それは、抱いてほしい時、相手の手を自分

の脇の下に導くとか、抱き上げれば、背中を

叩き「歩くように」と催促するようになりま

した。体を動かすのも、以前よりずっと多く

なりました。寝返りをうつのも左右両側にう

つし頭も大きく持ち上げたり、色々やってく

れます。とくに、風呂に入っているときの動

きはより活発になります。普段あまり動かさ

ない右腕で、お湯を叩いたり、浴槽を叩いた

りします。体を洗っている時は、鼻歌らしき

声も出します。顔をタオルで拭く時などは自

分でタオルに顔を押しつけ、しばらくじっと

してから顔をあげます。寝るときなどは、私

の横にいて、その日あったことを話すように、

声を出して訴えかけます。

親としては、どんな些細なことでも見逃さ

ず、この子がして欲しい事を出来るだけかな

えてやりたいと思っています。それでも、昼

間、仕事に行っている私には、見ていない部

分が沢山あると思います。ですから、妻や先

生たちのお話を聞きながら、これからも、こ

の子を育てていきたいと思います。これから

も、よろしくお願いいたします。
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資料 訪問教育の概要（試案） 「季刊特殊教育」第21号（昭和53年７月刊行）に掲載

訪問教育は、心身の障害の状態が重度であるか又は重複しており、養護学校等に通学して教育を受
けることが困難な児童・生徒に対し、養護学校等の教員が家庭、児童福祉施設・医療機関等を訪問し
て行う教育であると言える。現在、各都道府県・市町村において、心身の障害のため通学して教育を
受けることが困難な児童・生徒に対していわゆる訪問指導を行っているが、今後、この教育措置を
「訪問教育」と称し、訪問教育の概要を以下述べるように整理してみたい。

１ 趣旨
訪問教育は、心身の障害のため通学して教育を受けることが困難な児童・生徒に対する教育措置で

あること。
（説明）
訪問教育の趣旨は、心身の障害の状態が重度であるか又は重複しており、養護学校等に通学して教

育を受けることが困難な児童・生徒に対し、可能な限り学校教育を受ける機会を提供しようとするも
のであり、その対象は、訪問教育による教育が適当であると判断される心身障害児であり、したがっ
て、これは、養護学校等の施設を整備するまでの経過措置ではない。

２ 法的根拠 …（省略）

３ 対象
訪問教育の対象となる児童・生徒は、就学可能であるが、心身の障害の状態が重度であるか又は重

複しており、学校へ通学して教育を受けることが困難な者であること。
（説明）
～前略～
訪問教育の対象となる児童・生徒は、心身の障害の状態が重度であるか又は重複しており、学校へ

通学して教育を受けることが困難な者であること。これらの者は、日常生活において常時介護を必要
とし、通学、寄宿舎を含む学校生活に適応することが著しく困難であると言える。この趣旨は、訪問
教育は、それが最も適切な教育形態である心身障害児を対象とするということでもあるが、養護学校
等に通学して教育を受けることができるレディネスをつける方途としてのねらいもあり、養護学校等
における多様な教育形態の１つである訪問教育の実施、措置変更に当たっては、弾力的、かつ、柔軟
な運用を図る必要がある。
なお、昭和５０年３月になされた特殊教育の改善に関する調査研究会の報告「重度・重複障害児に

対する学校教育の在り方について」においては、重度・重複障害者には、重複障害者（学校教育法施
行令第２２条の２に規定する障害を２以上あわせ有する者）のほかに、その例として発達的側面から
みて、「精神発達の遅れが著しく、ほとんど言語を持たず、自他の意志の交換及び環境への適応が著
しく困難であって、日常生活において常時介護を必要とする程度」の者、行動的側面からみて、「破
壊的行動、多動傾向、異常な習慣、自傷行為、自閉性、その他の問題行動が著しく、常時介護を必要
とする程度」の者が考えられている。

４ 教育課程等 …（省略）

５ 訪問教育担当教員の身分、処遇等 …（省略）
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Ⅱ－２分科会報告（進路保障研究）

巡回指導型の重度・重複学級における指導計画
～９４年度都訪研進路部会の研究より～

武石 真

東京都立江戸川養護学校

（〒133 東京都江戸川区本一色2-24-40）

１．はじめに

昭和49年、東京都において「希望者全員就

学」が実施されて以来、平成６年度には20周

年を迎えた。この「全入」により「就学猶

予」という形で教育の機会を奪われてきた多

くの重い障害を持つ子どもたちにも、教育を

受ける権利が保障された。特に、養護学校の

高等部教育については、義務教育と同様に進

学を希望する生徒を広く受け入れてきている。

しかしながら、「通学が困難な生徒」の場

合、制度上の問題等から高等部入学は認めら

れていないのが現状である。仮に、登校の実

績を積み高等部入学を果たしたとしても、訪

問教育の無い高等部では「長欠」となり、十

分な教育保障を受けられないというケースも

多い。この事は、「希望者全員就学」という

崇高な理念を達成するための最後に残された

課題となっている。

こうした子どもたちの教育保障に関し東京

都は平成５年、「巡回指導型の重度・重複学

級」という新たな方策を提示した。都訪研進

路分科会では、この「巡回指導型の重度・重

複学級」について実際的な指導計画の作成等

研究の結果や成果を提示していくことで、制

度化への後押しをしてゆきたいと考えた。

なお、施設訪問に関しては、「分教室化」

による高等部教育の保障に向けて動き出して

いる。ここでは、「巡回指導型の重度・重複

学級」の適用が想定される在宅訪問について

述べる。

２．（訪問学級卒業生の）後期中等教育保障

を巡る東京都の情勢

都訪研進路分科会では訪問生の進路状況把

握のために毎年、都内の訪問教育を実施して

いる各校に対し２種類のアンケート調査を実

施している。一つは、前年度の訪問学級卒業

生を対象とした「進路・進学状況追跡調査」。

もう一つは、高等部へ進学した訪問学級生を

含む長欠生徒に対する高等部の教育保障の実

態把握を目的にした「高等部の長欠生徒への

対応に関する調査」である。これらの調査に

基づき、東京都の訪問学級卒業生の進路をめ

ぐる近況について報告する。

（１）訪問学級卒業生の進路選択状況に関し

て

訪問学級生の高等部進学について東京都で

は、入学相談部会（都教委、校長、入学相談

担当教員で構成）において以下の申し合わせ

事項に基づき進められている。

A.東京都に在住している者



- 44 -

B.中学校等を卒業している又は卒業の見

込みのある者

C.通学が可能であるという医師の診断及

び登校しての指導の実績等の関係資料に

より総合的に判断する。

特にC.の「登校しての指導の実績」は中学

部段階でのスクーリングの実績を指し、以前

は『週３回』をめどとしていた時期もあった。

このため、高等部進学のために無理なスクー

リングを実施せざるをえなかったり、中学部

在籍中に健康状態が悪化しても訪問学級籍へ

の措置替えをしない等という状況が見られた。

それでもこの高いハードルをクリアできずに

進学をあきらめたり、希望しても進学できな

いというケースも見られていた。

しかし、昨年度及び今年度の調査では、高

等部への進学を希望する生徒については全員

が高等部進学を果たしている。一つには、ス

クーリングの実績が無い等進学が困難な生徒

については早い時期から進学を断念し「希望

なし」として扱われているケースもあると思

われるが、以前に比較してハードルは低く緩

やかに運用されて来ている実態が現れている。

後で述べる「巡回指導方の重度・重複学級」

が東京都心身障害教育推進委員会から提起さ

れるなど、後期中等教育における希望者全員

就学に向けた動きの中で、行政側の対応にも

変化が見られる。その象徴的なケースとして

Ｅ養護学校では、長期入院のため中学部段階

でのスクーリングの実績が無いという生徒が、

「高等部在学中にはスクーリングが可能にな

る」という医師の診断を得ることで高等部進

学を果たしている。

高等部進学を希望しないという生徒の多く

はその理由が「学校教育不信」であったり

「期待がない」というケースが多いが、中に

は「訪問がない（実質的な教育保障が受けら

れない）から」というケースも少なくない。

（２）高等部の長欠生徒への対応に関して

（進学後の教育保障）

年度による数字のばらつきはあるが、毎年

数多くの長欠生徒を抱えている。上記で述べ

たように、高等部入学に関してのハードルは

低く緩やかに運用されてきているものの、た

とえ入学を果たしても、現行制度上では十分

な教育は保障されず、こうして「長欠」とな

ってしまうのである。特に、多くの訪問生を

含む約半数は高等部入学以前から「長欠」が

予想されながら進学をしている。実体が伴わ

ないまま間口だけが広がっているというこの

事は、現状における最大の矛盾であり、「進

〈表１〉９４、９５年度の訪問卒業生進路選択状況

進路選択 合計
進学 在宅 通所 入院 その他

進学希望者 ４ － － － － ４
94年度

進学希望無し － ３ ２ １ ２ ８

進学希望 １４ － － － － １４
95年度

進学希望無し － ２ － １ － ３
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学」を進める場合の中学部担任の大いなる悩

みでもある。

一方、こうした生徒を受け止めている高等

部の対応を見てみる。表３は、昨年度、長欠

生徒を抱える各校高等部のそれら生徒への対

応の実際を一覧にしたものである。

昨年度の調査では、長欠生徒を抱えていた

すべての学校が「家庭訪問」や「お見舞い」

等の名目で、「訪問教育」的ケアを実施して

いることが明らかになった。制度に裏打ちさ

れたものではないため、各校での運用等内部

努力で実施されているのが実際であり、その

ため、月１回から週２～３回程度まで各校の

対応には大きなばらつきがある。しかしなが

ら、一昨年度の調査では「訪問教育」的ケア

を実施している学校が数校程度であったこと

を考えるとその増加は著しい。

「巡回指導型の重度・重複学級」の制度化

〈表２〉 94､95年度 高等部長欠生徒の状況 （１学期末時点での）

入学前の状況 入学後の状況 その他 合計
により長欠 により長欠

94年度 ２０ １１ ５ ３６

95年度 １０ １４ ４ ２８

合計 ３０ ２５ ９ ６４

＊今回の調査では各年度１学期だけで既に50日以上の欠席がある生徒を「長欠生徒」と定義する。

〈表３〉 94年度 高等部在籍者に対する「訪問教育」的ケアの実際

学校 名目 生徒数 指導日数 担当教員 備考

Ａ お見舞い ３名 *必要と思われる時 *高等部教員
家庭訪問 （ケースにより異なる ）

Ｂ 家庭訪問 ２名 *週１日 *高等部教員
Ｃ 家庭訪問 １名 *週１～２回(登校できない状態が続いた時)*高等部教員
Ｄ 家庭訪問 ２名 *週２日 *中訪問教員

及び 高等部教員
Ｅ 家庭訪問 １名 *週１回(1.5h～2h) *高等部教員 欠席扱い
Ｆ 家庭訪問 １名 *月２回 *高等部教員

医療研修 *週１回 *小中の旧担
（病院訪問） 及び 訪問担当

Ｇ 分教室 ４名 *分教室担当教
Ｈ 床上学習 ２名 *余裕がある時（月１～３回 *高等部教員

１名 *週３回
Ｉ ２名 *高等部教員

及び 訪問教員
Ｊ 家庭訪問 ２名 *週１回 もしくは 月１回 *高等部教員

指導相談 等
Ｋ 訪問指導 ４名 *週２回 *高等部教員
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など高等部教育の希望者全員就学に向けた大

きな動きの中で、入学判定基準の緩やかな運

用等現状でも間口拡大が図られている。一方、

進学後の教育保障は、制度面の補償がないた

めに現場の運用等努力に頼っているため、十

分とは言い難いのが現状である。しかしなが

ら、「訪問教育」的なケアを実施する学校が

大幅に増加しているということは、通学が困

難な生徒の高等部教育の保障に関するニーズ

がより高まりを見せ、それに対応する形で各

校がより積極的な取り組みを始めているとい

えよう。

（３）６次報告と「巡回指導型の重度・重複

学級」

高等部における訪問教育の実現に向けた方

策として東京都は平成５年、東京都心身障害

教育推進委員会（第６次報告）第２部会（訪

問教育部会）において、施設内訪問学級に関

しては「分教室化」、在宅訪問に関しては

「巡回指導型の重度・重複学級」の設置を提

起した。

施設内訪問学級の分教室化に関しては、平

成５年度４月、心身障害児総合医療療育セン

ターむらさき愛育園内に「けやき分教室」を

開設。他の施設についても、設置条件（施設

側からの要望、生徒数の確保、教室・職員室

の確保等）が整い次第順次スタートをさせて

いく方針がとられている。

一方、「巡回指導型の重度・重複学級」に

関しては、肢体不自由校重度・重複学級設置

３カ年計画の中で実施する意向とも言われて

いるが、今年度０査定であったことで、制度
ゼロ

化による本格実施は再来年以降になるものと

思われる。

３．巡回指導型の重度・重複学級における指

導計画

昨年度、都訪研進路分科会では、６次報告

で示された「巡回指導型の重度・重複学級」

（以下「巡回指導型」）の概要を学びあい、

さらにそれらをもとに具体的な指導計画のモ

デルケースの作成を試みた。なお、今回のレ

ポートでは、「巡回指導型」の詳細について

は、省略する。

（１）「巡回指導型の重度重複学級」におけ

る指導体制モデル

〈指導体制上の条件設定〉

・重度・重複学級（巡回指導型）は、既存

の重度重複学級と同様に１学級３名。

・教員定数は、同様に重度・重複学級１学

級に対し２名。

〈教育課程上の条件設定〉

・卒業認定のために１カ年で２８単位、３

カ年で８０単位以上の取得が必要。

・年間授業時数は、１カ年３５週とし、２

８単位×３５週＝９８０時間

・１単位時間は５０分。

↓

＊巡回指導は週４日（３単位×４日＝１２

単位）、登校指導は週１日とする。

＊現在土曜日は他の曜日に比べ半分程しか

授業を確保できないが、２単位として認定

する。

ここではモデルということで、単純化を図

り６次報告で示された教育課程モデル（表

４）をベースにし、以上の条件での指導体制

を考えてみる。

生徒Ａ，Ｂ，Ｃの学級において、担任１、

２で指導にあたることを想定し、「週時程」

及び「教員の時間割」モデルの作成を試みた。
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〈表４〉 在宅訪問における巡回指導・標準授業時数等モデル（６次報告より）

授業の形態
区分 巡回指導 通信指導 登校指導 備考

領域・教科を 日常生活の指導、遊び
合わせた指導 420 490 の指導、生活単元学習

(12)単位 (14)単位
養護・訓練 70 身体の健康、心理的適

(2)単位 応、運動・動作 等

特別活動 ﾎｰﾑﾙｰﾑ活動、ｸﾗﾌﾞ活動
等

〈表５〉 週時程モデル（生徒Ａ）

月 火 水 木 金 土

09:20 巡回指導 巡回指導 通信指導 巡回指導 通信指導 登校指導
《１》 《２》 〈３〉 《３》 〈５〉 〔１〕
1～3 4～6 7～9 7～9 12～14 1､2
養・訓 養・訓 養・訓 養・訓 養・訓 特別活動

11:50

13:30 通信指導 通信指導 通信指導 巡回指導
〈１〉 〈２〉 〈４〉 《４》
1～3 4～6 10､11 10～12

15:10 養・訓 養・訓 養・訓 養・訓
16:00

〈表６〉 教員時間割に関するモデル
［担任１：時間割モデル］

月 火 水 木 金 土

Ａ 巡回Ａ 巡回Ｂ 巡回Ａ 巡回Ｃ 登校Ａ
Ｍ

Ｐ 巡回Ｂ 会議 巡回Ｃ
Ｍ

［担任２：時間割モデル］

月 火 水 木 金 土

Ａ 巡回Ｃ 巡回Ａ 巡回Ｂ 巡回Ｂ 登校Ｃ

Ｍ

Ｐ 巡回Ｃ 会議 登校Ｂ 巡回Ａ
Ｍ
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【指導体制モデル作成から得られた問題点

等】

この指導体制はあくまでもモデルケースで

あるので、単純化の上、所定の時数を当ては

めた。この限りにおいては、週４回の巡回指

導等前述の教育課程上の条件を満たしたもの

となりうることがわかる。教員の時間割モデ

ルを見ると、このモデルに関していえば各生

徒に対し週１回ずつの複数訪問も可能である

と思われる。現実にこの体制が組めたとすれ

ば、現在の小・中学部の訪問指導以上に指導

時間が確保できることになる。一方、巡回指

導型では、「通信指導」に対して添削等の対

応が必要になる。授業時数の確保と共に、こ

うした点への対応を含めた教材研究の時間の

保障が必要であろう。

しかしながら、重度・重複学級の生徒の実

態を考えると、１回の指導時間１５０分、週

４回という指導時間はあまりにも現実離れし

ている。これはあくまでもモデルケースであ

り、実際には生徒の実態に合わせた指導体制

を考えていく必要があろう。

また、実際の指導体制を作成するにあたっ

ては、校内の会議設定及びその参加を確保し

たり、将来的には学校五日制完全実施が控え

ている事等を考え合わせると、必ずしも余裕

のある体制とは言えないのであろう。

（２）「巡回指導型の重度・重複学級」にお

ける指導計画

昨年度の都訪研進路分科会の研究では、指

導内容を含めた指導計画及び教育過程の届け

出（様式）についても検討された。特に、在

宅の重度・重複生徒を想定したものと、入院

等の教科学習相当の生徒の２パターンを想定

しモデルケースを作成した。

教育過程の届け出に関しては、巡回指導型

のものが現在は存在していないため、現在の

高等部のものを参考に作成した。

①教科指導の生徒の指導計画

＊資料１ 参照

②重度・重複の生徒の指導計画

＊都合により割愛

【指導計画のモデルケース作成から得られた

問題点等】

『巡回指導』は、その形態から現行の小・

中学部訪問指導に近い。従って、指導内容は

それらに準じたものが考えられる。その際に

は、青年期への対応という高等部教育の特殊

性に対する配慮が必要あろう。

一方、巡回指導型の登場で指導の一形態と

して位置付けられた『通信指導』に関しては、

新たに検討を迫られることになった。

〔重度・重複生徒の通信指導〕

こうした子どもたちの多くは、指導の重点

が「生理的な基盤の確立」や「基本的な情動

要求を満たす」ことにあるとすれば、広く考

えれば家庭での日常的なケアや関わりの殆ど

は指導内容と一致する。従って、これらの日

常的なケアや関わりを通信指導の一環として

位置づけることができるのではないだろうか。

単なるケアではなく、それが指導であると位

置づける以上、その把握や評価が伴うという

ことが当然必要となってくる。具体的には、

現在でも行われている「生活調べ」や「健康

観察表」等を工夫していくことになるだろう。

いずれにろ、家庭の日常的なケアや子どもと

の関わりが指導として位置づけるに足り、ま

た必要があるという点については、現在の実

践等を通してさらに説得力を持たせていく必
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要があろう。

〔教科指導生徒の通信・添削指導〕

簡単に考えれば、いわゆる宿題や自由研

究的なものが考えられる。しかし、「一人で

学習している」という感じに陥りやすい単に

ペーパー問題を課しそれを教員が説明・添削

するというものではなく、生徒自身が学習を

進めていけるような工夫が必要と思われる。

具体的な例として、パソコンソフトを使った

学習や、パソコン通信によるリアルタイムの

指導等パソコンの活用が考えられる。この他

にもビデオ教材等様々なメディアの活用が望

まれるが、これらの機器全てを家庭の負担と

することは難しいであろうし、学校で貸与で

きるようなシステムの整備等課題も多い。

４．まとめ

都訪研進路分科会では、これまで一貫して

高等部の訪問教育の必要性を調査活動を中心

にアピールをしてきた。しかし、現在の学習

指導要領では高等部の訪問についての規定

（特例）がないため、これが改定されない限

り実現は難しいであろう。そういう意味で、

現行法令・学習指導要領の枠内で導き出せる

「高等部の訪問教育」に準じる「巡回指導型

の重度・重複学級」設置の意義は大きく、こ

れを作成した行政の意気込みが感じられる。

昨年度、非常に簡単ではあったが、都訪研

進路分科会において「巡回指導型の重度・重

複学級」についてその指導体制や内容等につ

いて検証した結果では、通学が困難な最重度

の子どもたちにも、一定の後期中等教育を保

障できる可能性を持っていると判断出来そう

である。これまでは制度的な裏付けが無く、

長欠となり、学籍だけが一人歩きし実を伴わ

ないという現状からは大きな飛躍となろう。

しかし、今見えてきたのは単に「器」の部

分でしかない。「巡回指導」や「通信指導」

といった言葉が並んでいるが、その具体的な

中身については現在は白紙の状態に近い。よ

り具体的な指導内容や計画といった肉付けを

し、この新たな方策の可能性や問題点を掘り

起こしつつ、制度をより充実したものにして

いくのは、今後の我々の重要な役目である。

特に、研究開始当初「通信指導」は届け出上

の数合わせ的に話題にされていたが、研究を

進める中で、通学が困難な生徒たちの教育保

障においては非常に重要な指導であることが

認識された。都訪研進路分科会では、さらに

通信指導等の具体的な指導内容の研究を深め

る必要があろう。

この巡回指導型の重度・重複学級に関して

は、学級の設置、単位の扱い等まだ明らかに

されていない部分がたくさん残されている。

この点に関しては今後明らかにして行かねば

ならないわけであるが、制度のあらましが明

らかになった時点においてその中で指導を考

えるのではなく、子どもたちの立場から必要

とされる指導内容を明らかにし、そこから制

度的な要望を導き出し、現場から積極的に訴

えていくことが、今求められているのではな

いだろうか。
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Ⅱ－３分科会報告（病弱教育・病院訪問研究）

大 宮 市 の 院 内 学 習 に つ い て
～社会保険大宮総合病院における事例～

小路 実恵子

大宮市教育委員会訪問指導員

（〒330 埼玉県大宮市堀崎町48-1 大宮市立教育研究所）

１．はじめに

大宮市教育委員会が院内学習という形態で

病院訪問教育を始めて13年になりますが、現

在訪問の対象となっているのは社会保険大宮

総合病院のみです。この院内学習の大きな特

徴は、どこの学校にも所属していないという

点にあります。私自身、訪問指導員をして８

年になりますが、院内学習が大宮市独自の形

態であることを最近になって知りました。

そこで、院内学習は院内学級とどの様な点

で異なるのかという観点に立ちながら、今後

の課題を考えてみました。

２．院内学習の進め方

＜指導目標＞

基礎学力の向上を目指すと共に、退院後

学校に復帰した時のために学習の遅れを補

う。また、学習活動を通じて友だち関係を

作り入院生活の精神的ささえとなる。

＜対象＞

病状の安定している小・中学生で担当医

師の許可の出た者を対象とする。

＜主な病名＞

小学生 気管支喘息・紫斑病・川崎病・

ネフローゼ・反復性の腹痛及び頭痛

中学生 反復性の頭痛及び腹痛、吐き気

等の不定愁訴

＜手続き＞

１、主治医が学習許可書を訪問指導員に手

渡す。

２、看護婦あるいは訪問指導員自身が院内

学習について入院患者及びその保護者に説

明し、その日から学習を開始する。

３、訪問指導員は、学習許可書を大宮市教

育委員会に提出するとともに生徒の在籍校

の担任へ院内学習を開始したことを電話連

絡する。

４、毎月末、生徒の学習日とその様子を文

書で教育委員会を通して学校長あてに報告

する。

５、生徒が退院した時も学校へ電話連絡す

る。

＜指導体制＞

１、１人の訪問指導員が院内学習全般を受

けもち、週３日訪問している。学習指導時

間は午前２時間・午後２時間としている。

２、小学生は国語・算数、中学生は国語・

数学・英語を学習する。

３、生徒１人に週２回、１回につき２時間

の学習をする。

４、学習室は病棟とは別棟の小会議室を学

習時のみ借用している。設備は黒板、長机
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折りたたみ椅子、低学年用の学習机椅子が

ある。

５、最高５、６人の小集団で学習すること

もあるが、ベッドサイドでの個別学習をす

ることもある。

６、学習内容は生徒の進度にあわせて進め

る。

７、学習教材は生徒自身が用意する。訪問

指導員は教育委員会より大宮市の小・中学

校の教科書が貸し出される。

３．今後の課題

＜出席日数の扱い＞

はじめに述べた様に、どこの学校にも所属

していないので入院中の生徒の学籍を移すと

いう手続きが要らないため、直ちに学習を始

めることができ、また退院後もすぐに学校に

復帰できるという良さがあります。

しかしその反面、病院での学習日数の取扱

いについて出席とするかどうかは、学校長裁

断であるため、生徒や保護者の要望どおりに

いくとは限りません。当病院の子どもたちの

入院期間は、短くて10日前後長いと３、４カ

月に及びますが、その間の学習回数も１回き

りで終わってしまう子どももいるし、１学期

間の入院中約40回学習を受けた子どももいま

した。そういう子どもたちの出席日数が学校

でどの様に扱われているのかは、残念ながら

フォローできておらず、今後教育委員会を通

して実態を調べ、出席扱いとされるよう要望

を出していきたいと思っています。

＜指導体制＞

生徒の人数がいくら増えても指導員は１人

で対応しなければなりません。そのため多学

年にわたる子どもたち１人ひとりへの対応時

間が短くなることもあります。その様な場合

今日１時間目はＡ君、２時間目はＢさんとい

う様に対象をしぼって順に、重点的に学習を

進めています。

しかし点滴を付けていたりしてベッドサイ

ド学習をする子どもたちが多い時、指導員は

病室から病室へ教材をかかえながら行ったり

来たりで忙しく落ち着いた対応が出来ません。

また学習室も学習時のみ、しかも午後はあい

ていれば借りられるという状況で教材を保管

するロッカーもありません。週の始め、月曜

の朝に病院へ電話し学習可能な子どもの様子

を聞き、対応できるように教材を準備して行

くが、時には突然学習許可の出る子どももい

て双方とも何の教材も用意できていなくとて

も困ることがあります。その様な時は即席の

問題を作るか、学習開始を遅らせざるを得ま

せん。これは、１つは院内学習のＰＲ不足も

原因であるといえましょう。入院時に病院か

ら院内学習についての情報は何もないようで

す。また、教育委員会も市内の各学校長に対

しては機会あるごとにＰＲしているようです

がまだ浸透していないと思われます。パンフ

レットを病院の受付ロビーに置くようにして

いきたいです。

＜病院と指導員の関わり＞

病院の内装修理のため去年から今春にかけ

半年ほど学習室が使用できない時期がありま

した。この期間はベッドサイド学習をしてい

ましたが、何度か学習室はまだ使用できない

のか看護婦に尋ねていました。４月、新学期

に元の学習室へ看護婦と行ってみるとロッカ

ー室に変わっていたのです。その隣室の総婦

長は人事異動で変わったばかりで院内学習さ

え知らない方でした。結局庶務課がこれまで

と違う部屋を用意してくれていたのに病棟の

関係者に知らされていなかったようです。
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病院内でも院内学習が知られていないこと

と病院での院内学習の位置付けがなされてい

ないため人事異動によって消滅してしまう危

険性すら考えられます。教育委員会でも文書

化していこうと準備している段階です。

以上のことから施設面では庶務課との交渉

が今後ともかなり大事であることがわかりま

した。

＜医師・看護婦及び担任と指導員の関わり＞

もう１つ大切な関わりは、主治医及び看護

婦との意思疎通をはかることです。子どもた

ちの病状を聞くだけでなく、医師・看護婦そ

して指導員がどのように関わっていけば良い

かを具体的に考え、情報交換する場が、最近

とても必要だと思われます。去年のある子ど

もの例ですが、難治性の小児喘息で入・退院

を繰り返しているうち、不登校になって入院

の長引いている４年生の女の子がいました。

彼女が退院中も学校へ行っていなかったこ

とは、指導員が担任と電話で話し合うことか

らわかりました。病院では元気なのに外泊す

ると発作を起こしすぐ病院へ舞い戻って来る

ことの繰り返しで、情緒が不安定となり、院

内学習も拒否するようになっていました。

不登校が分かった時点で、主治医に相談す

ると、退院中は登校できる健康状態だという

ことでした。担任は母親から喘息なので休ま

せると報告を受けてはいましたが、不登校と

の認識もありました。指導員はまず母親に病

院で会い話し合ったところ、母親自身も子ど

もが学校へいけなく困っていることを知り、

不登校の子どものための教育相談を勧めまし

たが、最後まで受けずじまいでした。

ただ、担任とは教育相談室で臨床心理員を

まじえて会い、今後の対応を相談しました。

担任は理科の実験教材等を持参して子ども

に会いに来てくれましたがかたくなで、指導

員にも心を開こうとしなくなりました。

その他に、指導員１人で多教科に渡って指

導するため、各教科の下調べが不充分であり、

また教科についての研修をしあう機会もない

こと等、今後の課題です。

このころ、医師も学校へ復帰できる様に、

外泊期間を長くするとか、自分でできる治療

法を入院中に練習させる等の試みを始めてい

ました。

指導員は教育研究所教育相談室に所属し、

週１日は相談室勤務なので、臨床心理員とも

会う機会がありこの子どもの件に限らず相談

してきました。今回、指導員も看護婦もこの

子への対応を苦慮しており、心理員に直接関

わってもらおうと、母親の了解を得、看護婦

の同意も得ましたが、医師の許可が降りず、

実現しませんでした。

この間、指導員も看護婦も悩み、話し合う

機会も何度かありました。ただ、特別に時と

場を設定してではなく、廊下での立ち話しか

できませんでした。それは、小児科病棟は面

談できるような部屋がなく、看護婦室も非常

に狭く中でゆっくり話し合いにくいことと、

特別に時間をとってもらいにくい状況だから

です。

この子どもは4年生の3学期にやっと退院し、

その時点で指導員は学校長あてに、５年生か

ら復学できるようにクラス編成や担任につい

て配慮してくれるよう連絡をとりました。今

は入院することはあってもそれ以外は休まず

登校していると、母親から電話がありました。

＜研修＞

ここ数年、心因性の病気による入院も多く

なり、看護婦の間でも公的機関の主催するカ

ウンセリング講座に参加する人たちが出て来
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ました。訪問指導員も教育相談室の行うカウ

ンセリング研修等に参加しているので、お互

いに情報交換しあい、個々の入院患者につい

てもその対応に関して、定期的に話し合う場

を持つ時がきていると思われます。

その他に、指導員１人で多教科に渡って指

導するため、各教科の下調べが不十分であり、

また教科についての研修をしあう機会もない

こと等、今後の課題です。

４．まとめ

大宮市内には、この他にもいくつかの総合

病院がありますが、院内学習の受入れ体制が

なく市教委の訪問指導員派遣のよびかけに応

じていません。かと言って、社会保険大宮総

合病院の院内学習が、入院して学習許可の出

るまで、知られてるわけではありません。ど

の病院に入院しても、子どもたちに学習の機

会が保証されることが大切です。

また、保護者も学校も、そして病院自身も

入院中の子どもたちの学習の必要性を認識す

べきです。そのために、現在行われている院

内学習が、もっと広く知られる様、ＰＲしな

くてはなりません。課題として上げたことが

らについても、各方面の協力を得ながら、改

善していくつもりです。

表１ 月別人数と回数 表２ 学年別人数

月 ４ ５ ６ ７ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 合計 月平均 小学校 中学校
合計

Ｈ 延べ ５ ８ ５ ４ ５ ３ ５ ６ ３ 10 ５ 59人 5.4人 学年 １ ２ ３ ４ ５ ６ 計 １ ２ ３ 計
人数

３ Ｈ３年度 ６ ９ ４ ８ ５ ５ 37 ９ ０ ４ 13 50
年 継続 ２ ２ ２ １ １ １ 実人数 平均回数
度 人数 50人 4.0回/人 Ｈ４年度 ６ ５ ２ ４ ５ ５ 27 ０ ３ ０ ３ 30

回数 20 32 38 22 12 ５ 12 16 ３ 20 22 202回 18.4回 Ｈ５年度 ９ 13 ８ ６ ６ ２ 44 ４ ４ １ ９ 53

Ｈ 延べ ４ ２ ２ ８ ６ ５ １ ３ ４ １ １ 37人 3.4人 Ｈ６年度 ７ ４ 10 11 ８ ９ 49 １ ３ ０ ４ 53
人数

４
年 継続 １ １ ２ １ ２ 実人数 平均回数 図１ 訪問指導に関わる手続き
度 人数 30人 7.0回/人

病状安定 主治医 退院
回数 19 ９ 19 53 40 24 ３ 10 23 ６ ２ 208回 18.9回

Ｈ 延べ ２ ６ ８ ５ 16 13 10 ９ ６ ９ ３ 87人 7.9人 入院 学習許可書 学習開始 終結
人数

５
年 継続 １ ４ ３ ７ ６ ５ ３ ３ ２ 実人数 平均回数 保護者の 保護者へ説明 担任へ 学校へ文書で 担任へ
度 人数 53回 6.5回/人 要望 学習内容 電話連絡 月毎に報告 電話連絡

学習時間帯 学習内容
学習時間帯

回数 ５ 25 53 44 43 37 27 48 24 30 11 347回 31.5回 資料 訪問指導実施結果についての通知書

Ｈ 延べ ４ ６ 11 ６ ９ 12 13 ９ ３ 11 ５ 89人 8.1人 ●教研発第 号
人数 平成 年 日

６ 大宮市立 学校長 様
年 継続 １ ５ ４ ２ ７ ５ ５ ２ ４ １ 実人数 平均回数 大宮市立教育研究所
度 人数 53人 6.7回/人 所長 ● ● ● ●

訪問指導の実施結果について（通知）
貴校 年 組 さんの 月分の訪問指導について報告します。

記
回数 14 30 42 17 24 46 38 41 14 45 16 327人 30.0回 １ 実施場所 社会保険大宮総合病院 院内学習室

２ 実施日（○印で示す）
4月8日～7月25日,9月1日～12月25日,1月8日～3月25日の週３日間学習
１人につき2時間/1日,2回/週 月日 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16
注 「延べ人数」は、喘息児など入退院を繰り返した場合、その都度ｶｳﾝﾄしている
「実人数」は、重複にｶｳﾝﾄせずにその月に実際に入院していた児童・生徒数。 実施日
「平均回数」とは、一人当たりの学習回数の平均である(全学習回数/実人数)

月日 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

実施日

３ 児童・生徒の様子

担当 大宮市立教育研究所教育相談室分室
小 路 実恵子

電話 ６２３－５８７９
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Ⅱ－４分科会報告（医療・福祉との連携研究）

地 域 に お け る 連 携 に つ い て
～東京都衛生局訪問事業との連携を中心に～

潟山 陽子

東京都立小平養護学校 武蔵分教室

（〒187 東京都小平市小川東町4ｰ1ｰ1国立精神・神経ｾﾝﾀｰ武蔵病院内）

１．はじめに

近年、医療の進歩とともに、障害児の多様

化と重度重複化が進み、常に医療的なケアを

必要とする子どもたちの多くが、在宅での生

活を送っています。在宅療育を豊かにするた

めに、訪問学級の教員や訪問看護婦、保健婦、

医師、ヘルパーなどが関わっていますが、ま

だまだ十分な連携がとれていない現状です。

東京都訪問教育研究協議会（都訪研）の中の

『医療・福祉との連携分科会』では、1993年

度より、医療・福祉・教育の連携をテーマと

して、重い障害を抱えながら在宅生活を頑張

って送っている子どもたちや家庭を支えてい

くために、福祉や医療機関とどのような連携

をとっていったらよいのかを検討してきまし

た。その手がかりとして、在宅訪問学級に在

籍する子どもたちの３０％近くが利用してい

る東京都衛生局訪問事業との連携を進めてき

ました。この事業の中の特に訪問看護との３

年間にわたる連携の実際を中心に、地域にお

ける連携のあり方を考えてみたいと思います。

２．在宅訪問学級における医療・福祉機関と

の連携

５年前、初めて訪問教育を担当したとき、

在宅訪問学級の場合、訪問看護婦や訪問保健

婦、医療機関でのＰＴやＯＴの訓練を受けて

いる子どもが多いのに、その横のつながりが

ほとんどないことに驚きました。施設内訪問

学級であれば、主治医、看護婦、ケースワー

カー、ＰＴ、ＯＴ、教員を含めての連絡会や

ケース会がもたれ、様々な職種の目で一人の

子どもを捉える機会があります。障害が重い

子どもほどチーム的なアプローチが必要とさ

れますが、在宅の子どもたちには、医療・福

祉・教育の関係者が一堂に会して子どものこ

と、家庭のことを考えていく場がほとんどな

かったのです。そこで、できるところから連

絡や連携をとっていくことにしました。

訪問教育の対象となる子どもの多くは、医

療を必要としています。子どもの病気の進行

に伴い障害の状態が悪化していく場合も少な

くないので、保護者を介して主治医に連絡を

取り指示を仰いだり、年間最低１回は定期的

な検診に立ち会いました。そこで、主治医か

ら障害の状況・配慮事項・緊急時の吸引や導

尿等の指導を受けてきました。また、体の変

形・拘縮も大きな問題であり、近隣の療育病

院のＰＴやＯＴによる訓練を多くの子どもが

受けています。子どもの持っている課題を把

握し、訪問指導の参考にしていくために、訓

練場面に立ち会い、話し合える場を持ってき
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ました。訪問看護婦や保健婦が訪問している

家庭においては、訪問日が重なり顔を合わせ

たときに情報交換などを行いました。

このように、在宅の子どもに関わっている

様々な人々との接点を作ることは、それぞれ

の現場で少しずつ行われてきました。しかし、

教育庁と衛生局というように管轄に違いもあ

り、さらに、その関わりをどの様にシステム

化していったらよいのかが大きな問題点とし

て残りました。

３．都訪研における活動～訪問事業との連携

（１）1993年度の活動：訪問事業についての

学習会

都訪研の分科会活動の中で、医療・福祉機

関との具体的な連携の取り方について報告し

合う中で、在宅の子どもたちを取り巻く人々

のネットワーク作りが共通の問題点として出

てきました。そこで、地域での連携を考えて

いく足がかりとして、まず、訪問事業につい

て学習会を行いました。

学習会は、東京都衛生局健康推進部母子保

健課指導係の訪問事業事務局の保健婦笠井さ

んを講師に迎え、訪問事業の概要の説明を受

けた後、地域での連携のあり方を話し合いま

した。

＜東京都衛生局訪問事業の概要＞

訪問事業は、重症心身障害児（者）の在宅

療育の安定と自立を支援することを目的とし

て、昭和５４年に訪問検診を実施し、昭和５

７年に訪問看護事業を開始しました。対象者

は、１８歳未満で障害が発生し、大島分類で

言う１～４（身体機能レベルが寝たきりから

座位，ＩＱ３５以下）と、医療依存度が高い

「重心」の周辺の子どもたちです。０歳から

７０歳以上の幅広い年齢層がこの事業を利用

しています。訪問事業は訪問検診、訪問看護、

保健指導の３つの事業からなっています（資

料１参照）。

この事業の中でも、在宅訪問教育の場で直

接関わる機会が多いのは、訪問看護です。訪

問看護に関しては、訪問看護婦と訪問保健婦

の二職種が担当しています。実際の看護を担

当するのが看護婦で、保健婦は、看護婦のバ

ックアップと家族支援、在宅療育環境の整備

を行っています。ケースの担当期間は、看護

婦が原則として１年、保健婦は期間の限定が

ありません。看護婦、保健婦ともにこの事業

のスタッフは、東京都と個別に委託契約して

います。また、将来的に訪問事業が東京都か

ら区や市に移管されようとしている動きの中

で、地域差や質の低下などが起きないように、

医療のバックアップや看護サービスメニュー

の拡大を目的として、訪問看護の一部が療育

機関に委託されつつあります。

＜話し合いの中で＞

○訪問看護を受けているケースの状況

・０～２歳、１８歳以上が増え、早期からの

利用と最重度の子ども、親の高齢化による介

護力の低下のための利用が多くなっている。

・医療的ニーズのある子どもが７割、人工呼

吸器使用者が増えている。

・技術そのものと介護者を休ませる目的で、

技術援助（吸引、注入など）の要望が増加し

ている。

・介護者が疲れ切っているので、介護者への

ケアや地域サービスが必要である。

・介護者へのﾒﾝﾀﾙｻﾎﾟｰﾄ、留守番看護、保育

や遊びへの援助希望が年々増えてきている。

○訪問事業の課題
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・病院から在宅へのルート作り、家族の受け

入れ態勢を整えていく。

・福祉的サービスのコーディネーターの育成。

・安心して看護、教育に当たれる法体制の整

備。

・保健ではまかなえない医療（人工呼吸器な

ど）への経済面の援助。

・訪問看護婦と訪問事業の保健婦との連絡調

整。

○地域での連携

・一人の子どもに様々なケースが関わってい

るが、一貫したコーディネイトを誰がやるの

かが問題である。

・地域の保健所の保健婦がコーディネーター

の役割を担ってほしいが、老人医療などでと

ても多忙であるので今の状況では難しい。

・現状では、教員も含めて気がついたところ

が中心となって連携を作っていく。

・コーディネイトの専門家を育てていくシス

テムの必要性。

学習会を終えて、訪問看護も訪問教育も一

緒になってやっていける部分が大きいので、

今後もお互い連携をとっていくことを確認し

ました。その後、訪問事業と訪問教育の担当

者同士での定期的な情報交換、衛生局主催の

カンファレンスへの教員の参加、訪問検診の

場に教員が同席するなど、教員と訪問看護婦

の間でも実際の連携が少しずつ始まってきま

した。

（２）1994年度の活動：合同での研修会

年度始めに担当者同士で話し合いの場を持

った際、教員と看護婦の連携を広げていくた

めに、まず、お互いに顔を合わせるところか

ら始めたらどうか、ということが提案されま

した。そこで、合同での研修会を行うことに

なりました。研修会は、訪問看護婦の勤務形

態の関係で、年に数回行われている訪問事業

の現任研修の中へ教員も参加していく形を取

りました。

夏休みに行われた合同での研修会は、訪問

担当教員、訪問看護婦、訪問保健婦などが合

わせて１００名参加しました。午前は、重症

心身障害児に長年関わっているドクターを招

いて、「重症児の医学的理解と療育」という

題での講演を行いました。その中で、教員と

看護婦の両方から事例報告を行い、それぞれ

の思いなどを知り合いました。また、午後に

は、都内を６つのブロックに分け、地域別の

懇談会を行いました。懇談会の中では、まず、

看護的アプローチと教育的アプローチの違い

などを中心に、お互いの役割に関する質問が

多く出されました。そして、日常の子どもへ

の関わりを通して、医療面と教育面の連携に

ついて、重度な障害を持つ子どもの見方、医

療的なケアについて、就学相談に関して、活

発に意見交換が行われました。

時間が限られていましたので、それぞれの

問題について十分に話し合いを深めることは

困難でしたが、同じ子どもを担当している教

員と看護婦、保健婦が初めて顔を合わせ、今

後の連携をお互いに確認するには有意義な研

修会であったと思います。

資料２は、研修会参加者のアンケートを集

約したものです。６９名の参加者から回答が

得られました。その結果、この研修会までに、

お互い連携があった参加者は４０％で、半数

以上が何ら連携がなかったと答えています。

そして、この研修会をきっかけに、連携をと

りやすい状況になったと考える参加者は８０

％近くに上り、９０％近くが今回の研修会に
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参加して良かった、今後もこのような合同で

の場を持ちたいと答えています。また、合同

でのカンファレンスの設定や他の福祉関係者

をも含めての研修会の開催など、今後の連携

に向けての積極的な意見が多数寄せられまし

た。

（３）今年度の活動:2回目の合同での研修会

訪問事業の学習会や合同での研修会を経て、

衛生局主催のカンファレンスを教員からの声

かけで行ったり、訪問担当教員と訪問看護婦

が個々に連絡を取り合う機会も増えてきまし

た。しかし、それぞれの立場や役割の違いが

ごちゃ混ぜになることから意見が食い違った

り、同じ一人の子どもに関わりながら教員と

看護婦の目指す方向が異なったりという問題

も出てきました。そこで、教育と看護という

お互いの立場や役割の違いをより理解し合え

るように、昨年に引き続き合同での研修を行

うことになりました。研修会のプログラムは、

午前に、ドクターの講話、午後に、地域別に

分かれて、一人の子どもについての教員と看

護婦両方からそれぞれの立場での事例報告を

行います。この研修会は、全訪研大会の直前

（８月１日）に行われましたので、その様子

については、口頭で報告いたします。

４．地域での連携のあり方

３年間にわたる活動で、訪問教育と衛生局

訪問事業との連携は少しずつではありますが、

確実に進んできています。しかし、これは在

宅の子どもたちが地域の中で豊かに暮らして

いくためのネットワークの一部分にしかすぎ

ません。さらに広がったネットワークを作り、

地域の中で子どもたちの生活を支えていくた

めには、今できている衛生局との連携を強め、

その上、その他の関係機関との新たな連携作

りも積極的に進めていかなければなりません。

そこで、実際に地域で行われている保健福祉

サービス調整会議を例に、地域における連携

のあり方を考えてみたいと思います。

（１）保健所主催の保健福祉サービス調整会

議の例

これは、昨年度、長期入院生活を送ってい

た人工呼吸器使用の子どもが在宅生活を送る

ようになった際、地域の保健相談所が各関係

機関を集めて行った保健福祉サービスの調整

会議です。その子どもが春から養護学校に就

学予定ということで、学校にも声がかかり、

訪問担当教員が参加しました。この会議は衛

生局主催のカンファレンスとは違うものでし

たが、衛生局との連携が始まって以来、学齢

児に関する集まりに、教育関係者が参加する

機会が増えてきました。この会議の出席者や

目的、事例の紹介は以下の通りです。

A会議出席者

Ｔ療育病院医師、Ｋ小児病院の医師と看

護婦とケースワーカー、地域の保健所の所

長、保健相談所の保健婦、市の保健婦とケ

ースワーカー、ヘルパー、衛生局訪問事業

担当の保健婦と訪問看護婦、教員

B会議の目的

在宅医療が必要な重度の肢体不自由児の

療育生活を支援するため関係者が一堂に会

し、情報を共有化し、課題と役割を明確に

する。

C事例提出の意図

在宅医療が進む中、医療依存度が高いケ

ースが地域での療育生活を開始する頻度が、

病院サイドから、また本人・家族サイドか

らも多くなっている。今回、発症から４年
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あまり長期入院生活を送っていた重度の障

害をもつ６歳の母子が初めて在宅生活を送

るようになって２ヶ月がたった。退院後の

情報交換を行い、今後のこの母子への保健

・医療・福祉関係者の役割と課題を明らか

にしたい。

D事例の紹介

６歳の女児（就学猶予中）、四肢麻痺、呼

吸不全、知的障害なし。

主な介護者は母親。

会議では、病気の経過、現在の状況、Ｋ小

児病院に入院中の経過、訪問看護開始後の状

況などが各関係機関から出されて情報交換し

た後、問題点と今後の援助課題が話されまし

た。その中で、資料３のような現在の支援体

制が示されました。この図を見ますと、様々

な分野の人々が大勢関わって、在宅での子ど

もや家族の生活を支援しているのがわかりま

す。教育もその支援体制の中の一つですから、

各機関と連絡調整しながら関わっていく必要

があります。話し合いの中では、現在ヘルパ

ーが遊びなど保育の部分を中心に援助を行っ

ていますので、就学後は、訪問教育にその分

野が移ることで、ヘルパーの役割の見直しが

考えられました。また、訪問教育、ヘルパー、

訪問看護婦ともに家庭に中に入っていくとい

うことで、訪問する曜日、時間などの調整も

必要となりました。

この様な多職種が参加する会議に加わった

ことで、就学前の子どもの様子を知るだけで

なく、在宅療育の子どもや家族を支えていく

ためのそれぞれの役割や課題を共通に理解す

ることができました。また、医療や福祉機関

にとっては、養護学校や訪問学級を知り、医

療・福祉の連携の中に教育を新たに組み入れ

ていくきっかけとなったと思います。

（２）地域におけるネットワーク作り

重度な障害を持ちながら在宅生活を送って

いる子どもや家族を支えていくネットワーク

を作っていく上で、今後考えていかなければ

ならないことを上げてみます。

A教育の積極的な参加

衛生局主催のカンファレンスや保健所主催

のサービス調整会議でも、医療と福祉の分野

の連携は確実にできていることを感じました。

医療や福祉は、子どもが生まれてから大人に

なっても継続的に関わっていく分野ですが、

教育は学齢期に限られてしまいます。そのた

め、様々なカンファレンスや調整会議におい

て、今まで教育が忘れられていることが多か

ったのだと思います。衛生局との連携が深ま

ってきてからは、学齢児の集まりには必ず教

育関係者にも参加が呼びかけられるようにな

ってきました。しかし、呼ばれるのを待って

いるだけでは、連携を作り上げていくのは困

難です。もっと、教員側から様々な関係機関

に声をかけていく努力が必要ではないでしょ

うか。そして、連携を広げていくためには、

教員が子どもや家庭を「抱え込む」のではな

く、次の機関へ橋渡ししていくことも大切で

あると思います。

Bコーディネーターの問題

衛生局との学習会でも、サービス調整会議

でも、誰が地域でのコーディネータを担って

いくのかが大きな問題として残されました。

地域での活動という点では、地域の保健所の

保健婦が一番適していると考えられますが、

高齢者医療や福祉に時間をとられ、重症児に

まで手が回らないのが現状です。訪問看護婦

や訪問保健婦も、担当が変わったり、看護目
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標によってはエンドレスに関わることができ

ませんので、一貫してコーディネートしてい

くことは困難です。週に２～３回家庭を訪れ、

接する機会の多い訪問担当教員も、学齢時期

だけの関わりとなってしまいますので、やは

り適任とは言えません。資料３のような支援

体制はあっても、子どもの成長や生活課題の

変化に合わせての一貫したコーディネートが

不明確なのです。現時点では、教員も含めて

気が付いたところが中心となって連絡調整し

ていくほかありません。

平成２年度より、心身障害児（者）地域療

育拠点施設事業が開始され、在宅福祉を担当

する職員（コーディネーター）を配置するこ

とになりました。この事業は、コーディネー

ターの所属する施設種別の関係なく、所轄地

域の障害児（者）全員を相談対象としていま

す。そして、在宅療育等に関する相談、各種

福祉サービス提供の援助・調整を行い、地域

の在宅障害児（者）及びその家族の福祉の向

上を図ることを目的としています。全国的に

はまだわずかな施設においてのみ行われてい

ますが、国の方針として年々拡大されること

になっていますので、今後専門のコーディネ

ーターとしての活躍が期待されます。

５．おわりに

在宅療育を送る子どもたちの生活を豊かに

していくために、訪問学級の担任として何が

できるのかということで、まずは、現場の中

でできるところから始め、さらに、都訪研の

活動を通してもう少し上の段階での連携へと

進めてきました。療育者の一人として教員の

側からも積極的に働きかけていくことで、地

域におけるネットワークが少しずつ形になり

つつあると思います。

最近、在宅の子どもたちにとって「生活の

豊かさ」とは何なのだろうと話し合うことが

あります。家族の愛情の中ですてきな笑顔を

見せてくれる子どもたちに出会うと、在宅療

育で頑張っていてよかったと感じるのですが、

その子どもの２４時間は家族がぎりぎりのと

ころで支えています。レスパイト・ケアとい

う概念が広がりつつありますが、まだ十分に

活用されていません。また、医療の依存度が

高くなるほど、経済的な負担もかなりのもの

になってきます。一方、子どもの後期中等教

育を考えてみても、訪問の高等部は制度的に

ありません。今、東京都では、一部の学校で

巡回指導型の高等部教育が試行されつつあり、

その実現が待たれます。

今後も、在宅の子どもを取り巻く人々とと

もに、在宅療育の豊かさの質も含めて地域に

おけるネットワーク作りを進めていきたいと

思います。

【資料１】 訪問事業の概要
業務内容 担当職員 人数 頻度 役 割 利用者数 対象人数
訪問検診 療育機関医師 ５７人 年に 医療ニーズの把握 約250人

小児神経医師 １～２ 療育上、医療上の不安
保健婦 １４人 回 や心配事に関する助言

や指導
訪問看護 看護婦 120人 概ね 障害児への直接的看護 約350人

週１回 提供 約520人
家族支援
社会資源の活用

保健指導 保健婦 １４人 必要時 訪問検診や看護が現在 約100人
は必要ないが、必要時
保健指導することによ
り、在宅療育の安定が
図られる場合
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【資料２】都訪研 衛生局との合同研修会 アンケート結果
アンケート回収総数６９＜訪問看護婦：３９ 訪問教員：２３ 訪問看護婦、訪問教員以外の参加者：７＞

１、今回の研修会に参加して 訪問看護婦 訪問教員 他参加者 ２、今までにお互いの連携は 訪問看護婦 訪問教員 他参加者
良かった ３４ ２２ ６ あった ２０ ５ ２
ふつう ４ ０ １ なかった １７ １５ ４
良くなかった ０ ０ ０ 未記入 ２ ３ １
未記入 １ １ ０

３、今後この様な合同研修会や 訪問看護婦 訪問教員 他参加者 ４、この研修会をきっかけに、 訪問看護婦 訪問教員 他参加者
話し合いを 連携をとりやすい状況に

持ちたい ３６ １９ ７ なった ３０ １８ ６

持ちたくない ０ ０ ０ ならなかった ０ ０ ０

未記入 ２ ３ ０ 未記入 ５ ３ ０

意見 意見 １ １ ０ 意見 ４ ２ １
看護婦さん：わからない。 意見
訪問教員 ：２～３年に１度でよい。 看護婦さん：わからない・決まっていない・連絡が取れるようになって欲しい－２

訪問教員：以前から連絡を取り合っている部分があったので変わらない。
・わからない

他参加者登校しているｹｰｽについて何か問題がある時ｺﾝﾀｸﾄがとりやすくなった。
５、意見
◎訪問看護婦さん
①就学児のミニカンファを合同で行えるよう望みたい。
②年１回くらい開催してほしい。
③４月から訪問看護婦をはじめたばかり。現在担当しているケースは、訪問学級と関係がないが、これから受け持つケースの参考になると思う。
④福祉の分野も参加しては。
⑤とても良かった。
⑥継続してこの様な機会を望みたい。
⑦他職種との交流の場がほしい。
⑧具体的な技術の情報交換もあったらもっと良かった。
⑨ケーススタディを多く持ちたい。共通理解、意見交換を等持ちたい。
⑩今後もこの様な機会を開いてほしい。
⑪二つの地域に重なっていたが片方の懇談会に参加した。別な方の懇談会に参加して連絡を取り合ったり、情報交換もできるとよかった。
⑫ケースの訪問学級の様子がよくわかった。
⑬同じ重症児のかかわっていながら、今までこの様な話し合いの機会がなかったことが不思議なくらい。今後も続けてほしい。
⑭医療的な関わりの必要なケースに対しての立場としての悩みは、教員、看護婦も同じところあるように新たに感じた。
⑮次回の研修会を心待ちにしている。福祉関係者の方が出席できたらもっと良かった。

◎訪問担当教員
①施設内訪問なので、訪問看護婦さんとの連携は必要ありませんでしたが、こういう場で看護婦さんと、どういう点を協力・協同していくかが学べるとよいと思った。
②話が聞こえず場所がもっときちんとしていると良かった。
③これからも続けてやりたい。ケースで関わる方と連絡ををとらせていただきたい。
④話し合いを今後持つとしたら何かポイントを決めて話すといい。必要があったらどんどん連絡をとって話し合うと良い。
⑤３月、４月あたりに都と区の看護婦さんのケースカンファレンスに教員もまぜてほしい。
⑥訪問看護事業について、全校にも知らせて行きたいと思ったが学校にきている手引き書が保健室に眠っていて役に立っていない。
⑦訪問看護婦さんってみなさん気さくで頼もしい感じだった。さすがどーんと長く子供につきあい家庭が職場のプロだと思った。余裕を感じた。私たちもがんばらなく
ては‥‥。同じ子どもたちに関わる人間同士、同じように考えているんだなと親しく感じた。
⑧担当の看護婦さんとゆっくり話し合えると良いのだが‥‥。

◎養護学校教員
①医療的ケアーを必要とする子の就学について参考になりました。

◎保健婦さん
①学校の訪問学級と訪問看護婦が入ってる場合には連絡を取り合いたい。地域での連絡会（情報交換、カンファレンス）に先生方も入っていただくと良い。

【資料３】 現在の支援体制
Ｋ小児病院 Ｔ療育病院
・月１～２回通院 ・週１回療育指導（PT）
・呼吸器管理 ・日常の健康管理
・泌尿器管理 ・安定期の緊急一時入所
・緊急時対応 の受け入れ

かかりつけ医 市役所
月１回の往診 福祉係
健康チェック ・身障手帳
衛生材料窓口等 ・日常生活用具の支給

・福祉手当
患者 ・移送サービス
介護者：母 ・緊急一時入所

母子保健課訪問看護 厚生課
・週１回 ・ヘルパー派遣
・入浴、散歩介助 健康課
不在時看護、 ・保健婦
受診援助等
・母の相談

保健相談所 養護学校 その他
・在宅準備の支援 （在宅訪問学級） ・Ｋ小児病院親の交
・地域の関係機関の調 流
整 Ｈ７年４月より ・バクバクの会
・保健婦訪問 就学予定 ・社会福祉協議会
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Ⅱ 全国の病院内訪問教育実態調査の概要
調査実施者 全国病弱教育研究会

調査協力 全国訪問教育研究会

調査代表 渡辺 美佐子

（東京都立墨東養護学校教論）

調査対象は、全国特殊学校長が毎年実施している学級設置数・児童数・教員数の基本調査から、病

院訪問教育を実施している学校および全国訪問教育研究会が作成している「全国訪問教育マップ」の

中から病院内訪問教育を実施している学校にアンケート用紙を配付した。

調査書の記入については、正確なデータと訪問教育を行っている先生方がどの様なことで悩んでい

るか？生の声が、アンケートの中に表れるように、学校長ではなく、直接指導に当っている訪問担当

の教員が記入するようにお願いをした。

調査書配付校は、９２校に対し、回収は７２校（回収率７８％）あった。

1992から1994年度病院内訪問教育を実施している学校は、５５校

現在実施していないが過去に実施していた学校は、１７校

１、病院内訪問教育が開級（設）された年度

昭和 平成

47～53年 54年 55～63年 元年 ２年 ３年 ４年 ５年 不明

９校 １５校 １２校 ３校 ４校 ３校 ６校 ２校 １校

２、実施している病院

国立療養所 ２６

国公立大学病院 ９

私立大学病院 ２１

病院 ８７ 国公立総合病院 ４３

小児専門病院 ６

私立（医療法人）病院 ２７

１校から10から20病院へも訪問している。

３、1992～1994（平成４～６年）児童数、学級数、担任数

年度 児童・生徒数 学級数 担任数 非常勤講師

5月1日付 延べ人数

平成４ 536 965 188 226 10人＋70時間

５ 498 934 188 220 7人＋47時間

7月1日現在

６ 508 555 189 224 10人＋52時間

４、指導場所

プレイルーム、院内面談室、ベットサイド（病室）、面会室、食堂、診察室

カンファレンス室、指導室、病棟内学習室、教室に相当する部屋

病棟の一部を教室として借りている、院内教室と詰め所を利用

教室ｏｒ療養棟、病棟内における訓練棟、病院内施設を借用
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５、実施している都道府県

２５都、道、府、県で実施している。

北海道（５） 山 形（１） 福 島（１） 茨 城（１）

新 潟（２） 長 野（１） 埼 玉（１） 東 京（９）

千 葉（２） 石 川（４） 富 山（１） 静 岡（２）

愛 媛（１） 福 井（２） 愛 知（３） 大 阪（３）

三 重（２） 兵 庫（１） 島 根（２） 山 口（１）

福 岡（２） 佐 賀（２） 大 分（１） 宮 崎（３）

鹿児島（２） 京 都（無回答）

６、一学級の定数

定数 人 １人 2～3人 ３人 3～4人 ４人 3～5人 ８人 学年別 兼任

校数 １校 ８校 ４４校 １校 ２校 １校 １校 １校 １校

７、週当たりの指導回数

２回 2～3回 ３回 ４回 4～5回 ５回 5～6回 ６回 ８回 ９回 20~22コマ

５校 ４校 １６校 ７校 ３校 ６校 ２校 ８校 １校 １校 ２校

８、入院（生活規制）の期間が、どの位あれば、病院内訪問教育で対応するか？

１ヵ月 1～2ヵ月 ３ヵ月 ６ヵ月 長期入院 必要に応じて ありません 病院入院者であること

３校 ３校 １０校 ２１校 ８校 ３校 ５校 ２校

９、病院との話し合いは行われていますか

☆ 随時相談しています

☆ 定期的に行われている

☆ 月１回の話し合い、年度初めに病院学校連絡会を持っている

☆ 定期的に実施されていないが、必要に応じて行われる（主に婦長や担当医と）

☆ 毎月１回、医（病院）教（学校）連絡会を行っている

☆ 随時病棟婦長を中心に行っている

☆ 月１回、定例で学病連絡会、月１回の療育会議

☆ 年に２回、授業参観を実施、その後、懇談を行っている（児童生徒の病状について、指導内

容について、学校病棟での様子について情報交換、意見交流）

☆ 医師、看護婦との話し合い、参観も行われている

☆ 重心病棟運営委員会が協議の場となっている

☆ 学期ごとに１回ずつ行っている

☆ 連絡会、ケースカンファレンス実施、その他医師との話し合いは行われている

☆ 合同カンファレンス（病状、学習状況について）児童生徒の共通理解を図る

☆ 必要に応じて主治医、看護婦、心理カウンセラーとの話し合い

☆ 主治医、病棟医、病棟婦長、外来婦長、分室担当教員が参加し年２回開いている

☆ 毎週１回、朝の連絡会に参加する

☆ 訪問教育を開始する児童生徒が入級するごとに行っている

☆ 毎朝、申し送りに参加、病院内学習室を用意してもらっている

☆ 院長、校長参加の会は１年間、開いていない。看護と担任の話し合いはしている

☆ 教育を受ける対象児の病状、生活規制等について病院側より説明を受けている。

☆ 月２回（第２、第４火曜日）学校病棟連絡会を持っている
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☆ 連絡ノートを通じて、必要に応じて病棟に相談

☆ 個々の職員間での情報交換はあるが、連絡協議の機関は行事委員会のみ

１０、教材を病室への入れることについて

・病棟によって、動植物は不可

・病室には教材だけでなく、あまり物を持ち込んではいけないことになっている。 面談室にも

おけない物が多い

・教室があるので病室には入れていない

・教科書以外は持ち込めない

・ＭＲＳＡ（＋）なのであまり持ち込めない

・随時、病棟婦長を中心に行っている

・教材の保管、使用については事前に相談している。病室での保管はしないのが原則

・教材はその都度、必要な物を持っていく。教室があるのでそこに置いておく

・教材は病棟ごとの教室にある。但し調理等は職員室に

・植物については制限がある。教材については、消毒など、厳しい制約有り。

・教材は病院内の職員室に置かれているため何時でも利用できる

・教材は遊具が主であり、フィンガーペィンテイングの絵の具を入れるのも問題ない

・児童生徒が少ないため、教材の持ち込みは、今の所制限はない

・教材の搬入、搬出は施設内に学習室があるため病室には入れない

・教材置き場、教室確保

・病室でのベットサイド学習を行っている。教材を持ち込んで授業を行っている

・病棟の一部を借りているので、教材は病室へは持ち込まない

・粘土、工芸、木工、手芸、竹工芸、理科の実験は空病室や会議室を利用している

・生き物、飼育、栽培学習などは無理、ＣＤラジカセで音楽を聴かせる

・その都度話し合う

・教材はその度、運ぶ

・病状によって教材の入れ方も異なるため、個々に病棟と相談

・教材はクリーン（無菌室など）対応以外はかなり自由である

・教材は、原則的には児童生徒別で使用、殊に感染症児の指導の際は退室時に消毒を実施してい

る

１１、就学相談はどんな手順で行っていますか

〔手順〕

保護者、病院関係者から、教育委員会へ相談→教育委員会の就学指導委員による面接→学校の関

係者（就学指導）による面接 （北海道）

婦長より連絡→校内で受け入れを検討し連絡票を提示してもらう→教委面談（病院で）→授業開

始 （関東地方）

病棟婦長、医師 婦長より 学校・教師と → 地元の学校、教委へ連絡

子ども保護者 → 学校へ → 保護者で教育 → 保護者は地元校へ診断書提出

相談 連絡 相談 （関東地方）
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保護者から居住地（地元校）を通じて、教育委員会の訪問教育の希望が申請される。この後、教

育委員会から、本校に対して、訪問教育の打診があり、本校内の委員会で検討の上、病院へ出向

いて、保護者と相談している （関西地方）

病院→訪問担当者→就学相談部→県（市）教委→保護者へ通知 （関西地方）

保護者の希望→婦長・主治医の判断→地教委→養護学校 （関西地方）

婦長や医師が親や子供と話す→親は地域校や地域の教育委員会と相談する→地域の教育委員会が

県教委と話し合う→入級が決定する （関西地方）

県教育委員会から連絡があった場合、保護者、教頭、学務部長、学級担任、養護教諭で就学相談

を行う。校長を含めて、就学判定員会を開き、その結果、職員会議で決定。 （中国地方）

入院児童生徒については、主治医より連絡を受ける→主治医の授業許可、保護者の要望書を受け

て→訪問教育担当者が就学指導委員会にかける→教頭が県教委や原籍校（地元校）と連絡をとり

転入の月日が決まる （九州地方）

２カ月以上の入院児を対象に、医師の許可によって、保護者と就学相談後に就学手続きをとって

いる、短期間の入院児は転入の手続きをとらないで授業を行っている。 （九州地方）

都道府県、市町村の就学相談員が行う １１

児童相談所で入院・手続き ７

病院、教育委員会による－学校 ３

病院（主治医）から登校要請があったとき、就学相談を行う ２

校内就学適正委員会で ２

主治医の判断で、全日教育か訪問教育か決める

６カ月以上の入院と判断がついてから

保護者希望、主治医の意見書により面談

ケースワーカー、婦長と相談

行っていない

１２、院内訪問教育はどんな方法で知らせていますか

☆ 病院側（主治医）から入院児の保護者に ８

☆ 病棟婦長が対象者に紹介 ７

☆ 学校要覧に載せている ５

☆ 就学指導委員会の時に説明している ５

☆ お便り（通信）等で ３

☆ 体験入学、新入生説明会 ２

☆ 口コミで知らせている

☆ ナースステーションに訪問学級のパンフ １
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☆ 提出用の診断書の用紙をおいている １

☆ 病院側でも院内学級についての印刷物を用意している １

☆ 院内の小黒板を利用して提示ＰＲ １ ☆ 病院にＰＲする １

☆ 病棟への見学説明 １ ☆ 病院のパンフレットなどで １

☆ 本校独自の訪問学級案内のパンフレット １

☆ ソーシャルワーカー（ケースワーカー） １

☆ 校長・教頭会、全体での理解、啓蒙 １ ・教育委員会を通して関係者に １

☆ 校内独自のパンフレットをつくろうという話も出ている １

☆ 就学相談 １ ☆ 学校見学会 １ ☆ 学校訪問をＰＲしている（校長） １

☆ 入学式・行事などの時、報道機関に連絡 １

☆ 地域の教育委員会にもＰＲ １

☆ 校長がチャンスがあれば、医療関係者に宣伝している １

☆ 授業を見てもらっている １

☆ ベッドサイド授業を見て教師に話しかけてくるため、説明する １

☆ 特に知らせていない ７ ☆ わからない（なし） ６

１３、今困っていること、悩んでいること等書いてください

・年度途中の転入者の受け入れ体制

・教室や職員室が狭い

・ＭＲＳＡ感染者の指導、予防の件（ＭＲＳＡ児に対して、教員が感染経路にならないか心配、

指導場所の確保、教材も他児とは別にせねばならない、在宅児への感染が心配である）

・マンツーマンの授業なので、家庭教師的になりがちで学校という雰囲気にならない

・学習場所が保障されていないこと

・教科指導や受験指導について相談できる者も少なく、教材研究をする余裕もあまりない

・不安定な在籍者増に県の教員増の措置がない、対応できない、増配でも非常に遅れる

・訪問教育に対して、養・訓教諭の配当がない

・進路を抱え、中学生の学力向上

・複式学級での学習指導の効率を上げるにはどうしたら

・観察、実験、体験学習ができない

・指導場所がプレイルームの一画を借りてやっているので集合学習などやりにくい（指導場所の

確保）

・病棟の人たちに我々の指導を理解してもらうこと（遊んでいると思っている人もいる）

・遠足、社会見学など、校外に出る行事の際、病院側から看護婦、医師の協力が得られないため、

救護体制が大変不安定であり、そのため参加できない児童生徒もいる。

理由は→病院の勤務体制、看護婦等の削減のため

・学校と病院の間が２０キロメートルも離れている

・長期化する院内感染の指導で困っている不安がある

・混合病棟→他の患者に気遣い、狭い病室で教材などを持ち込むのに苦労している医師との連携

がとれず指導上の問題について解決が持ち越しになっている、学習室をなんとか独立してほしい

・感染予防のため、マスク・ガウン着用、窓の開閉禁止である。ベット上のみの指導より許可さ

れず、教材の持ち込みなどにも制約が多く悩んでいる。

・専用の教室がない、教材教具置き場がない

・学校と病院の間は車で１５分ぐらいであるが出張旅費がでていない、旅費の不足（広範囲）

・制度面での改善→分教室化

・授業の内容をいかに充実させるか

・子どもがいなく、現在訪問を休んでいる。今後の方向

・病院の協力が不可欠だが、医療的立場と教育的立場の違いで教材、授業内容など、制約を受け

ることが多い
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・集中治療室に入院しているため、この部屋に急患が入ると授業が中断されることもある

・対象児が呼吸障害のため気管支切開のうえ、補助呼吸をしていること、また、栄養はすべて経

管であるため、本児の体調を見ながら指導を行っているが継続した指導は難しい状況である

・在籍数が多く、部、学年が異なり実態にも差があるため指導が難しい

・病気についての正確な把握をしたいが、医療サイドからの説明がない

・他の学齢児への配慮から、面会時間での指導ということになり、学習としての位置づけが確立

していない

・生徒数に対して教員数が不足、重心児用の専用の施設がない

・病院では職員の転勤等がかなりあり、医療連携面での好ましいつながりといったことがなかな

か徹底しにくい面がある

・冷暖房（空調）について病室はあるが、教室として使用しているところはない

・中学部は正規の教科担任制をとってほしい

・病院に教材置き場がないため、本校から教材運搬に労力を負担している（教室としての施設の

不足）

・週２回、計４時間のカリキュラムでは、高学年の指導内容は消化できない

・できるだけ児童を多く受け入れようとするが、一人で５～６人持つことになり、空き時間はな

く、教材研究が学校ではできない

・子どもが少なくて、活気がない

・体力のある生徒には全日制に近い形態で対応しているが、教員定数は訪問なので教員の負担が

大である

・教員数の不足に伴い時間数が少なく全日制になっていない、教員定数・学習場所や活動参加が

規制される。公用車がない。

・後期中等教育（高校）を確立してほしい。高等部進学（訪問）について

・分校の実現化を図ってほしい

・実態にあった教材の工夫について

・訪問教育なので、学習時間に限界がある

・指導場所が６人部屋のベッドサイドのため、他の入院児に気を使う。指導場所がほしい

・１回の指導時間が４０分に限定されている。子どもによってはもう少し時間がほしい

・病院には各地から入院している、学齢児で６カ月以上入院している。訪問教育が行われている

ことも知らないため、教育の手だてがとれていない。小１のＳ君は「おれも勉強したいなー」と

訪問教育で行っている教員に告げている。なにもできない状況に心がいたむ。

・学担と保護者の連絡がとりにくい

・学籍移動の問題

・転出入の手続きは要録などの送付で事務が繁雑となる、転出入の手続きをとらなくても出席が

認められるようにならないものか。例えば、院内学級の「出席証明」によって認めるとか

・中３の生徒の転入はできるだけ差し控えたい。籍を移さないで学習している。高校入試に関係

するからである。入院期間中は当然欠席扱いとなる。

・専用の教室がない、教室の確保。食堂を利用している。

・入級手続きの期間が２～３週間かかる、医師の診断書でスタート時が早めにできる・感染症に

対する保健衛生上の対策について（Ｂ型肝炎、感染予防）

・「医（病院）教（学校）連絡会」の必要性を感じる

・病院行事への参加の仕方について

・本校児童生徒との交流のあり方について

・保護者の高等部進学への強い願いにどう応えるべきか

・担任間のチームワーク

１４、指導内容（小学生、中学生）について書いてください

（小学生）
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・養護訓練の内容を主にベッドサイドで可能な内容

・教科指導可能な児童は主要教科

・感覚運動中心に

・年に１０回程度校外学習がある

・ジグソーパズル、紙切り工作、虫取り、院外歩行、お絵かき、養･訓、国･算ドリル、生徒集会

・国語、算数、生活の教科を中心に

・除く、家庭、体育

・算数、国語、理科、社会、生活、ベットサイド養・訓・ペープサートと歌、聞くこと、読み聞

かせ、コミニュケーション・個別に訓練を行い・病棟では集団での療育活動に参加している

・日常生活指導と養護・訓練を中心に行っている

・重心児なので、生活リズムを感じさせるように日課を繰り返し指導する

・食事、排泄等の日常生活

・見る聞く、話す、ふれる、えがくつくる、歌、リズム、あそび、からだ

（中学生）

・教科書中心の教科指導－国、数、英、理、社、美（国、数、英、理、社各１時間）中３の実力

テストは、前籍校のテストを院内で実施（校内の順位がわかるため）中間、期末は訪問独自で実

施。調理等はスクーリングで

・市外に学籍があった生徒は、各市町村採択の教科書を使用。中学校に準ずる内容、但し音楽、

美術、保健体育、技術家庭の授業は行事として設定

・主要教科＋養・訓

・授業時数を多くし、個別指導ができるようにする→学力をつけるため、進学する子どももいる

ため

・時間割に基づいた授業実施、内容精選、夏期補習

・正規の授業は月、火、水、金。１単位４０分。火、金は全員対象補習授業

・生徒の興味関心を大切にして本人の意欲をなくさない教科指導を心がけている

・国語（ドリル、ワープロ）体（球技）美術（工芸）生徒集会

・養・訓（調理、木工、歩行等）

・学習空白時間の減少と居住地校へ戻ったときの学力保障

・指導時間は、国、社、数、英、養・訓（美術、技術を中心）

・遅れが出ないように常に配慮・特活では交流教育を中心に

・在宅訪問、病院訪問の区別なしに

・数学、国語、英語

・病院内においても可能な限りビデオ等の視聴覚教材を活用したり、実験等も行うよう工夫し、

遅れている生徒については、夏休み等に補習を行っている

・英語は教室用テープをダビングして渡している

・専任教員がいて、校内からも、理、英等の担当をお願いしている

【考察】

１、開設（級）

国立療養所に重度・重複学級として、５４年度の養護学校義務制の年に多く開設される。

病院での開設は、平成４年度が多い。マスコミの報道による影響。

２、病院との連絡会は、開かれているところと、開かれていないところがある。

看護部、医師団、保母・教師の三者が協力して、治療と保育・教育が同時に行われる小児医療が望

まれる。

３、1992～1994年の３年間の学級数や児童生徒数から５月１日は、学校基本調査が行われる時であり、

又、この日に学級数も決まり、教員数も決まってくる。

５月１日付と年間の延べ人数の違いから途中で転入する児童生徒への指導が充分に行われる教員配
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置が求められる。延べ人数は、倍ちかい数で児童数は増えている。

４、指導場所は、病院内の様々な場所で指導していることがわかる。院内で教育を行う時、一番困る

ことである。

教育的な環境を確保することが難しいことがこの調査でも明らかである。

５、院内訪問教育は、高度医療のできる東京に集中しているといわれて来たが、今回の調査では、25

の都道府県で実施している。院内訪問教育が全国的に広がっている。

６、学級数は、１学級３名で実施している学校が４４校あった。３名以上が７校もある。このことは、

指導時間が増えないことにも関係している。

指導回数が２回しか行われていない学校も５校ある。

２～３回の指導回数が全体の５０％近いことがわかる。

教科学習を中心にする院内訪問教育において指導回数の確保は重要である。

７、入院（生活規制）の期間が、どの位あれば、病院内訪問教育で対応するか？

１～３ヵ月で教育を受けられる学校は１６校（２９％）である。

６ヵ月以上又は長期入院で教育が受けられるとした学校は、それぞれ２１校、８校の計２９校(52.

7％)である。学校教育法施行令２２条の２項の規程が、大きな影響している事がわかる。

短期の入院治療・在宅での生活規制を受けている児童生徒の教育が受けられるようにする事が大切

である。

８、就学相談では、学籍移動をなくとも「就学証明」の発行等により教育を受けた（出席日数など）

ことを原籍校に知らせるなど手続きの改善を求めている。

９、病院内で教育が受けられることを、口コミで行うなど、ＰＲが充分でない。

公教育の一つの指導形態であることを広く国民に知らせることや都道府県や市町村の広報などで知

らせる必要がある。教育を受けたいが知らない（制度）ため受けられない児童生徒が多いと考えられ

る。

１０、訪問教育の充実が院内学級へ、制度的に整備し、教育が毎日行われる事を望む。

訪問教育は、いろいろ不備な面が多いが、一人でも教育が受けられる、また、年度途中からも受け

られる。場所はどこでも（病院でも、在宅でも）受けられる制度であることを広く知らせることであ

る。
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Ⅲ 訪問教育研究資料

１ 後期中等教育における訪問教育についての動向
中学校から高校への進学率が、95％を越えている現在、義務教育段階で訪問教育を受けている子ど

もたちの後期中等教育（高等部）の保障が、各地の実践の中で大きな課題となっています。既に制度

として確立している自治体もあれば、学校独自の努力により実態として行われている学校もあります。

しかし、「通学生ですら高等部の希望者全員就学が保障されていない中で、訪問教育卒業生の高等部

教育なんてまだまだ先のこと…」という認識も学校によっては見られます。

養護学校高等部の「希望者全員就学」を掲げている自治体では、残された課題として「訪問教育卒

業者の高等部教育」の検討が進められています。方向としては、施設内訪問学級については、分教室

化して高等部を設置する。これは現在石川や東京で進められています。一方、在宅訪問教育対象生徒

の後期中等教育の保障についても、徐々に制度化する方向での動きが見られます。

ここでは、全国特殊学校長会の肢体不自由養護学校部会が、調査した内容を抜粋して掲載いたしま

す。現状を「風雲急を告げるというような差し迫った状況とはとりにくい感じがする」としながらも、

校長会としても検討の必要性をあげています。

１-1 全国特殊学校長会の「高等部における訪問教育について」の調査

（全国特殊学校長会 肢体不自由養護学校部会，平成６年度研究集録より抜粋）

全国的に養護学校教育の義務制実施の充実に先立って就学猶予・免除の解消に努め、高等部にあっ

ても希望者の受け入れに努められている。しかし、多様化・重度化する生徒に対し、きめ細かな適切

な指導をするためには、訪問学級認可や教員配置の抜本的な見直しにせまれてくる。そこで今回の調

査によって、全国的な傾向と実態を知ろうと努めた次第である。

１ あなたの都道府県では、高等部の訪問教育を行っておりますか。

ア．行っている。 6校

イ．行っていない。 149校

２ １の設問でアと回答した学校について

（１）あなたの都道府県では、高等部訪問教育の法的根拠をどこにおいていますか。

ア．学校教育法の71条（養護学校における教育の一形態とし、高等部学習指導要領上特列例の規定

がないが、授業時数・卒業単位や「重複障害等の特例」に準拠している。） ３校

イ．その他は「施設内の分教室化による。」や「訪問は行っていない。」がある。 ２校

多数の学校の解答は、行っていない。行っている学校も、法的根拠を学校教育法71条や学校の立

場等を配慮していて、全体的に少数の学校が解答している。しかし以下調査結果を報告しておく。

（２）あなたの都道府県では、高等部訪問教育の人件費等の予算措置はあるか。

ア．都道府県の単独費用である。 ５校

イ．その他（ ） ０校

（３）高等部訪問教育の教育課程の基準をどのように設置しているか。

ア．週当たりの回数は、（ ）回程度を標準としている。

イ．１回の時数は、（ ）時間程度を標準としている。

ウ．年間の授業週数は、（ ）週程度を標準としている。

工．したがって、年間の時数は、（ ）時間程度を標準としている。

少ない事例であるが、以下の表のように週当りや１回の時数への配慮などに対して共通的な感じで、

一考するところがある。

第１表（週当りの回数・１回の時数）

１ ２ ３ ４ ５ 備 考

ア ４ 週当たりの回数

イ ３ １ １回の時数
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第２表（年間授業週数）

35週 週当たりの数

ウ ４ 年間授業週数

第３表（年間時数）

１ ２ ３ ４ ５ 備 考

エ 210h 315h hは時数

イ ３ １ 年間時数

（４）高等部訪問教育の学級編制は、何名で１学級編制をしていますか。

３名 ３校 ２名 １校

（５）あなたの学級や高等部訪問教育を担当しいる教員数は何名ですか。

ア．常 勤 １名 ２校

イ．非常勤 ０校

ウ．常 勤 ２名 １校

（６）あなたの学校で本年度在籍している、高等部訪問教育の生徒数は何名ですか。

第4表（在籍生徒数）

１名 ２名 ３名 ４名以上

ア．１年 ３

イ．２年 １

ウ．３年

エ．合計 ２ １

（７）高等部訪問教育の主たる指導場所と生徒数を記入してください。

ア．在宅 ２名１校。 １名２校。

（８）あなたの学級で、高等部訪問教育の登校学習を月に何回程度行っていますか。

ア．２回１校 イ．１回 １校

ウ．学期に １回 １校

実施していない １校

３ １の設問で、イ（行っていない）を選んだ場合にのみ、次の設問にご回答ください。

（１）現在、あななの都道府県において、高等部の訪問教育について審議会・検討委員会などを設け

設置・制度化について検討されていますか。

ア．検討されている。 １６校

イ．検討されていない。１１８校

（２）あなたの学校では、高等部の訪問学級の設置を必要としていますか。

ア．必要としている。 ６０校

イ．必要としていない。 ７７校

ウ．どちらともいえない。 １校

この調査の示す数字からすると、高等部の設置していない、また各設問に未解答の学校があるが、

いわゆる風雲急を告げるというような差し迫った状況とはとりにくい感じがする。とはいえ、養護

教育諸学校の後期中等教育のあり方を模索していくときには、現在の教育内容及び指導形態が極め

て多様である中にあって、現行の小・中学部に設置し－－。」といった原則的に考えてどうしたら

よいか、検討していくことも必要であろう。無論、スクーリングや方法等も併せて、抜本的なその

整備や補強などについても一層の検討をすることも望ましいと考えられる。
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２ 医療的ケアについての動向
昭和54年度から養護学校義務制が実施され、全国的な障害児の「全員就学」が達成されました。

そして、それまで就学猶予・免除にされていた障害の重い、いわゆる「重症心身障害児（重症

児）」にも教育が保障され、保護者や施設・病院関係者からの教育への期待も大きくなっています。

一方で、医療技術の進歩とともに在宅医療が進み、更に保護者自身にも在宅療育の思想が広まり、

障害の重い子どもたちも「経管栄養、気管カニューレの管理、痰の吸引、導尿、酸素吸入等」を家庭

で、保護者に受けながら生活できるようになりました。

肢体不自由養護学校や病弱養護学校、訪問教育の現場では、これらのケアを医療的ケアまたは「医

療行為」とし、「医療的ケアを要する児童・生徒に対して学校現場でどのように対応していくか」と

いう課題が生まれました。

ここでは、はじめに校長会の研究紀要から関係する部分を抜粋しました。特に全国精神薄弱養護学

校長会のアンケートからは、校長自身の生の声が聞かれます。

次に、医療的ケアを必要とする児童・生徒が増えていく中で、様々なところで医療職の教育現場へ

の導入の必要性が話されるようになってきました。そこで、医療職を含めた体制づくりを考える手だ

てとして「東京都重症心身障害児通所事業実施要綱」を掲載いたします。

２-1 全国特殊学校長会による「医療的ケアが必要な児童・生徒の実体について調査」

（全国特殊学校長会 肢体不自由養護学校部会，平成６年度研究集録より抜粋）

この調査は、すでに前年度に実施され、成果をあげているが、その補足として再度実施した。勿論、

この調査については、全国的に展望した場合、いわゆる温度差ともいうべき「関心等」の度合いによ

って、取り組みに差があることは否めない。 過ぐる平成６年度全国肢体不自由教育研究大会の研究

実践の協議でも、その多様な対応に種々の差がでてきているのにも理由のあることであろう。

そこで、ごく大まかに学級を分けてみると、

a 福祉・医療機関と隣接している養護学校

b 福祉・医療機関と分離している養護学校

C 病院内に学級等が設置している養護学校

d その他

があって、調査の結果にも自然とあるグループを形成している傾向があるので、表の数字にもこの傾

向に合う感じである。以下各項の調査結果である。

１ 医療的ケアとしてあなたの学校で目下、急務もしくは予想として対応に努力が必要である項目を

順番に並べなさい。

ア．痰の吸引・鼻腔経管栄養・導尿・気管切開部位の管理等のいわゆる医療的ケアを必要としてい

る。

イ．誤飲・誤嚥・てんかん・重積発作や体温調節の未熟等により、突発的に生命の危険を感じる。

ウ．激しい自傷パニック・極度の自閉症状や何らかの情緒的・精神的問題に対応する。

工．中・長期の入院や在宅療養により適切な教育の損失がおきる。

オ．その他（ ）

第１表（Ⅰ項の集計）

１番 ２番 ３番 ４番 順番なし その他（記述）14校

ア 81 62 16 3 9

イ 73 72 13 0 7

ウ 2 13 48 55 3

エ 10 12 56 48 2
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オのその他（記述14）は、上述の問題以外の事例の他に、医療施設の併置による対応と学校のみ

で指導している場合と、大きく二分化しているのが特徴的である。

集計については順位を合わせ考えて、1項・2項・3項が多数になっていて、児童生徒一人一人に

ふさわしい教育と医療の連携のあり方について協議していくなど早急な課題として指摘される。

２ １項に対して、あなたの学校では、主にどのような方法や手段をとりましたか。次の項目から適

宜にいくつかを選んでください。

ア．訪問学級に在籍して指導している。

イ．保護者の付添を通学の条件とする。

ウ．教職員の研修受託（理解協力）を得る。

工．保護者・主治医（医療関係）・教職員等と協議する。

オ．その他（ ）

集計の結果は次頁になるが、オの項については28校になり、学校に応じて独自の方法や工夫がさ

れているが、学校のみでなされていることは余りない。

第２表（２項の集計）

ア 5l その他（記述）28校

イ 79

ウ 74

エ 142

保護者・主治医・教職員または教育委員会にはかって連携していて、なおかつ教職員の専門的な

研修を強化している。しかし導尿等の対応はむずかしく、保護者・医療機関に委ねている学校もあ

る。この項も医療施設の併置がされているか、いなかで大別されている。

３ １項・２項にあたって、今後あなたの学校ではどのように解決していこうと思っていますか。

下の項目のうち５つを選び順に必要度に応じて並べてください。

ア．医療機関と緊密な連携について。

イ．実施に当っての校内組織や手続きについて。

ウ．ケアの適切な方法や救急措置等の研修。

エ．食事介助に際しての医療的ケアや緊急時の対応について。

オ．養護教諭等一部教職員の過重負担の改善。

カ．学校行事・通学等を含めて学校生活のあり方。

キ．その他（ ）

第３表（３項の集計）

１番 ２番 ３番 ４番 ５番 順番なし その他（記述）10校

ア 102 24 19 3 6 6

イ 15 31 26 37 18 5

ウ 12 50 49 25 9 6

エ 13 37 35 37 9 6

オ 0 2 2 17 44 3

カ 11 7 19 24 49 1

オの項には10校あり、解決にむかって種々の工夫努力がされているが、設問はどれも重大で必要

であるので順位がつけがたいという記述があった。全体に今後の問題として医療機関との緊密な連

携をあげて、さらには緊急対応のあり方を課題としている学校がある一方、校内組織の整備や手続

の整備がすすんでいて問題意識になってないなどのケースもあった。
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際立った傾向が見られないところに医療的ケアの取り組みの多様さや困難が感じられるところで

ある。

４ １・２の項はいずれも健康の保持増進に特別な配慮という観点にかかわっていますが、あなたの

学校ではどのような条件のもとで教育されていますか。下の項目のうち５つを選んでください。

ア．障害児にかかわる医療施設、またはその機能を有する福祉施設が校内にある。イ．養護学校と

医療・福祉機関が隣接設置されている機能的・組織的に統合している。

ウ．医療的機能を付加した養護学校として設立している。

工．病院等の医療機関と連絡し、緊急時にそなえる。

オ．主治医・校医・保護者が連携しあって緊急時にそなえている。

カ．その他、障害の状況に応じて独自の医療的、福祉的な効果がある独自のネットワークを作って

いる。

キ．その他（ ）

第４表（４項の集計）

ア イ ウ エ オ カ その他（記述）19校

30 75 23 139 144 23

紛らわしい点は、学校の設立等の条件を配慮したためで、その為キの項は19校が具体的な記述に

なっている。だが工の項やオの項が断然多数であることは、今後の学校の配置や施設の整備につい

ては、医療・福祉の動向等を十分考慮して、各項の諸課題と相まった総合的な見地からの検討が望

まれる。

２-2 盲・聾・養護学校における就学措置の現状と課題

（全国精神薄弱養護学校長会，研究紀要 第９集（1995年６月20日）より抜粋）

Ⅰ はじめに

現行の学校教育法施行令の第22条の３は、昭和37年３月政令で定められ、その後、昭和54年４月１

日から施行された養護学校教育の義務制に向け、昭和53年10月６日「教育上特別な扱いを要する児童

・生徒の教育措置について」（文初特第309号）が初中局長通達として示されて以来17年が経過した。

この間、学校現場では様々な問題を克服してきたが、いまなお多くの課題を抱えている。そこで、本

年度と来年度の２カ年間かけて、就学措置の現状と課題を明らかにし、今後の精神薄弱養護学校教育

のあり方について研究を進めるために実態調査をした。なお、各都道府県代表校長に回答頂いた、

「重複学級等の設置状況」「重複学級の基準」「在宅訪問教育」のまとめについては、誌面の都合上、

全特長の研究集録に詳しく記載しているので参照されたい。

Ⅱ 調査結果

１ 重複障害児の現況 （省略）

２ 通学児童生徒の医療的行為

（1）学校において医療的行為を

ア していると答えた学校 51校 イ していないと答えた学校 429校

（2）医療的行為を受けている児童生徒数

ア 小学部 44名 イ 中学部 24名 ウ 高等部 21名計89名

（3）学校で医療的行為をしている人は

ア 養護教諭 21名 イ 看護婦 13名 ウ その他 21名

その他の多くは、学級担任である。保護者などから指導を受けて行なっているようであるが、

その内容によっては危険性が伴なうのでより一層慎重でありたい。また、学級担任と保護者や看

護婦免許を所有する人と一緒に行なっているケースもあった。内容として報告があったのは、ぜ



- 74 -

んそく発作の手当やたんの吸引などであった。

（4）医療的行為の内容（表５）

学校で医療的行為を受けている内容とその人数は表５のとおりであるが、２の（2）の数と合

致しない原因は不明であるが、設問の不備からの者であると考えられる。前の設問と関連する場

合、一致するように設問の中でことばを書き加えるように細かな配慮をする必要を感じた。

小 中 高

口腔又は鼻腔からの栄養補給 22 3 0

呼吸維持装置 1 0 1

たん等の吸引 15 6 1

導尿や人工尿路の管理 5 6 2

人工呼吸器の管理 0 0 0

酸素吸入 4 1 1

インシュリン注射 3 0 1

その他 7 5 8

（5）医師の指導を受けて医療的行為を

ア している 41校

イ していない 30校

２の（1）では、学校で医療的行為をしているのは51校あるのに対して、ア、イを加えると71

校となり一致しない。イの30校の中には、医療的行為をしていない学校429校の一部が記入を間

違えたではあるまいか。

（6）指導または指示を受けている医師(人)表6 （7）医師から指導または指示を受けた人(人)表7

小学部 中学部 高等部 計 小学部 中学部 高等部

主治医 37 28 23 88 保護者 22 10 8

校 医 2 1 0 3 養護教諭 5 3 2

その他 0 0 0 0 保護者と養護教諭 9 4 5

その他 7 3 2

その他の内訳は、保護者と担任が一緒に、または養護教諭と担任が一緒に指導または指示を受

けている。中には、保護者と担任と養護教諭の三者が一緒になって指導を受けている例が見られ

た。

（8）医療的行為を必要とする児童生徒の受け入れについて、今後どうあるべきか。

ア 受入れることに消極的な意見

・現行法上では無理である。

・現状のままでは受入れるべきではない。

・入学させるべきではなく、訪問教育の制度を利用すべきである。

・病弱養護学校の受入れが望ましい。

・医療的行為は有資格者の配慮によって行なった方がよい。

・施設併設校に措置する方がよい。

など、校長として児童生徒の健康・安全管理のためには受入れるべきではないとの意見が少数で

はあるがあった。

イ 消極的ながらも、条件が整えば受入れも可能である意見

・程度にもよるが、医師の指導のもとで実施できる内容があっても良いのではないか。
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・インシュリン注射など法的に認められている医療的行為については、対応してもよいのではな

いか。

・養護教諭と看護婦免許を所有している者が配置されるならば受入れも可能である。

・医師あるいは看護婦の常駐や巡回指導等で医療に関して専門的立場にある人と絶えず連携がと

れることが最低の条件である。

・学校の職員が対応できる範囲であればよいが、複雑になれば困難である。

看護婦の配置や医療体制を整える等、条件整備と環境整備を望む声が多く寄せられ、医療等か

らのバックアップが受け入れられることの条件付きを求める意見が多い。しかも、保護者、担任、

養護教諭、主治医との四者の合意をとってから行なうべきであるというように、責任の所在を明

らかにする意見は尊重したいものである。

ウ 積極的な意見

・可能な限り受入れるべきである。子どもを中心にした考えに立ち、教育の場で考えたい。

・簡易で即生命に関わらない医療的行為なら必要である。

・医師との連携を密にして受入れて行くべきである。

などのように、積極的に受入れるべきであるとの意見もあった。修学旅行や校外学習の場で、教

育的ケアーとして行なっているではないか、だから当然であるとの意見もあった。

（9）医療的ケアーを生活的ケアーまたは教育的ケアーであるとの考えにたいして

ア 主な反対意見

・専門的な知識・技能を要することであり、人命にも関わることなので反対である。

・ケアーを行なう者の資格の有無も問題になると思うが、両者を同一視することは無理である。

・医療的ケアーを教師が行なうべきではない。

・慎重に考えたい。重大な責任を負うことになるので、十分検討する必要がある。

・教育的ケアーと医療的ケアーとは分けて考えるべきである。教育と医療は、それぞれ分担しな

がらも連携を強化していくべきである。

・学校現場の教育内容と医療とは区別すべきであると考えるので、学校で生活的、教育的ケアー

としてとり行うことには賛成できない。

・医療的ケアーはいかなる場合でも学校でするべきではない。学校には本来するべきことがもっ

とあるはずである。

・難しい判断だと思う。医療的という極めて専門性の高い分野で、しかも生命の維持と直接関わ

るような内容の部分では、子どもの親への思いだけでは決定できないような重大な問題である。

・緊急避難的医療的ケアー以外は、医師の指導のもとに行なうのが法的にもすっきりする。

・生命を大事にした教育の最たるものが障害児教育である。だから、生命の根幹に関わる問題は、

学校教育の中で受入れるべきではない。

・児童生徒の生命の安全という観点から、学校において医師法第17条に抵触する行為はすべきで

はないと考える。

など、命に関わる部分が多いだけに安易に考えるべきでない、慎重にするべきであるとの意見が

大勢を占めた。文部省が明瞭な見解を示す必要があるとか、司法の手に委ねるべきであるとの意

見も無視できないと思われる。今後に残された大きな課題である。

イ 主な賛成意見

・日常的に必要なケアーについては実施せざるを得ないと考える。

・望ましいことではないが、入学を許可した児童生徒に対し、医療スタッフの配置がない現状で

あるならば、研修を重ねて対応しなくてはならない。

・医療（医師）、生活（保護者）、教育（教師）が協力しあって、一人の人間を育てていく必要

があるので、同意見である。

・むしろ逆で、広い意味での生活の中に医療的、教育的なものが含まれると考える。

・その子どもの生活の一部である以上に、学校教育の枠組の中に入れていく必要がある。

・生命維持、学校生活の継続を考えると、教育的ケアーもひとつと考える。

など、さまざまな意見が述べられた。それぞれの学校の置かれた立場や、これまで職員と取り組
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んできた結果の貴重な意見が多かったように思われる。また、校長個人が長年障害教育の中で実

践してきた成果をもとに、賛成の声を強く述べている人もいるに違いない。

３ 故障の程度について （省略）

Ⅲ まとめと次年度への課題

（前略）医療的行為が学校の中に持ち込まれたのは、養護学校教育の義務制に向けて、肢体不自由

養護学校で重度・重症の児童生徒を受入れて教育を始めて以来である。重度化している児童生徒にな

んとかして、肢体の不自由を改善してやりたいという気持ちに駆りたてられ、研究を進めている教師

の熱意と善意で行なってきたものの、思わぬ事故に遭遇すると、責任問題が表面化して熱意をそぐ形

となって表われたケースもある。また、保護者の中には、自分たちが医療関係者の指導によってでき

る内容は学校教育の範ちゅうであるとの意見を強く言う人が出てきたのも事実である。このような時、

学校教育は一方的に医療的行為はできないのだとつっぱねる訳にはいかず、どうしても見よう見真似

で行ないがちになる。入学させた以上はやむを得ないかもしれないが、このことは決して正しくない

ことではある。学校教育でしなければならないのであれば、そのような手だてが講じられなければな

らないと思う。

大多数の校長が希望しているように、養護教諭を複数配置し、そのうちの1名は看護婦の免許を所

有することを義務づけるように早急に法の改正がなされる必要がある。医療的ケアーは生活的ケアー

または教育的ケアーであるとの意見に対しての項の中にも述べたが、学校においては看護婦たりとい

えども、医師法第17条に抵触する行為は許されていないので、一日も早く専門の医師が巡回する制度

を法的に定め、その定着を図っていただきたいものである。

これまで学校教育法施行令22条の３の改正を求める声はあるものの、ではどのように改正すればよ

いのかが明らかではなかった。今回の調査結果をもとに、改正の機運が盛り上がることを期待したい。

今後の課題として、次ことが挙げられる。

・最重度の規定が必要であること。

・医療的ケアー、生活的ケアー、教育的ケアーの内容をどのように考えるのか。

・学校教育における医療的行為の定義づけをすること。

・何をもって医療的行為であるとするのかを教職員に徹底させる必要があること。

・医師の指示（指導）なくして、養護教諭ができる行為にはどのようなものがあるのか。

・養護学校の教員として、最低限知っておかなければならない医学的知識と技術にはどのようなもの

があるのか。

・医療的内容も学校において校内研修の場で行なえばよいと安易に考えがちであるが、それに耐えら

れる教員の配置がなされているのだろうか。

２-3 東京都重症心身障害児通所事業実施要綱及び実施細目

１．東京都重症心身障害児通所事業実施要綱

６２衛公母第 ９８０号

昭和６３年 ４月 １日

改正 平成 ２年 ８月 １日（目的）

第１ この要項は、重度の精神薄弱及び重度の肢体不自由が重複している児童（ただし、児童福祉法

第６３条の３に基づき、当分の間、満１８歳以上の者を含む。以下「重症心身障害児」という。）で

在宅している者を、できるだけ長い期間、家族とともに地域社会の中で生活していけるようにするた

めに、重症心身障害児通所施設（以下「通所施設」という）へ保護者の下から通わせて、必要な療育

を行うことを目的とする。

（対象者）

第２ 本事業の対象者は、都内に住所を有する在宅の重症心身障害児で次のいずれかに該当する者と
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する。

１ 障害の程度が重度であるため、心身障害児通所施設に入所できない未就学児

２ 養護学校を卒業した者又は１８歳以上の者で障害の程度が重度であるため、心身障害者生活実習

所等通所施設に入所できないもの

（通所施設）

第３ 通所施設は、医療法に規定する病院又は診療所であって、次の二号に掲げる要件を満たしてい

る施設とする。

１ 設備基準

(1)医療法に規定する病院又は診療所として必要な設備のほか、訓練室、給食設備及び障害者用の便

所を設けていること。

ただし、給食設備については、通所施設に併設される施設に給食設備が設けられている場合には、

これと併用できるものとする。

(2)訓練室は、訓練内容及び入所児の数に応じた広さがあること。

(3)訓練用の機器は、取扱及び操作が容易かつ安全であること。

(4)建物の配置、構造及び設備は、入所児の安全を確保するとともに、日照、採光、及び換気等保健

衛生上の安全性を十分考慮したものであること。

(5)施設定員１０人以上の施設にあっては、送迎バスが配置されていること。

２ 職員の基準

(1)医療法に規定する病院又は診療所に必要な職員のほか、次の職員が置かれていること。

ア 児童指導員

イ 保母

ウ 理学療法士又は作業療法士

エ その他必要に応じて言語訓練士

(2)理学療法士、作業療法士及び言語訓練士は、非常勤でも可とする。

(3)施設定員１０人以上の施設にあっては、送迎バスの運転手が配置されていること。

(4)直接処遇職員である看護婦、児童指導員及び保母（いずれも助手を含む。）の総数は、おおむね

入所児２．５人につき１人が配置されていること。

（施設定員）

第４ 施設の定員は、知事が、施設の設備、職員の配置及び入所予定児童数等を勘案し、別に定める

ものとする。

（療育の内容）

第５ 専門の医師及び看護婦による診断、治療及び指導を行うほか、地域社会の中で生活していくた

めに必要な日常生活動作訓練、保持している運動機能等の低下防止訓練及び集団生活の訓練等を実施

するものとする。

（通所日数）

第６ 知事は、申請者の希望及び入所児の健康状態を考慮して、週当たりの通所日数を決定し、申請

者に通知するものとする。

～ 以下省略 ～
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２．東京都重症心身障害児通所事業実施細目

６３衛公母第 １２号

昭和６３年 ４月 １日

改定 元衛公母第１０号

平成元年４月１日

改定 ３衛公母第１１号

平成３年４月１日

（目的）

第１ この細目は、「重症心身障害児通所通所訓練事業実施要綱」（以下「要項」という。）に基づ

き、必要な事項を定めることを目的とする。

（設置・運営主体）

第２ 重症心身障害児通所施設（以下「通所施設」という。）の設置、運営主体は、次に掲げるもの

とする。

１ 区市町村

２ 社会福祉法人

３ その他知事が認めたもの

（施設定員及び職員）

第３ 施設の定員及び職員の定数は、次表のとおりとする。

施設定員 職員定数 職 種 別 内 訳

４０人 １７人（16） 看護婦２児童指導員３保母５助手６運転手１

３０人 １３人（12） 看護婦２児童指導員２保母４助手４運転手１

２５人 １１人（10） 看護婦２児童指導員２保母３助手３運転手１

２０人 ９人（ 8） 看護婦１児童指導員２保母２助手３運転手１

１５人 ７人（ 6） 看護婦１児童指導員１保母２助手２運転手１

１０人 ５人（ 4） 看護婦１児童指導員１保母１助手１運転手１

５人 ２人（ 2） 看護婦１児童指導員１

※（ ）内は、直接処遇職員数

ただし、職員のうち運転手は、要綱第３の１（５）の送迎バスの配置について、併設施設の設備等

を利用することにより、重症心身障害児通所事業の効率的運営が期待できる場合であって、利用者の

処遇に支障がないときは、配置しないことができるものとする。

２ １の職員のほか理学療法士又は作業療法士を置くとともに、必要に応じて言語訓練士を置くもの

とする。

～ 以下省略 ～
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３ 病気療養児の教育についての動向
以前は、病気入院及び療養時は、治療・療養が優先であり、教育は二の次になっていました。しか

し、近年、小児がんや白血病等の悪性新生物といわれる疾病や難病の増加、また医療技術の進歩に伴

う治療法の変化により、短期入院や入退院を繰り返す児童・生徒に対しても、適切な教育を行って欲

しいというニードが高まり、具体的な対応が急がれることになりました。

文部省では、こういった状況を踏まえ、平成５年６月に「病気療養児の教育に関する調査研究協力

者会議」（主査 加藤安雄 横浜国立大学名誉教授）を設けられました。

ここでは、同協力者会議がまとめ、平成６年１２月１４日に初等中等教育局長に提出しました「病

気療養児の教育について（審議のまとめ）」及び、これを受けて、平成６年１２月２１日付で各都道

府県教育委員会教育長宛に通知しました文初特２９４号「病気療養児の教育について」を掲載いたし

ます。

更に、東京都教育委員会にも同様の内容を検討する「東京都病院内教育等検討委員会」を設置し、

平成７年４月に報告をいたしました。内容的には、文部省の報告より優れている部分がありますので

掲載いたします。

また民間の研究団体「全国病弱教育研究会」は、同時期に「病気療養児の学校教育制度の抜本的改

善、充実に関する要望書」をまとめています。この要望書も全文掲載いたします。

３-1 病気療養児の教育について （審議のまとめ）（全文）

平成６年１２月１４日 病気療養児の教育に関する調査研究協力者会議

病気のため病院に入院等しているいわゆる病気療養児の教育は、明治後期より、結核やハンセン病

の児童生徒に対する一部の教育経験者等の献身的な努力による教育として始まり、戦後は、特殊学級

や養護学校での教育として教育環境も年々整備が進められてきている。

こうした病気療養児の教育の必要性は、対象となる児童生徒の病気の種類の変化、医学や医療技術

の進歩に伴う治療法の変化等により、近年ますます高まっているが、これに対応した教育機関の整備

は必ずしも十分とはいえない状況にある。また、入院期間の短期化や入院回数の頻回化等に対応した

教育の改善も求められているところである。

このため、本協力者会議においては、平成５年６月から、調査研究協力校の協力も得ながら、病気

療養児の教育の在り方について調査研究を行ってきたが、現在までに、その特質、意義、課題と今後

講ずべき施策について一応の結論を得たので、以下のとおり報告する。

Ⅰ．病気療養児の教育の現状等

１病気療養児の教育に関する経緯と近年の傾向

（1） 組織、制度面の整備

我が国における病気療養児の教育は、明治後期より、結核、ハンセン病患者のための療養所その他

の施設の一部において、師範学校出身者その他有識者により入所中の患者等に対する個人教育などの

形で始められ、その後、特別の学校の設置等が進められた。

戦後は、小児結核対策として設置された少年保養所や国立療養所の小児病棟に特殊学級が設置され、

更に養護学校も設置されるようになった。昭和32年５月には、当時の障害児の教育措置基準であった

教育上特別な取扱を要する児童生徒の判別基準の改訂が行われ、病気療養児の教育を含む病弱者の教

育について、制度上の位置付けがなされた。

昭和32年11月には、厚生省医務局長から文部省初等中等教育局長あてに「児童に対する結核対策の

一環として小児病棟を設置し治療しているが、これらの施設に学校を併設して、医療に併せ教育を行

うことは極めて重要な意義を有するものと思われる。しかし未だ教育機関の併設をみていない療養所

も数箇所あり、地元においても要望があるので、文部省においても円滑に推進されるよう配慮を願い

たい。」との依頼（「国立療養所における入所児童の教育について」）がなされた。これを受けて、

文部省は、翌昭和33年１月、各都道府県教育委員会あて文部省初等中等教育局長通達「国立療養所に

おける入所児童の教育について」により、「地域によっては、学校教育が行われず、就学義務の猶予
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又は長期欠席を余儀なくされていることは極めて不幸なことであり、教育の機会均等の精神にもとる

ものであるから、適切な措置をとるように」と指導している。

また、昭和36年10月には、学校教育法の改正により、養護学校における教育の対象として「病弱者

（身体虚弱者を含む）」が明定された。

さらに、昭和54年度からの養護学校教育の義務制の実施に伴い、各都道府県には、当該都道府県の

区域内の病弱養護学校に就学させる義務を負うこととなる保護者の子女の就学に必要な病弱養護学校

の小・中学部を設置する義務が課されることになった。

こうした経緯を経て、病気療養児の教育は、組織的に整備が進められることとなったが、さまざま

な課題が残っていることも否定できない。

（2） 対象児童生徒の推移

戦後、病弱教育の対象である児童生徒の主な病気の種類は、現在までさまざまに変化してきており、

現在では多様なものとなっている。

昭和30年頃までの病弱教育の対象は、身体虚弱と結核性疾患に大別することができるが、このうち、

結核が主たる対象とされていたこの時代には、教育よりもむしろ治療に重点が置かれる傾向にあった。

その後、昭和40年前後からは、進行性筋ジストロフィー児が病弱教育の対象児童生徒として一定の

割合を占めるようになり、今日に至っている。

また、昭和40年代の中頃からは、結核の占める割合が激減し、喘息と腎臓疾患の割合が急増した。

昭和50年代に入ると、現在は漸減の傾向にある虚弱・肥満の割合が一時増加し、また、昭和50年代

中頃からは、他の障害を併せもつ者の割合が増加し、その後も一定の割合を占めている。

昭和50年代後半頃からは、心身症等の割合の増加傾向が見られる一方、白血病等小児がんなど従来

病弱教育の対象として考えられなかった悪性新生物疾患も一定の割合を占めるようになり、現在に至

っている。

このような病気の種類の変化や現在までの医療の進歩、治療法の変化に伴い、入院の期間や時期等

についても、従前は、治療を優先し、年単位にわたる長期の入院をしながら療養する傾向があったが、

最近では、入院は集中治療期間に限るような傾向が見られる。

また、近年、病気療養児の教育は、健康回復や退院後の適応に関する内容が重視されてきており、

このため、医療と教育が十分に連携して取り組むことが従来にも増して求められてきている。

２ 病気療養児の教育の現状

（1） 教育の仕組み

現行制度上、慢性の胸部疾患、心臓疾患、腎臓疾患等の状態が６か月以上の医療又は生活規制を必

要とする程度のものは、原則として、養護学校において教育するものとされており（学校教育法第71

条、第71条の２、同施行令第22条の３）、また、慢性疾患の状態が６か月未満の医療等を必要とする

程度の者は、療養に専念する必要のある者を除き、その状態に応じて、特殊学級で教育するか、又は

通常の学級で慢性疾患の状態に留意して指導を行うものとされている。

そして、これらの措置を決定するに当たっては、医師の精密な診断の結果に基づき、疾患の種類、

程度及び医療等を必要とする期間などを考慮して慎重に行うこととされている。また、この判断は、

医学的、心理学的、教育的な観点から総合的かつ慎重に行うものとされている。（昭和53年10月６日

付け文初特第309号各都道府県教育委員会等あて文部省初等中等教育局長通達）

なお、病弱等による就学義務の猶予・免除については、近年著しく減少し「平成５年度では152人

（全学齢児童生徒の0.001％）にすぎなくなっている。

（2） 教育の現況

平成６年５月１日現在、病弱養護学校のうち病院に併設し又は隣接して設置される学級（病院に入

院している児童生徒を対象とする訪問教育学級を含む。）は1,476学級、在籍児童生徒数4,286人とな

っている。また、病弱・身体虚弱特殊学級のうち病院に併設し又は隣接して設けられているものは23

1学級、在籍児童生徒数762人となっている。

Ⅱ．病気療養児の教育の特質
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１ 病気療養児の教育の特質

病気療養児の教育は、病院に入院等している児童生徒に対する教育であることから、次のような特

質を有している。

（1） 医療との関係

病院において治療や生活規制等を受けている病気療養児の教育は、養護学校や特殊学級における教

育として、病院に併設し又は隣接した教室や病院内のベッドサイドにおいて行われるのが通常であり、

また、養護・訓練は医療と連携して行われ、健康回復のための指導も行われるなど、医療との密接な

連携を基盤とすることを特質としている。

（2） 入院前に通学していた学校との関係

病気療養のために入院している児童生徒にとって、入院前に通学していた学校との心理的繋がりを

維持することは重要であり、病気療養児の教育に当たっても、このような点について配慮が必要であ

る。

なお、このことは、入院により養護学校等に転学した児童生徒が、病状の変化により入院・退院を

繰り返し、これに伴い入院前に通学していた学校との間で頻繁に転学を操り返す例も見られることか

ら、一層そのような配慮が重要となる。

２ 病気療養児の教育の意義

病気療養児は、長期、短期、頻回の入院等による学習空白によって、学習に遅れが生じたり、回復

後においては学業不振となることも多く、病気療養児に対する教育は、このような学習の遅れなどを

補完し、学力を補償する上で、もとより重要な意義を有するものであるが、その他に、一般に次のよ

うな点についての意義があると考えられていることに留意する必要がある。

（1） 積極性・自主性・社会性の涵養

病気療養児は、長期にわたる療養経験から、積極性、自主性、社会性が乏しくなりやすい等の傾向

も見られる。このような傾向を防ぎ、健全な成長を促す上でも、病気療養児の教育は重要である。

（2） 心理的安定への寄与

病気療養児は、病気への不安や家族、友人と離れた孤独感などから、心理的に不安定な状態に陥り

易く、健康回復への意欲を減退させている場合が多い。病気療養児に対して教育を行うことは、この

ような児童生徒に生きがいを与え、心理的な安定をもたらし、健康回復への意欲を育てることにつな

がると考えられる。

（3） 病気に対する自己管理能力

病気療養児の教育は、病気の状態等に配慮しつつ、病気を改善・克服するための知識、技能、態度

及び習慣や意欲を培い、病気に対する自己管理能力を育てていくことに有用なものである。

（4） 治療上の効果等

医師、看護婦等の医療関係者の中には、経験的に、学校教育を受けている病気療養児の方が、治療

上の効果があがり、退院後の適応もよく、また、再発の頻度も少なく、病気療養児の教育が、健康の

回復やその後の生活に大きく寄与することを指摘する者も多い。また、教育の実施は、病気療養児の

療養生活環境の質（QOL〔クオリティ・オブ・ライフ〕）の向上にも資するものである。

Ⅲ．病気療養児の教育の課題と今後講ずべき施策

入院中の病気療養児の中には、病弱養護学校等の教育を受けることが本来適当であるにもかかわら

ず、入院前の小・中学校に在籍したまま、長期にわたり欠席している場合がある。更に、療養に専念

しているとされている病気療養児の中にも、教育を受けることが必ずしも困難又は不可能ではないと

推測される者も多い。

なお、本調査研究の一環として、小児科のある300床以上の病院に対し、平成６年３月１日現在で

通算２週間以上入院している児童生徒の教育措置の状況について調査が行われた。この調査の結果か

ら、養護学校等の教育を受けている児童生徒の割合を見ると、義務教育段階では全体の約62.0％にす

ぎないものとなっている。ただし、病気の種類や病状等により入院期間はさまざまであり、これに応

じて、入院中の病気療養児の教育措置の在り方についても異なったものとなっているのが現状である。
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こうした事態が生じる理由としては、病院等に併設し又は隣接する養護学校等の学級が十分に設置

されていないこと、特に入院中の病気療養児は治療に専念すべきであると考えられがちであること、

病気療養児の教育の必要性が教育関係者や医療関係者に十分に理解されていないこと、教育委員会関

係者が管内に所在する病院等に入院する児童生徒の教育の機会確保に関して十分に認識せず、その実

態を的確に把握していない場合があること、あるいは教育と医療の連携が十分でないことなどが考え

られる。

しかしながら、養護学校等の教育を受けることが困難又は不可能ではないにもかかわらず、このよ

うな教育を受けることのできない児童生徒が義務教育段階において多数存在していることは、教育の

機会均等の観点から、一刻も放置することのできない問題であり、このような病気療養児の教育の機

会を確保することは、教育行政の喫緊の課題である。特に、病気療養児の入院する病院等の所在する

地域を所管する教育委員会は、このような病気療養児の教育が自らの責務であることを認識すること

が必要である。

今後、病気療養児の教育を充実していくためには、上記の課題を踏まえ、以下に示す当面講ずべき

施策を適切に進めるとともに、引き続き中・長期的に検討を進めていく必要がある。

１ 当面講ずべき施策

（1） 入院中の病気療養児の実態の把握

今後、入院中の病気療養児に対して必要とされる教育の機会を確保していくために、各小・中学校

においては、在籍する児童生徒のうち病院への入院等により欠席する者について、保護者の協力を得

ながら、入院先や医療・生活規制を必要とする期間、欠席日数、病状などを的確に把握し、市町村教

育委員会と協議しつつ、教育措置の変更の必要性を適切に判断しなければならない。そして、各市町

村教育委員会は、この結果を踏まえ、教育措置の変更が必要な児童生徒については、必要に応じ、都

道府県の教育委員会とも連携をとりながら、入院先の病院等の所在地を所管する教育委員会に連絡す

ることが重要である。

（2） 適切な教育措置の確保

関係教育委員会においては、上記（1）の教育措置の変更が必要な児童生徒に対して、速やかに適

切な教育措置を講じる必要がある。その際、関係法令の規定等も、このような児童生徒に教育の機会

を可能な限り提供しようとする趣旨のものであることを十分に理解し、運用に当たることが必要であ

る。

また、都道府県及び市町村の教育委貝会においては、入院中の病気療養児に対して適切な教育措置

が速やかに講じられるよう、病気療養児の教育の必要性、制度、手続、留意事項を教職員、保護者そ

の他の関係者に周知・徹底し、転学事務処理の迅速化を図ることが必要である。この場合において、

病気療養児本人及びその保護者の気持ちを考慮し、病気療養児の教育に関し、入院前に通学していた

学校と養護学校等の間の密接な関係が保たれるよう努めることが重要である。

さらに、転学手続が完了していない児童生徒についても、養護学校等において、実際上教育を受け

られるような配慮が望まれる。

（3） 病気療養児の教育機関等の設置

病弱教育の対象とすることが適当な児童生徒が入院している病院等の所在地を所管する都道府県及

び市町村の教育委員会は、当該病院等の理解と協力を得て、その人数、病状等に応じ、隣接・併設等

の形態により、養護学校の本校、分校、分教室等の設置や訪問教育の実施又は特殊学級の設置など病

弱教育の特殊性を踏まえた適切な形態により教育を提供する必要がある。この場合において、可能な

限り、病院等の協力を得て必要な面積の専有空間を確保することが重要である。

また、近年、入院期間の短期化、入院回数の頻回化等が進んでいることから、これに対応して、医

療機関との緊密な連携の下に、計画的かつ迅速に必要な教育体制の整備を図ることが大切である。

（4） 教職員等の専門性の向上

病気療養児に対して病気の種類や病状に応じた適切な指導を行っていくためには、担当する教職員

等の専門性の向上を図ることが重要である。そのため、国立特殊教育総合研究所等における研修を充

実するのをはじめ、各都道府県の特殊教育センター等における研修事業の拡充に努めるとともに、校



- 83 -

内研修や、併設・隣接医療機関の専門家の協力を得た研修の機会の確保を図る必要がある。

また、病気の種類・程度や学校の形態等に応じた教育上の配慮事項、教科指導上の留意事項に関す

る手引書を作成配布し、担当教員等によるよりきめこまかな教育を目指した努力を支援することも必

要である。

（5） その他

病気療養児の教育の必要性、意義等を関係者に十分に周知し、理解を求めるとともに、病気療養児

の教育の特質を踏まえ、医療機関、入院前に通学していた学校、福祉機関や保護者等との連携が十分

に確保されるよう配慮することが必要である。

２ 今後の検討課題

病気療養児の教育の改善・充実のため、当面講ずべき施策は以上のようなものであるが、中・長期

的になお検討すべきことも多い。今後、引き続き、以下の事項について調査研究を行うことが必要で

ある。

なお、文部省と都道府県教育委貝会が定期的に実施上の問題点等について連絡協議等を行うことも

望まれる。

（1） 実態に関する調査研究

入院している病気療養児の病気の種類・病状等に関する実態についての調査研究を今後更に進める

必要がある。

（2） 教育内容・方法の改善・充実

病気療養児一人一人の病気の種類や病状、入院の期間、回数等の入院形態などに応じた適切な教育

を実施するため、教育内容・方法を改善し充実する必要がある。

（3） 制度面等の整備

病気療養児の病気の種類の変化、医学や医療技術の進歩に伴う治療法の変化等に対応し、教育の一

層の改善・充実を図るための制度面等の整備についても、引き続き検討を行っていく必要がある。

３-2 病気療養児の教育について（通知） 文初特２９４号

文 初 特 ２９４号

平成６年１２月２１日

各都道府県教育委員会教育長 殿

文部省初等中等教育局長

野崎 弘

病気療養児の教育について（通知）

病気のため病院等に入院しているいわゆる病気療養児の教育については、かねてから関係者の努力

により、病院等に併設し又は隣接する病弱養護学校及び小・中学校の病弱・身体虚弱特殊学級（以下

「病弱養護学校等」という。）において実施されてきたところですが、近年における児童生徒の病気

の種類の変化、医学や医療技術の進歩に伴う治療法の変化等によりその必要性がますます高まってお

り、また、入院期間の短期化や入退院を繰り返す等の傾向に対応した教育の改善も求められていると

ころです。

文部省としても、こうした状況にかんがみ、平成５年６月、「病気療養児の教育に関する調査研究

協力者会議」を発足させ、病気療養児の教育の改善充実方策についての検討をお願いし、このたび

「病気療養児の教育について（審議のまとめ）」を取りまとめていただいたところです。

文部省としては、この審議のまとめの趣旨を踏まえ、今後さらに施策の充実に取り組むこととして

おりますが、貴職におかれても、この審議のまとめの内容を参考にし、特に下記の点に留意して、病

気療養児の教育の改善充実に一層努められるようお願いします。

おって、管下の各市町村教育委員会に対して、この趣旨の徹底を図るようお願いします。
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記

１ 入院中の病気療養児の実態の把握

(1) 入院中の病気療養児の中には、病弱養護学校等の教育を受けることが本来適当であるにもかかわ

らず、入院前の小・中学校に在籍したまま長期にわたり欠席している場合があることから、各小

・中学校においては、在籍する児童生徒のうち病院への入院等により欠席する者について、保護

者の協力を得ながら、入院先や医療・生活規制を必要とする期間、欠席日数、病状などを的確に

把握し、市町村教育委員会と協議しつつ、病弱養護学校等への転学の必要性について適切に判断

すること。

(2) 各市町村教育委員会は、このような判断の結果を踏まえ、病弱養護学校等への転学措置が適当な

児童生徒については、必要に応じ、都道府県の教育委員会とも連携を取りながら、入院先の病院

等の所在地を所管する教育委員会に連絡すること。

２ 適切な教育措置の確保

(1) 関係教育委員会においては、上記の病弱養護学校等への転学措置が適当な児童生徒に対しては、

速やかに適切な対応をすること。その際、関係法令の規定等も、このような児童生徒に教育の機

会を可能な限り提供しようとする趣旨のものであることを十分に理解し、運用に当たること。

(2) 都道府県及び市町村の教育委員会においては、病弱養護学校徒への転学措置が速やかに講じられ

るよう、病気療養児の教育の必要性、制度、手続き、留意事項を教職員、保護者その他の関係者

に周知・徹底し、転学事務処理の迅速化を図ること。

この場合において、病気療養児本人及びその保護者の気持ちを考慮し、該当病気療養児の教育に関

し、入院前に通学していた学校と転学先の病弱養護学校等との間の綿密な関係が保たれるよう努

めること。

(3) 転学手続きが完了していない児童生徒についても、病弱養護学校等において、実際上教育を受け

られるような配慮が望まれること。

３ 病気療養児の教育機関等の設置

(1) 病気療養児に対する教育の機会を確保する観点から、病弱養護学校等の教育の対象とすることが

本来適当な児童生徒が入院している病院等の所在地を所管する都道府県及び市町村の教育委員会

は、当該病院等の理解と協力を得て、その人数、病状等に応じ、隣接・併設等の形態により、養

護学校の本校、分校、分教室等の設置や訪問教育の実施又は特殊学級の設置など病弱教育の特殊

性を踏まえた適切な形態により教育を提供すること。この場合において、可能な限り、病院等の

協力を得て必要な面積の専有空間を確保するよう努めること。

(2) 近年、入院期間の短期化や入退院を繰り返す等の傾向が見られることから、これに対応して、医

療機関との緊密な連携の下に、計画的かつ迅速に病気療養児の教育に必要な体制の整備を図るこ

とに努めること。

４ 教職員の専門性の向上

(1) 病気療養児に対して病気の種類や病状に応じた適切な指導を行っていくため、担当する教職員等

の専門性の向上を図るよう、特殊教育センター等における研修事業を拡充し、また、校内研修や

併設・隣接医療機関の専門家の協力を得た研修の機会の確保を図ること。

(2) また、病気療養児の教育における指導的立場の教職員等の資質の向上を図るため、国立特殊教育

総合研究所等における研修に積極的に担当の教職員等を派遣すること。

５ その他

(1) 病気療養児の教育の必要性、意義等を関係者に十分に周知し、理解を求めること。

(2) 病気療養児の教育の特質を踏まえ、医療機関や入院前に通学していた学校、福祉機関や保護者等

との連携が十分に確保されるよう配慮すること。
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３-3 東京都病院内教育等検討委員会報告書

平成７年４月

東京都病院内教育等検討委員会

東京都病院内教育等検討委員会は、平成６年５月19日貴職から委嘱された１９名の委員により、東

京都における病院内教育の現状と課題及び今後の病院内教育のあり方について、７回にわたって慎重

に審議を重ね、今後講ずべき施策について提言をまとめましたので、ここに報告します。

平成７年４月

東京都教育委員会

教育長 市川芳正 殿

東京都病院内教育等検討委員会（委員名省略）

はじめに

東京都における病院内教育は、現在、長期入院が見込まれる児童・生徒に対して、心身障害学級の

一種別である病弱学級と、病弱養護学校又は肢体不自由養護学校との病院内分教室、さらには肢体不

自由養護学校から病院に教員を派遣して行う病院内訪問教育により実施されている。

近年、小児がんや白血病等の悪性新生物といわれる疾病や難病の増加、また医療技術の進歩に伴う

治療法の変化により、短期入院や入退院を繰り返す児童・生徒に対しても適切な教育を確保していく

ことが、新たな課題となってきた。

このため、東京都教育委員会は、平成６年５月、東京都病院内教育等検討委員会（以下、本委員会

という。）を設置し、東京都における病院内教育の改善策と今後の充実策を明らかにしていくことと

した。

本委員会は、７回にわたり病院内教育の現状と課題を明らかにし、病院内教育の意義と特徴を明確

にするとともに、教育措置基準、医療機関等との連携、病院内教育の理解・啓発のあり方等を総合的

に審議し、病院に入院している義務教育段階のすべての児童・生徒の教育を確保するため、東京都教

育委員会及び区市町村教育委員会が、今後講ずべき施策をまとめた。

また、病院に短期間入院している児童・生徒の教育、病院内の幼児教育及び後期中等教育について

も、重要な事項であり、今後の検討事項として揚げた。

Ⅰ 病院内教育の意義と特徴

１ 病院内教育の意義

（1）学力、積極性、自主性等の育成

病気にかかって学校を欠席しなければならなくなった児童・生徒は、学力の低下傾向とともに、

積極性、自主性、社会性が低下する傾向が見られる。

病院内教育は、これらの児童・生徒に教育を継続することにより、学力の低下を防ぎ、積極性、

自主性を育成する。

（2）心理的側面へのサポート及び病気と闘う意欲の育成

病院に入院した児童・生徒は、病気への不安、家族や級友から隔絶されたことによる孤独感、学

習の遅れによる焦燥感等により、不安定な心理状態に置かれ、このことが病状の悪化を招くことが

ある。

（3）生活の質（ＱＯＬ：Quality of Life）

病院内教育は、病気にかかって学校を欠席しなければならなくなった児童・生徒の生活を、「学

校に通う」という児童・生徒にとって当たり前の状態に近づけるものであり、生活の質の向上のた

めにきわめて重要な意味を持つ。

２ 病院内教育の特徴

（1）医療等との関係

疾病で入院している児童・生徒の教育を病院の中で行っていくためには、病院長をはじめとする
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主治医、病棟婦長・看護婦等との密接な連携をもとにした、病院全体の理解と支援、協力が不可欠

である。

（2）前籍校との関係

突然の入院で、病気治療や療養を余儀なくされた児童・生徒にとっては、前籍校との教育上の連

携及び心理的な繋がりは重要な意味を持っており、同じ教科書・教材を使用する等、前籍校との連

携を保ちつつ教育をすすめる必要がある。

Ⅱ 東京都における病院内教育の現状と課題

１ 病院内教育の現状

東京都における病院内教育は、次のように図式化される。

設置者
心身障害学級（病弱学級）

区市町
村教育
委員会

病弱養護学校（病院内分教室）
病院内教育 肢体不自由養護学校（病院内分教室）

精神薄弱養護学校（病院内分教室） 設置者

東京都
肢体不自由養護学校（病院内訪問教育） 教育委

員会

東京都における病院内教育の現状は、下表のとおりである。
平成６年５月１日現在

区分 籍 指導形態 教育課程 学級編制 就学基準 設 置 病 院 人数

心 小 教員が病 通常の教 ８人で 入院加療 武蔵野赤十字病院 児童
身病 学 院に常駐 育課程に １学級 中で入級 （武蔵野市境南小） １１人
障弱 校 し、病院 準ずる を希望し （武蔵野市第六中） 生徒
害学 ・ 内に設置 担当医師 日野市立総合病院 ４人
学級 中 された教 の許可の （日野市第五小）
級 学 室で授業 ある者 都立八王子小児病院

校 を行う （八王子市第七小）
（八王子市第七中）

病 教員が病 通常の教 ６～７人 都立清瀬小児病院 児童
院 院に常駐 育課程に で１学級 （久留米養護学校） ３４人
内 し、病院 準ずる 都立梅ヶ丘病院 生徒
分 内に設置 （青鳥養護学校） ４７人
教 された教 国立精神・神経セン
室 室で授業 ター武蔵病院

を行う （小平養護学校）

教員を病 週３日 ３人で 国立小児病院 児童
院に派遣 １日 １学級 国立がんセンター ５５人

訪 し、病室 ２時間 中央病院 生徒
等で個別 都立広尾病院 ２７人
に授業を 都立駒込病院

問 行う 日本赤十字社医療
センター

都立神経病院
教 東邦大学医学部付属

大森病院
東京医科大学病院

育 東京小児療育病院
東京医科大学八王子
医療センター

東京慈恵会医科大学
付属病院

東京大学医学部付属
病院

日本大学医学部付属
板橋病院

日本医科大学付属
多摩永山病院

杏林大学医学部付属
病院

昭和大学病院
東京専売病院
帝京大学医学部付属
病院

松井病院
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病弱学級または養護学校への転籍は、次のように行っている。

病弱学級または養護学校への転籍

保護者が病院内教育の希望を伝える。

病 院 主治医または病棟婦長が都教育委員会に連絡。

保護者への説明、転学の意思確認。

市教育委員会

または 保護者は、「転学相談票」に記入する。

都教育委員会 その他の手続きは、都教育委員会が全て行う。

ただし、他県からの転入の場合は、保護者は

「区域外就学申請書」を作成する。

該当教育委員会 学齢簿の加除訂正。

転入校・前籍校 転校手続き。速やかに病院内教育を開始する。

前籍校等への転籍

病 院 主治医または病棟婦長が、対象児童・生徒の退院

について、学校に連絡。

転入校 前籍校等への復学について、都教育委員会に報告

該当教育委員会への通知。前籍校等への復学の手

市教育委員会 続は、都教育委員会が全て行っている。

または 対象児童・生徒は、退院の翌日から前籍校等への

都教育委員会 復学ができるようにしている。

保護者の行う手続きはない。

該当教育委員会 学齢簿の加除訂正。

転入校・前籍校 転校手続き。

２ 病院内教育の課題

（1）前記の病院内教育に共通する課題は、次の通りである。

① 対象者及び ア 疾病の種類の変化、医療技術の進歩により、入院期間の短

入院期間等 期化や入院期間の断続化等、医療状況が変化している。

イ 短期入院の場合は、教育措置がほとんどなされていない。

② 学籍の移動 ア 学籍を移すことに保護者の抵抗感があり、特に訪問教育を

受ける場合に肢体不自由養護学校への転籍に抵抗感が強い。
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③ 年度途中の児童 ア 年度途中の児童・生徒の増加が多く、これに対応する教員

生徒の増加等 の配置など、適切な対応が困難である。

④ 教育内容・方法 ア 病弱教育について豊富な知識や経験を持った教員が少ない

ため、児童・生徒の実態に基づく教育課程の編成や、ターミ

ナルケアを踏まえた教育内容等を新たに組織していくことが

困難である。

イ 中学生については、各教科の担任が配置できないため、教

科指導が十分に行えない。

ウ 児童・生徒の疾病や障害の複雑化、重複化により教育内容

・方法が多様化している。

⑤ 病院との連携 ア 教室や職員室の確保及び施設・設備の維持管理等について

教育委員会と病院の役割分担が不明確である。

⑥ 理解・啓発 ア 病院内教育について教育関係や及び病院関係者の理解が不

足している。

イ 病院内教育の制度が、保護者や教育関係者、病院関係者に

周知されていない。

⑦ 後期中等教育 ア 高校生が入院した場合、病院内教育を希望しても、実施が

困難な場合が多い。

イ 高等部には訪問教育の制度がなく、病院内の後期中等教育

の実施が困難である。

（2）病院内訪問教育については、次の課題がある。

ア 教員を病院へ派遣するため、指導日と指導時間が固定され、児童・生徒の病状に応じた柔軟かつ

十分な対応ができない。

イ 中学生については、担任が１名に固定されることから、教科指導が十分になされていない。

Ⅲ 病院に入院している児童・生徒の実態調査（平成6年9月実施）

１ 目的

東京都教育委員会は、東京都における病院内教育の現状と教育ニーズを把握し、病院内教育の充実

・発展を図るため、病院に入院している児童・生徒の実態を調査する。

２ 方法・内容

平成6年9月10日現在、都内にある病院に30日以上継続して入院している児童・生徒の実態について、

20床以上の74l病院を対象に、次の項目により調査を実施した。

（l）30日以上継続して入院している児童・生徒数

昭和54年4月2日生（l 5歳）から昭和63年4月1日生（6歳）

（2）項目

①性 別

②年 齢

③主たる病名

④教員による病院内での定期的授業の有無

⑤住所（都内・都外）
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⑥在籍学校（都内・都外・不明）

３ 調査結果

（l）調査に対しては、639病院から回答が得られた。（回収率86．2％）

（2）639病院のうち、調査対象となる児童・生徒が入院していたのは59病院（回答病院の9．2％）で

あり、表lから表4に示す調査結果が得られた。

表１ 入院児童・生徒の状況

国立病院 都立病院 他の病院 計 割合 （%）

病 院 数 １０ ８ ４１ ５９

男 子 ３２ ２１ ３９ ９２人
入院中
の 女 子 ２３ １６ ５７ ９６人

児童数
計 ５５ ３７ ９６ １８８人

男 子 １３ ４６ ３８ ９７人
入院中
の 女 子 １１ ２１ ２１ ５３人

生徒数
計 ２４ ６７ ５９ １５０人

合 計 ７９ １０４ １５５ ３３８人 １００．０

病 院 内 教 育 を 受 け て い な い 者

児 童 １９ ９ ７６ １０４人

生 徒 １５ １１ ５１ ７７人

小 計 ３４ ２０ １２７ １８１人 ５３．６

病 院 内 教 育 を 受 け て い る 者

病 弱 学 級 ０ ４ １０ １４人 ４．１

分 教 室 １０ ７３ ０ ８３人 ２４．６

訪 問 教 育 ３５ ７ １８ ６０人 １７．８

小 計 ４５ ８４ ２８ １５７人 ４６．４

表２ 入院児童・生徒の病床規模別内訳

病院内教育を 病院内教育を 計
区 分 病 院 数 受けている者 受けていない者 割合（％）

２００床未満 ７ ４人 ７人 ｌｌ人
３６．４ ６３．６ ｌ００．０

２００床以上 １５ ８３人 ３４人 ｌｌ７人
４００床未満 ７０．９ ２９．ｌ ｌ００．０

４００床以上 １３ ３ｌ人 ４ｌ人 ７２人
６００床未満 ４３．ｌ ５６．９ ｌ００．０

６００床以上 ６ ８人 ｌ５人 ２３人
８００床未満 ３４．８ ６５．２ ｌ００．０

８００床以上 １８ ３ｌ人 ８４人 ｌｌ５人
２７．０ ７３．０ ｌ００．０

合 計 ５９ ｌ５７人 ｌ８ｌ人 ３３８人
４６．４ ５３．６ ｌ００．０
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表３ 入院児童・生徒の住所別内訳

国立病院 都立病院 他の病院 計 割合（％）

都 内 ６１人 ９６人 ７８人 ２３５人 ９６．５

都 外 １４人 ７人 ３６人 ５７人 １６．９

不 明 ４人 １人 ４１人 ４６人 １３．６

合計 ７９人 １０４人 １５５人 ３３８人 １００．０

表４ 入院児童・生徒の病類別内訳

病院内教育を 病院内教育を
病 類 受けている者 受けていない者 計 ％

悪性新生物（小児がん等） ４１人 ８３人 １２４人 ３６．７

慢性腎疾患（ネフローゼ等） １４人 ２９人 ４３人 １２．７

慢性心疾患（先天性心疾患等） ６人 １２人 １８人 ５．３

精神神経、筋疾患（神経症等） ６０人 １２人 ７２人 ２１．３

外科的疾患（骨折等） ４人 ２０人 ２４人 ７．１

その他（アトピー性皮膚炎等） ３２人 ２５人 ５７人 １６．９

合 計 １５７人 １８１人 ３３８人 １００.0

４ 分析結果

（l）入院している児童・生徒数の半分以上が病院内教育を受けていない。（表l）

（2）国立・都立病院に入院している児童・生徒は、他の病院に入院している児童・生徒に比べ、病

院内教育を受けている率が高い。（表l）

（3）病院内教育を受けていない児童・生徒の割合は600床未満の病院に比べ、600床以上の病院の方

が多い。（表2）

（4）住所分布では、不明の46を除くと、入院している児童・生徒数の80％以上（235／235＋57）が

都内在住者であり、残りの約20％は他府県の在住者である。（表3）

（5）疾患別では、悪性新生物が最も多く（l24／338：36．7％）、次いで精神神経、筋疾患（72／33

8:21.3%)であり、両方で全体の半分以上を占めている。（表4）

Ⅳ 病院内教育の今後の充実策

１ 対象となる児童・生徒

（l）東京都は、現在3か月以上病院に入院している児童・生徒を対象として病院内教育を実施してい

るが、今後、入院している児童・生徒の教育の機会を確保するという観点から、疾病の種類や症

状等に応じて、その対象となる期間等の扱いについては、弾力的な対応を行う必要がある。

（2）病院に継続して入院している児童・生徒だけでなく、悪性新生物等で入退院を繰り返す児童・

生徒、また在宅療養中の児童・生徒、さらに入院期間の予測が困難な児童・生徒等も対象とする

必要がある。

２ 学籍の移動

前籍校から病院内教育の実施校への学籍の移動は、児童・生徒に対する教育の責任や継続性を保持

するために、不可欠な条件である。

３ 受け入れ体制の拡充

（l）病弱養護学校の併置
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病院に入院している児童・生徒の多くに対しては、現在、肢体不自由養護学校の分教室や、肢体

不自由養護学校から教員を病院に派遣して教育を行う病院内訪問教育で対応しているが、児童・生

徒の実態からは、本来、病院内教育を、病弱教育に位置づけ、教育内容・方法等の充実を図ってい

く必要がある。このため、肢体不自由養護学校に、病弱養護学校を併置し、病院内教育をさらに充

実させる。

（2）分教室及び心身障害学級（病弱学級）開設の促進

病院内教育は、病院内に教室を設置することによってより多くの学習時間が確保され、病状に応

じた柔軟な指導が展開できることから、養護学校の分教室及び小・中学校の心身障害学級（病弱学

級）の開設を促進していく必要がある。

① 開設促進の方針

ア 東京都教育委員会及び区市町村教育委員会は、当面、病院内教育の推進を公的機関として積極的

に担うべき国・公立病院内に、養護学校の分教室又は小・中学校の心身障害学級（病弱学級）の

開設を促進する。

イ 東京都教育委員会及び区市町村教育委員会は、児童・生徒が入院している前記ア以外の病院内に

も、養護学校の分教室又は小・中学校の心身障害学級（病弱学級）の開設を促進する。

② 開設に必要な条件

ア 学習指導が恒常的に可能な一定数の児童・生徒が在院していること

イ 教室・職員室等、学習指導に必要な施設の提供が得られること

ウ 医療関係者の理解と協力が得られること

③ 東京都教育委員会と区市町村教育委員会の役割

ア 児童・生徒が広域から入院している病院には、東京都教育委員会が対応し、養護学校の分教室を

開設する。

イ 児童・生徒が比較的狭い地域から入院している病院には、区市町村教育委員会が対応し、小・中

学校の心身障害学級（病弱学級）を開設する。

④ 学級編制基準

ア 小・中学校の心身障害学級（病弱学級）の学級編制基準は、教育内容の充実を図るため、養護学

校の分教室の学級編制基準に準じて改善する。

イ 病院に入院している児童・生徒数は、年度内において増減が激しいことから年度途中の児童・生

徒数の増減に対応できるよう、過去の実績等を考慮し、学級を編制する。

（3）病院内訪問教育の充実

東京都教育委員会は、分教室を設置できない病院には、教員を病院に派遺して行う病院内訪問教育

を拡充する必要がある。

①指導時間の確保

病院内訪問教育で対応している児童・生徒についても、養護学校の分教室及び小・中学校の病弱学

級に在籍している児童・生徒と同様な学習指導が必要でありそのための十分な指導時間の確保に努め

る。

②学級編制

ア 通学困難な児童・生徒の訪問教育については、現在、病院内の児童・生徒数と在宅の児童・生徒

数をあわせて学級編制を行っているが、指導内容・方法が異なることから、病院内訪問学級と在

宅訪問学級とを分けた学級編制を行う。

イ 病院に入院している児童・生徒数は、年度内において増減が激しいことから病院内訪問教育につ

いても年度途中の児童・生徒数の増減に対応できるよう、過去の実績等を考慮し、学級を編制す

る。
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４ 教科指導等の充実

（l）教員に対する研修の充実

病院内教育においては、担当教員が、病院に入院している児童・生徒の疾患の種類や症状に応じ

た適切な学習指導を行う必要がある。そのため、教科指導や養護・訓練に関する研修に加え、医学

的知識やカウンセリング等の研修を充実し、病院内教育を担当する教員の専門性を向上させること

が必要である。

（2）病院内教育手引書等の作成

病院内教育の充実を図るために、病院に入院している児童・生徒の実態を考慮した適切な教育課

程の編成と、個に応じた指導計画の作成、及び指導内容・方法等を盛り込んだ「病院内教育手引

書」を作成する。また、病院に入院している児童・生徒の前籍校が使用している教科書の多様性に

配慮し、必要な参考資料等を用意する。

（3）教材・教具等の整備

病院に入院している児童・生徒の教育には、生活体験を補い、また不足しがちな指導時間を補う

上からも、パソコンの導入や視聴覚教材の整備、活用等が不可欠である。

５ 教育委員会と病院等との役割分担と連携の強化

（l）教育委員会と病院の役割分担

養護学校の分教室及び小・中学校の心身障害学級（病弱学級）については、現在病院から施設・

設備の提供を受け、教育委員会が教員の配置のほか教育に必要な教材・教具等を整備し、実施して

いる。今後、教室・職員室等の施設・設備については、病院が提供することを原則と考えるが、病

院内教育をさらに拡充するため、病院内分教室又は病弱学級を設置する教育委員会が、施設・設備

に要する経費の一部を負担する等について検討していく必要がある。

（2）定期的な連絡会の設置

病院内教育を充実させるには、病院に入院している児童・生徒の病状等について病院関係者と学

校関係者が共通理解を図るとともに、相互に協力する必要がある。

そのため、病院関係者と学校関係者が定期的に連絡しあえる体制を作る。

（3）医師会、小児科学会及び小児関連学会との連携

病院に入院している児童・生徒に教育を行うには、何よりも主治医を含めた病院関係者の理解と

協力が必要である。そのため、医師会や小児科学会及び小児関連学会等に対し、病院内教育につい

てのＰＲを行うとともに、連携に努める必要がある。

（4）教育行政と衛生行政との連携

特に国・公立病院における病院内教育の促進について、教育行政と衛生行政との協力・連携が必

要である。そのため、共通理解を深め、協力関係を強化していく必要がある。

６ 理解・啓発活動の拡充

（1）病院内教育の制度を幅広く周知するため、保護者や病院関係者、教育関係者向けのパンフレッ

トを作成し、配布する必要がある。

保護者及び病院関係者向け：病院内教育の紹介、転学手続等の案内パンフレット

教育関係者向け：病院内教育の形態と転学手続き等の手引き

（2）また、一般都民に対しても、病院内教育の内容をテレビ等で放送するなど、マスメディアを活

用した理解・啓発を図る必要がある。

７ 国への要望

（l）国立医療機関における病院内分教室及び病弱学級等の設置の促進

これからの病院内教育は、病院に入院している児童・生徒の学力、積極性、自主性等の育成や病

院における生活の質（ＱＯＬL）の向上の観点にたち、教育関係者だけでなく医療関係者とも連携

を取りつつ充実を図る必要がある。このため、国は、文部省及び厚生省の所管にある国立病院及び

国立療養所における病院内分教室及び病弱学級等の設置に向けて、施設・設備面での条件を整備し
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ていく必要がある。

（2）病弱学級又は病院内分教室等を設置する病院への補助

病気で入院している児童・生徒の生活の質（ＱＯＬ）を確保するためには、医療と教育が一体と

なった機能が求められている。このため、国は病弱学級又は病院内分教室等を設置する医療機関に

対して、施設・設備等の提供、維持・管理費にかかわる財政措置を検討する必要がある。

（3）病院内教育を受けている他府県からの児童・生徒の教育費への財政援助

東京都には、高度の医療設備や専門技術等を備えた専門病院や大学病院が集中している。そのた

め入院児の約20％を他の道府県からの児童・生徒が占めている。国は、他府県から東京都の病院に

入院している児童・生徒の状況などを考慮して設置主体に対するきめ細かい財政措置を検討する必

要がある。

（4）教育措置基準の見直し

養護学校における病弱教育は、国が昭和28年に結核を想定し制定した学校教育法施行令第22条の

3の「6月以上の医療又は生活規制を必要とする程度のもの」に基づき、行われている。近年、病院

に入院している児童・生徒の疾病の種類の変化や医療技術の進歩等により、入院期間が短期化した

り、入院が断続化したりするなど、この規定にそぐわない状況が生じている。

このため、現行の教育措置基準についての見直しを要望する。

Ⅴ 病院内教育に関する今後の検討事項

１ 短期入院児の教育について

短期入院の場合も、学習が遅れることに不安や焦燥感を感じる児童・生徒が多い。

短期入院児が、精神的に安心して治療を受けることができるように、今後、短期入院児のための

教育機会の確保について、再雇用職員の活用等を含め検討する必要がある。

２ 幼児教育について

幼児期に疾患を早期に発見し治療することは、治療効果を高め、幼児の望ましい成長発達を促す

うえで重要である。幼児期の教育がその後の人間形成に大きな影響を及ぼすものであることを考え

ると病状が比較的安定して推移する疾患の場合は、治療が終わってから教育を始めるのではなく、

可能な限り治療と平行して同時期から教育を行い、心身の調和的な発達を図りつつ、健康の回復を

図ることが極めて重要である。病院内に分教室等が設置されている場合は、病院内の教室の有効活

用を図る観点から、小学部低学年との合同による集団活動や、幼稚園との交流教育等とともに、保

護者に対する教育相談の実施等を検討する必要がある。

なお、幼児教育のあり方については、保育等、福祉との役割分担について、併せて検討する必要

がある。

３ 後期中等教育について

中学校卒業生の約95％が高等学校に進学している状況の中、病院に入院している生徒の多くが後

期中等教育を望んでいる。

青年期は、心身が共に急速に成長発達し、充実する時期であり、この時期の病院に入院している

生徒に対して、その病状、能力・適性等に応じて適切な教育を行うことは、極めて大切である。現

在、病院に入院している生徒に対する後期中等教育の機会を拡充するため、病院内の教育対象者が

ある程度の数に達する場合は、医療機関等の理解と協力を得ながら必要に応じて、病院内分教室に

高等部の設置を促進しているところである。

今後、分教室を設置していない病院に入院している者に対しても、教員を派遣する等の後期中等

教育の拡充について検討する必要がある。
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３-4 病気療養児の学校教育制度の抜本的改善、充実に関する要望書

文部大臣 殿

文部省担当課長 殿

全国病弱教育研究会

会長 藤井 進

病気療養児の学校教育制度の抜本的改善、充実に関する要望書

全国病弱教育研究会は、病気療養児の医療に携わる医師、看護婦など医療関係者、その教育に携わ

る教師、保母、父母や病気療養中の青年など、さまざまな立場の会員が、病弱教育の発展をめざして

研究、交流することを目的とした研究団体です。私達は、これまでに、東京都内の病院に入院する病

気療養児の教育に関する実態調査、全国の身体虚弱児学級と病院への訪問教育の実態調査などを行っ

てまいりました。東京都内の病院の実態調査では、入院中に十分な学校教育が受けられない病気療養

児の存在が明らかになりました。日本小児保健学会の全国の大学付属病院の実態調査等も、同様のこ

とを明らかにし、または示唆する結果を報告しております。また、私達は、現在行われております入

院中の病気療養児のための病弱養護学校、院内学級（病院内に設置された身体虚弱児学級など）およ

び訪問教育、さらに小中学校内に設置された身体虚弱児学級の教育諸条件に改善すべき問題があるこ

とを把握しました。

このような結果に基づいて、今日の病気療養児の教育がより一層充実したものへと改善されますよ

う、下記の諸点について要望いたしたく存じます。

記

すべての病気療養児は、入院治療中、自宅療養中、地元の学校に通学中のすべての時期に、病状に

配慮した教育が必要であると考えます。この観点から、まず、主に入院中の病気療養児を対象とする

病弱養護学校、院内学級、病院への訪問学級の教育対応（以下では、一括するときは病院内学校教育

機関と表記した）と、地元校の普通学級、身体虚弱児学級の教育対応についての要望事項をまとめま

した。その後、研修、広報、高等教育についてまとめました。

一、入院中の病気療養児への学校教育は、病状や教育に対する多様なニーズに柔軟に対応しつつ、そ

の機会は平等に保障されるよう、学校教育法をはじめとする法制度の改善・整備、必要な行政措

置、予算上の措置を含む計画の策定を急いでください。

（１）同じように病院に入院していても、病院内学校教育機関によって在籍基準としての入院予定期

間の扱いがまちまちであったり、とくに短期間の入院では在籍を希望してもできないという実態があ

ります。また、在籍している地元校の設置主体によって、転校することが困難になるなどの実態があ

ります。病院内学校教育機関が対応する児童生徒の規定の改善と統一を行い、必要な学校、教職員の

配置等を行ってください。

①いずれの病院内学校教育機関であっても、対象を入院期間の長さや療養期間の長さで限定するこ

となく、教育対応が可能であることの医学的な判断にもとづいて、すべて の幼児、児童、生徒

を受け入れられるように、制度を改善してください。

②「６カ月以上の医療、または生活規制を必要とする程度のもの(学校教育法施行令)」とする規定

を療養期間として解釈することで教育対応が進む病気療養児は多いと思われますが、療養期間が

６カ月未満の場合にも、必要に応じて対応できるよう配慮してください。また、現実に現場ごと

に解釈が異なっている現状を早急に改善してください。

③短期の入院であっても病院内学校教育機関の教育対応が迅速に受けられるように、学籍移動手続

きの簡素化をしてください。

④母校が国立、私立の小中学校、また公立も含む高等学校などで、病院内学校教育機関に学籍を移

動すると、退院したときにその学校に戻れなくなることがあります。そのため学籍の移動を躊躇
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されることも多いようです。病気療養児に関して、退院後元の学校に復帰できるような行政措置

を行ってください。

⑤学籍移動をしないで病院内学校教育機関の対応が受けられるように、聴講生の制度、または病弱

教育独自の通級制度（養護訓練に限らない教育が受けられる制度）を導入し、必要な教職員の配

置を行ってください。

⑥将来的には、地元の幼稚園、小中学校、高等学校からの委託によって、その学校に在籍したまま

で病院内学校教育機関が対応できるよう、「委託教育制度（仮）」の設置を検討してください。

（２）どの病院、病棟、診療科で入院加療をうけても病院内学校教育機関の教育対応が受けられるよ

うに、病院内学校教育機関の設置、拡充を計画的に進めてください。

（３）入院中の児童生徒への教育対応を行うという点では、現在の病弱養護学校、院内学級、および

訪問教育はすべて同じ責任と役割を果たしています。いずれの形態で教育を受ける場合であっても、

原則としては同等の教育内容が保障されるように、各々の教育条件を整備してください。

①養護学校、身体児虚弱学級、訪問教育のいずれも、対象とする児童生徒は原則的に同じであるよ

うにしてください。

②病弱養護学校、院内学級の教職員配置基準を充実、統一してください。とくに院内学級では、一

人で複数の学年を教えることが常態化しがちなため早急な改善が求められます。

③訪問教育にあっては、必要に応じて週６回全日の訪問ができるよう、教員配置の充実を行ってく

ださい。

④現在、訪問教育を行っている病院で、対象人数が多い場合は、院内学級にしていくなどの、充実

を図ってください。

（４）病状、療養状況の変化に応じて、きめの細かい教育対応を行えるように、病院内学校教育機関

の機能の充実を図ってください。

①自宅療養中の児童生徒（一時退院して自宅療養を行う場合を含む）は、病院内学校教育機関から

の家庭訪問による教育対応、または病院内学校教育機関への通学による教育対応を行えるように、

制度上の整備を行ってください。ただし、地元校の受入れ態勢が整えば自宅療養を避けられるケ

ースもあり、そのような場合は地元校の受け入れ態勢の充実を行ってください。

②ベッドサイド学習のための教員配置を充実してください。

③ターミナル時や、無菌室での教育などを行うにあたって教員配置の増員と、教育を行うに必要な

研修を行ってください。

④重複障害や重症心身障害児が多い場合、実態に応じた教職員（含む介助職員）の増員を行ってく

ださい。

⑤病弱養護学校の寄宿舎の設置、医療の充実、施設設備の充実を図ってください。

（５）東京都内の病院の実態調査では、年間30日以上の18歳までの入院児の半数以上を乳幼児が占め

ておりました。幼児期に入院生活を送ることが、人格形成や学力の基礎となる生活経験の不足を生じ

やすいことは周知のとおりです。入院中の保育や就学前教育が、この時期にある子どもの発達に与え

る影響は大きなものがあります。入院中の乳幼児への就学前教育、教育相談活動を早急に拡充してく

ださい。

①病院内学校教育機関の幼稚部（養護学校幼稚部、幼稚園院内クラスなど）の設置を促進し、また、

乳幼児期の子ども達と保護者のための教育相談活動を行えるよう教職員を正式に配置してくださ

い。

②幼稚園に在籍する場合、長期入院しても籍が残されるように、または退院後の復帰がスムーズに

行えるように配慮してください。

（６）同様に東京都内の病院の実態調査では、小児科領域で年間30日以上入院していたもののうち、
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8%程度が高等学校の年齢でした。小児科以外で入院するものも含めるとよりたくさんの高校生がいる

ものと思われます。しかし、病弱養護学校高等部の設置が少なく、高等学校の院内学級もないため、

入院中は教育が受けられない生徒が多くいます。また、病弱養護学校高等部と高等学校間の学籍の移

動が難しいため、病弱養護学校高等部を利用しにくいという問題もみられます。こうした問題の改善

のため、以下のような施策を充実させてください。

①地域の実情に応じて、養護学校高等部、高等学校の院内学級の新規設置、高等学校通信制での受

け入れの充実等を進めてください。通信制教育については、入院中のスクーリングが病棟内で受

けられるようにしてください。入院中のスクーリングを病院内学校教育機関が受け持つ場合は、

必要な教職員の配置を行ってください。

②高等学校に在籍するものが、入院中には病弱養護学校高等部で教育を受けられるようにしてくだ

さい。そのために、病弱養護学校高等部での単位が高等学校の単位として認められるような措置

を行ってください。

③病弱養護学校高等部に入学していた生徒が退院可能となった時、高等学校への転校試験が随時受

けられるように配慮してください。

④高等学校における病気療養児の受け入れを進めるために、身体虚弱児学級の設置（病気療養児の

ための定員枠を作る）、普通学級を含む施設設備の充実を図ってください。

（７）各地域の実情に応じた病弱教育機関の適正配置を計画的に行ってください。その際、必ず以下

の機能を充実させてください。

①広域病弱教育センターとしての（病弱）養護学校および分校設置している病院内の教育に責任を

持つ外、設置している病院以外への学級設置や訪問教育を行うこと、病気療養児の教育に関する

広報と教育相談の拠点としての機能を充実すること、研究、研修部門を設置すること。

②病弱教育・地域相談センターとしての小中高等学校の院内学級設置している病院内での教育に責

任を持つほか、その病院内での教育相談を受け入れる機能を持たせる。

二、病院内学校教育機関の教育諸条件の改善をすすめてください。

教職員の配置について

①教職員の配置は、年度内で在籍児童生徒数の最大時を基準としてください。または、加配教員を

確保して、最大時に対応できるようにしてください。

②ベッドサイド学習、重症児や重度重複担当教員の増員を行ってください。

③一人の教師が複数学年を教えなければならないことがないようにしてください。とくに、院内学

級など一人の教員の負担の大きな場合、早急に教員の複数配置を行うなど、負担の軽減を図って

ください。

④院内学級、訪問教育では、必要十分な教科担任が派遣できるよう、本校の教員配置にも配慮して

ください。

⑤教育相談対象者、自宅療養による家庭訪問教育対象者の数など、現場の実情に応じて、専任の教

育相談担当教員、家庭訪問教育担当教員を配置してください。

教育条件の整備

①院内学級や訪問教育でも、専用教室を確保してください。

②病院を間借りしている場合であっても、教室の広さ、数、環境面での改善が行えるよう必要な予

算措置を講じてください。

③必要な教材とその保管場所を確保してください。

④ 院内感染対策、白衣や消毒液など整備を行ってください。

三、地元の小学校、中学校、高等学校の病気療養児の受け入れの改善、充実を進めてください
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①普通学級における病気療養児の受け入れを進めるために、施設設備の改善、養護教諭の複数配置、

介助職員の配置など、必要な予算措置を講じてください。

②担当教員、教職員全体を対象とする病気療養児の医療や教育に関する研修を充実してください。

③地元小中高等学校の医療、保健に関する環境の整備を行ってください。

・専門医師との協議の場を作れるよう必要な予算措置を講じてください。

・現在厚生省で検討が進められているといわれる慢性疾患手帳への、学校教育を受けるための手引

きや就学相談の手続きを明記するよう、文部省として申し入れて

ください

・指導管理区分表の内容の検討、活用を進め、個別的な健康管理、健康教育を充実させてください。

④学校内に開設されている身体虚弱特殊学級の設置、充実を行ってください。

・身体虚弱児学級の設置を計画的に進めてください。

・通級制の利用ができるようにしてください。

・主治医との協議が十分に行えるよう、出張などに予算措置を講じてください。

四、教職員の研修の場の充実と参加の保障を行ってください。

①病気療養児の教育の専門的力量を向上させるために、教職員の研修の場として、関係する学会、

研究会への参加の補助を行ってください。

②とくに、教員が一人だけの職場では研修への参加が保障されにくいため、必要に応じて代替教員

を派遣して研修の場を確保するなどの配慮を行ってください。

五、入院中であっても学校教育が受けられることを、政府広報、各都道府県、市町村の広報などを通

じて、広く国民に知らせてください。

六、高等教育機関の教育、研究の推進について

①大学における病気療養者のうけいれを促進してください。

②大学における病気療養児の教育研究を促進してください。

③教員免許取得時に、病気療養児の理解を促す科目（病弱教育学）を必修科目として導入してくだ

さい。

④教員養成系大学の病気療養児教育専攻の養成課程を増設してください。

七、各都道府県、政令指定都市の教育委員会が、それぞれの地域の実情に応じた病気療養児の学校教

育の充実に関する計画を策定するように指導してください。

病気療養児のおかれています実態は多様で、学校教育のあり方も複雑になりがちです。病気療養児

の教育の充実のために、今後とも、このような話し合いの場が設定できますことをお願いいたします。
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４ 親の会からの提言
難病や障害を持つ子どもたちとその家族が集まり、各地で様々な親の会の活動が活発に展開されて

います。財団法人日本児童家庭文化協会には、これらの親の会が病気や障害の違いを乗り越えて集ま

り、情報交換や会の運営のための学習など、積極的に協力し合っています。l994年12月、これら親の

会のうち20団体が集まり、「親の会からの提言」と題した共同アピールを発表しました。

小児の難病対策としては、小児慢性特定疾患治療研究事業があり、約l2万人が受給していますが、

この事業には以下の点が問題として指摘されています。

１．予算事業であること。

２．単に医療費を補助しているのみであること。

３．18歳で打ち切られてしまうこと。

この度の「難病対策基本法の制定を求めて」は、単に医療費を補助するのみではなく、子どもの成

長と生活面を重視した制度に改めて、法律の中でそれを位置付けることが必要であるということが基

本にあります。その項目の中には、医療的ケアの問題、病気療養児の教育の充実、訪問教育に関して

など、教育の充実も多くとりあげられています。

訪問教育関係の制度的な充実は、それを受けている保護者の方々の意見・要望無しには進みません。

その意味でこのような提言をまとめられたことは、大変意義のあることだと思います。以下に全文を

掲載します。

４-1 親の会からの提言 ～病対策基本法の制定を求めて～

■はじめに

私たちは、難病児のＱＯＬ（クオリティオブライフ＝いのちの輝き）の向上を願い、また相互に理

解を深めるために、日本児童家庭文化協会に集まっている難病児の親の会です。難病に対し、国は難

病対策要綱に基づき、医療費の公費負担を行っています。しかし、難病患者・家族が抱える問題は、

医療費など経済的な間題だけではありません。こうした実情を認識し、“これからの母子医療に関す

る検討会”は、平成４年５月に厚生省児童家庭局長の諮問に対し、［慢性疾患を持つ子供たちへの対

応］の部分で、難病の子供たちのＱＯＬを考え、（１）在宅ケアの推進、（２）入院児対策の推進、

（３）民間団体による自主的な活動の支援、（４）総合・体系的な対策の確立に向けての４つの視点

からなる最終報告を行いました。

この最終報告をもとに、私たち親の会は厚生省から、小児慢性特定疾患治療研究事業の法制化等に

ついての制度改革を進めるべく提案をうけました。

そこで、親の会としてこの報告をどのように受け止めるかを検討した結果、報告書が難病児の置か

れた現状を認識し、難病児対策に、福祉の視点を持ち込んだ点は高く評価することができるが、一方

今まで全額公費負担であった医療費に自己負担制度を持ち込む点、及び法制化についてあくまで現行

の母子保健法・児童福祉法の一部改正によるとした点は、患者の一生を見据えた提言とはならないと

して評価は分かれるところでした。

しかし、親の会としては、報告書の優れた視点及びこの間の話し合いを今後に生かした患者サイド

からのＱＯＬの提言を行おうと意思一致しました。

さらに国は、いわゆる難病といわれる疾患のうち、ある一定のものを、先に述べたように難病対策

要綱で特定疾患（年齢制限なし）、小児慢性特定疾患（原則満18歳まで）として指定しています。し

かしその区別も十分納得がいくものではありません。また、難病には指定されたもの以外にも数多く

ありますし、新たな難病も発生しています。私たちは、同じように難病で苦しみながら、難病対策要

綱で指定されていない、こうした難病にもにも光を当てて行きたいと考えました。

ところで社会的弱者を救済する法律として心身障害者基本法がありましたが、昨年、障害者の完全

参加と平等などの目的を盛り込み、障害者基本法として抜本的な改正がなされ再出発いたしました。

そしてこの間、難病患者もその対象に加えたらどうかなどの論議があり、私たちも難病が含まれるよ

う願っておりましたが、残念ながら対象からはずされてしまいました。

以上のような経緯から私たちは、難病児者の一生を見据えたＱＯＬの実現、難病児者の完全参加と
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平等を願い、難病児者に、医療面のみでなく、福社の面でも各種の施策がなされるよう、以下の内容

を盛り込んだ難病対策の基本法が制定されることを願っています。

■基本的な考え方

現在、難病対策の範囲は医療面に限られ、医療福祉と範囲を広げて考えても、

（１）調査研究、（２）医療施設整備、（３）医療費の公費負担、（４）相談事業にとどまっていま

す。そこでは、患者の日常生活、教育、就労、社会参加など難病者の主体性・自立性に配慮した施策

はほとんどありません。

これは一般に難病者は、何よりもまず治療に専念し治すのが先決と考え、また難病者は、治る可能

性があり、治れば健常者と同様であり一時的な問題に過ぎない、三つめに難病をどのように定義する

かといった法律技術的な困難性などに起因しているように思われます。

しかし、難病者は日々病気と闘いながら生活している生身の人間です。難病は、治る可能性を秘め

ているものの、同時に治らない可能性も秘めています。そして同じような病名でも、その程度も、症

状も、治療法もまちまちてす。したがって難病者を基本的人権を持つひとりの人間として、難病の子

供から大人まてのＱＯＬを考えるとき、その施策はより以上にきめ細かな配慮が必要となります。

そこで私たちは、長期治療を必要とする患者のライフステージを考え、病院を「治しながら育つ

場」、学校を「学びながら治す場」、そして社会を「共に生きる場」と位置付けました。

難病問題は、本人やその家族のみの問題ではありません。共に生きる社会問題として受け止め、

「難病福祉」という言葉が社会に定着することを願い、難病対策基本法の制定を目指しつつ、私たち

の具体的な要望を次の様に提言いたします。

■治療研究の推進

難病を持つ患者にとって最大の望みは、より良い治療法の開発です。病気を治し、社会へ復帰し、

家族や友達と一緒に毎日を過ごしたい。そう願っているのです。そのためには、今まで以上の積極的

な医科学研究の推進を望むものです。新しい医学の進歩を、難病の治療法の開発へ結びつけるために、

以下の取り組みを進めていただきたいと願っています。

◎病因の解明と治療研究の推進

全ての難病患者とその家族は少しでも良くなりたいという強い希望を持っています。今まで遥

か彼方に思えた遺伝子治療も今では可能になってきました。そのために最も必要なことは、病因

の解明と治療研究の推進です。

◎公的助成の積極的な推進

難病の発病原因の究明・治療法の確立などの研究を推進するためには公的補助が不可欠です。

多くの難病のこれら基礎研究は目立たず地味なものです。こうした難病の研究を医療関係者が意

欲的に取り組めるよう、公的補助でのシステムを作る必要があります。

◎早期発見のための研究の推進を

難病の早期発見はいろいろな選択や治療法を可能にします。

◎副作用の治療法研究を

難病の場合には、長期にわたる治療が考えられるので、副作用の問題は深刻です。また、万一

副作用による障害が起きたときにおいては再発防止のために直ちに有効な対処をお願いいたしま

す。

■病院等施設面の整備 「病児にとっての病院の役割－治しながら育てる」

長期にわたる入院・療養生活、あるいは入・退院を繰り返す子供たちにとって、病院は単に病気の

治療をする施設ではなく、大切な生活の場であり、そのＱＯＬを維持・向上させることは重要な課題

です。そこでの生活は、子供にとって成長過程の一貫であり、”治しながら育てる”ために小児病棟

には以下の配慮が必要です。

◎院内の学習施設を充実させて

現在、一部児童を対象とした養護学校や院内学級の設置など、子供の学習面を補う努力が続け
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られてますが、ほとんどの場合に専用の学習室は無く、病院側の好意によりスペースを確保して

いるのが実情です。学習体験を基にした成長過程という重要な時期にある子供たちへの対応とし

ては、あまりにも不充分であり不安定な環境です。専用の学習室、遊戯室を設置することにより、

学習意欲、生活のリズム、退院後の生活管理の訓練など、多くの効果が期待てきます。

◎面会室の充実を

子供の成育の基盤は家庭であり、それは疾患を持つ子供たちにとっても例外ではありません。

長期にわたる入院や繰り返される入・退院で、かなりの部分、家族との生活を失っている現実を

少しでも解消するために、面会室の充実が望まれます。親子がゆっくり過ごせる部屋と同時に、

面会の出来ない幼い兄弟姉妹のための保育室の併設も提案します。

◎家族のための宿泊施設を

病院に通える範囲に、家族のための宿泊施設が必要です。長期にわたる検査、手術などに家族

が対応するには、負担の少ない宿泊施設が必要であり、同時に、入院患児の外泊、在宅患児のシ

ョートステイなどにも利用できる総合施設であることを望みます。

◎公的資格を持った医療ケースワーカー（ＭＳＷ）の設置を

医療や福祉に関する相談事を、親身になって受け止めてくれるＭＳＷの存在が、より良い療育

生活を実現させるために欠かせません。指定医療機関にはＭＳＷを設置するなど、具体的な対応

を望みます。

◎病棟への心理士・保母の配置を

成長期に子供たちへの心理面への配慮は欠かせません。また子供は遊びや友達との交流を通し

て成長しています。これらの事から心理士・保母等が病棟で子供たちの相手をすることを進めて

欲しいものです。また同時に、親・家族に対する心理面のサポートも合わせてお願いします。

■保育と教育に関する要望 「病児にとっての学校の役割－学びながら治す」

教育は成長発達過程にある子供にとって欠かすことのてきない重要性をもつものです。しかし、病

児の教育環境の現状は、一部児童・生徒を対象とした養護学校や院内学級のほかは具体的支援体制の

ないままに推移しており、十分なものとはなっておらず、その支援の充実が急がれるところでありま

す。このため以下のような対策を望みます。

１．在宅療養児の学校教育について

◎普通学級の充実

学校には病児にとって、学びながら病気を治すという視点からの役割があります。つまり、病

児のＱＯＬの向上、教育の機会均等の立場から、健常児とともに学べることが重要であり、その

ための普通学級の環境整備が必要であります。このためには、病児を受け入れるための普通学級

施設、設備の改善を行う、１クラスの児童・生徒定数を削減し十分教師の目が行き届くよう配慮

し、学校に介助職員の配置をするなどの施策が必要であります。

◎既存の養護学校等の充実

病児が健常児とともに学ぶことは望ましいことですが、一方で、普通学級に通えない病児も多

く、そうした病弱児を対象とした養護学校の増設がのぞまれます。現在の養護学校の多くは障害

児を対象としており、病弱児を対象とした養護学校は少なく、普通学級と養護学校の狭間に取り

残された病児が多く存在しています。こうした子供たちのために、病弱養護学校の増設が望まれ

ます。また、教育の低年齢化、高学歴化等の観点から、病弱児のための保育園の設置や、養護学

校における高等部の設置も必要なことです。

さらに、こうした施設の充実は勿論のこと、訪問教育、短期入院時の学習指導など教育サービ

ス、進学などについては、親（保護者）、医療機関、学校等教育機関が十分に連携し、弾力的に

対応することによってその充実を図り、病児が教育面で不利にならないよう配慮することも必要

です。

また、病児の心理面に対する配慮、教育現場における吸引・導尿などの医療行為に対しても配

慮が必要です。

２．入院児の教育について
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病院内における教育の機会を確保するため、院内学級の設置、訪問教育を推進するとともに、普通

学級に在籍する子供たちが、学籍移動することなく、院内教育等の学習が受けられるよう弾力的な対

応を望みます。

■在宅福祉・医療サービス等制度面の整備

長期にわたって医療を受け続ける子供にとって、そのＱＯＬを高めるためには、できるだけ家族と

一緒に過ごす時間を多くすることが望ましいことです。子供は学習体験や遊び、兄弟姉妹・友達との

交わりのなかで成長します。できるかぎり家族とともに過ごすこと、子供らしい毎日を送らせること

は欠かすことができません。このために、以下のような制度の充実を計っていただきたいものです。

◎在宅福祉の制度の整備

慢性疾患は、長期にわたり在宅療育を余儀なくされるために、医療行為の行える訪問看護婦の

派遣や訪問リハビリテーションの実施、ホームヘルパーの増員と無料化は、切実な問題です。ま

たショートステイについては、介護者の急病や、冠婚葬祭などの特別なケースにのみでも、受け

入れてもらえないこともあるのが実情ですが、患児家族のＱＯＬの向上を図ることも対象とする

などの対応を望みます。また、これらの施策の推進には２４時間の対応できる体制をお願いいた

します。

◎保健所を中心にした地域のネットワーク作りの推進

慢性疾患が社会に理解されていないために、悩みを相談する窓口も非常に少なく、医療・行政

の各機関が、個々に存在しているため、患児家族は、地域において孤立しがちです。患児のいる

家庭では、医療・行政機関を何度も往復しなければならず、このような患児を救うためなどの医

療・福祉のネットワークの推進が望まれます。

◎在宅における医療行為の検討

慢性疾患の小児は、家庭において医療行為を伴うケースが増えており、今後は益々、数々の在

宅医療が進められていく方向にあります。吸引や注入・導尿など、医療行為があるために通学で

きず、訪問教育を余儀なくされている子供たちもいます。医療行為があるために行政からの支援

やボランティアの援助を受けられないのです。このような子供たちに対して、在宅における医療

行為を認め、現に病児が生活を営む場で、その関係者（家族・教師・ヘルパーなど）に介護技術

を習得させることも、ＱＯＬの向上を図る上で重要なことなのです。

■経済的援助

難病児家庭において、その治療が長期にわたることから、経済的負担は家庭の基盤を揺るがしかね

ない重圧となります。これを軽減することにより、患児家族のＱＯＬの向上を図ることは重要な問題

です。

◎新薬、新治療法の健保適用を速やかに

医療が進歩した今日、各地で新しい治療法が試みられていますが、すぐには保険の適応にはな

らず、多くは自己負担を強いられています。オーファンドラッグとしての扱いではなく、どんな

に使用する対象者が少ないものでも、その安全性・有効性が確認できたら、純粋に医学的な見地

から、その新薬・新治療法等を速やかに保険の対象としていただきたいと望んでいます。

◎差額ベッド料など、保険適応外の医療費等の補助

高額に及ぶ移植医療費、差額ベッド料、保険給食費等、保険適応外の医療費への補助を実現し

て下さい。

◎在宅で利用する医療機器等への補助

現状では、在宅で利用する医療機器・医療用品は保険の対象外となり自己負担になるばかりか、

時には確定申告の対象外となることもあります。病児の家庭における医療行為が伴うことが増加

している現状を踏まえ、利用する医療機器・医療用品のレンタル、無料提供を含む補助を実現し

て下さい。

◎間接医療費の補助

治療のための宿泊や、通院のための費用、付き添いや、それに伴う二重生活などの費用の負担
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は大きいものがあります。そこでこれら交通機関の割引制度の実施や、間接医療費を確定申告の

対象にしたり、また間接医療費まで公費負担枠を広げるなどの援助を望みます。

◎就労できない子に対する援助

難病者の場合は、働く意欲があり働ける状態にあっても就職先がなかなかありません。このよ

うな患児家族に対する経済的な援助を望みます。

◎税制面などの援助

難病児家庭を減税、減免化の対象にしてください。また、家庭療養付加金の導入をお願いしま

す。

■就労に対する要望

◎難病者にも自立の道を

難病者のＱＯＬを考えるとき、難病児の自立・就労の問題を抜きにすることはできません。就

労は、単に経済的に自立する手立てとしてのみでなく、「社会で共に生きる」という、人として

自己実現の手立てとしても極めて重要なものです。

ところでこうした問題提起に対しては、難病児者は、就労より治療し治すのが先決ではないか、

との疑問が提起されることと思います。確かに（１）就労困難な状況にある難病児者がいること

も事実ですが、難病児者も一様ではありません。（２）単に過去に難病児者であったという痕跡

を残すのみの者、あるいは（３）一定の生活管理の下では十分に就労可能であるものなど様々で

す。

◎医療費の公費負担・職業訓練機関の設置

つまり就労困難な難病者も、既に年齢的には親の保護を離れ、同時に医療費の公費負担からも

外れています。したがって小児に対する以上に、安心して治療が受けられるような医療費の公費

負担制度がより一層必要となります。また同時に一定の生活管理の下で就労が可能になった場合

のことを考え、一定の医療管理の下でなされる職業訓練機関の設置が望まれます。

◎採用時の健康診断等の廃止

それでは難病者でも就労可能な状態、つまり単に過去に難病に罹ったという傷痕を残すのみの

人や、一定の生活管理の下で就労が可能な状態にある難病者の現状はどうでしょうか。既往症・

病状を隠して就労し、そのため就労後、無理をして、再発する者・病状を悪化させる者、転職を

余儀なくされる者など様々です。

したがって過去に難病に罹ったという傷痕を残す状態にあるものにとっては、安心して就労で

きるように採用時の健康診断を廃止したり、既往症の記載欄を削除したり、あるいは医師の完治

の証明があれば傷痕などはいっさい不問にするなど、採用時の健康診断の意義を根本から問い直

す必要があります。

◎通院休暇制度の創設・雇用企業に対する助成金制度の創設

ただ一定の生活管理の下では十分に就労可能である者については、患者が就労しやすい労働

（勤務）条件の整備が必要であるとともに、採用する側の負担にも配慮する必要があります。つ

まり就労にあたり医師の就労可能との証明があれば健康なものと同様な扱いをしたり有給の通院

休暇制度を設け治療を受けやすいようにし、他方病弱者を雇用する企業に対しては助成金制度の

創設などが必要となります。

◎介護休暇制度の新設

また、別の視点からは、病弱児を抱える保護者には、有給の介護休暇を認める制度も必要とな

ります。

■まとめ

入院、あるいは在宅で、治療、療養を続ける子供たちのＱＯＬを維持向上させるために、いくつか

の柱を設けここまて検討・提言してきましたが、それ以外にも医療や教育・福祉の現場で子供たちに

係わっている人々の啓発、行政窓口の一本化、親の会等民間団体への助成と育成、寄付金の免税、ボ

ランティアの育成など、まだまだ多くの課題を残しています。
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しかしこうした諸課題を解決するためにさらに必要不可欠のことは、この問題を、単に子供たちを

取り巻く医療従事者、家族たけの問題ではなく、社会全体の問題として捉え、社会の人々が積極的に

難病対策に参加していただくことです。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

１９９４年１２月

団体名（五十音順） ＳＳＰＥ青空の会（亜急性硬化性全脳炎）

ＭＰＳの会（ムコ多糖症）

がんの子供を守る会

骨形成不全友の会

ゴーシェ病患者および親の会

再生つばさの会（再生不良性貧血）

低身長児・者友の会

人工呼吸器をつけた子の親の会

全国心臓病の子供を守る会

全国「腎炎・ネフローゼ児」を守る会

全国二分脊椎症児者を守る会

胆道閉鎖症の子供を守る会

ＴＳつばさの会（結節性硬化症）

つくしの会（軟骨異栄養症）

つばさの会（先天性免疫不全症）

つぼみの会「東京」（インシュリン欠損症）

日本レット症候群協会

ひまわりの会（色素性乾皮症）

無痛無汗症の会

もやもや病の子供と家族の会
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Ⅳ 全国訪問教育研究会機関紙「こんにちは」目次録

第３７号（1994年８月20日発行）～ 第４３号（1995年８月20日発行）

●第３７号（1994年８月20日発行）２０㌻●

◇第７回石川大会を終えて 御子柴会長

◇大会実行委員長挨拶

石川克巳大会実行委員長

◇花飾りへの思い 石川県訪問教育保護者

◇荒井利春氏記念講演要旨

◇分科会報告

Ⅰ－２「笑顔を引き出す課題を持つ子どもの

指導研究」

Ⅰ－３「ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ課題の子どもの指導研

究」

Ⅱ－１「教育課程の研究」

Ⅱ－３「病弱教育・病院訪問研究」

Ⅱ－４「医療・福祉との連携研究」

Ⅲ－１「保護者の集い」

◇大会宣言

◇訪問教育の現状と課題Ⅱ販売のお知らせ

◇ミニ学習会報告

わらべうた

訪問教育一年生のあなたに

◇全国からの状況報告

※３日目の「各地からの報告」より

千葉・山形・佐賀・広島・山梨・栃木・

新潟・岩田・岡山・富山・徳島・京都・

愛知・茨城・石川

◇９３年度活動経過報告

◇全訪研94年度役員・事務局員・連絡員名簿

◇全訪研新規約

◇９３年度決算報告・９４年度予算

◇編集後記

●第３８号（1994年10月20日発行）１０㌻●

◇文部大臣・与謝野馨氏に会いました

西村圭也副会長

◇大臣懇談の概要

◇写真５枚程度

◇第２回全国アンケート調査のまとめ

加藤副会長

◇全訪研プレスその後

現在の訪問教育の本質的な問題

山梨県 古屋先生

匿名希望２通

訪問教育を受けた一保護者より

奈良県 佐野さん（保護者）

ＰＴ・ＯＴの学校配置について

横浜市 中村先生

不本意ながら就学猶予を受けていたケース

奈良県 上田先生

高等部通学を始めたＫさん

埼玉県 赤沼先生

高等部について 香川県 堺先生

何も解決されない訪問教育の問題

香川県 堺先生

なぜこの子が訪問なの 香川県 堺先生

訪問教室の取り組みについて

滋賀県 今江先生

就学猶予を受けていたケースについて

北海道 佐藤先生

高等部に進学した施設の子どもたち

大分県 平野先生

◇第８回埼玉大会の概要

◇編集後記

●第３９号（1994年12月20日発行）８㌻●

◇障害児との共生を 御子柴会長

◇お母さんから 京都府 山本さん

◇役員会報告

◇全訪研出版物のお知らせ

◇全訪研プレスその後

養護学校入学まで就学指導がなされなかった

ケースについて 新潟県

山形県の訪問教育について

山形県 桜井先生

医療的ケアの状況 兵庫県 箟先生

在宅訪問の子の高等部進学

大阪府 二星先生

福島県の訪問教育の実態について

福島県 泉田先生

◇全訪研ﾆｭｰｽﾌﾛｯﾋﾟｰ版販売のお知らせ

◇編集後記

◇医療体制整備事業ﾓﾃﾞﾙ校報告書のお知らせ

◇新聞記事から

養護学校中学部卒業県下の３人（信濃毎日）

重度肢体不自由児高等部が受け入れ（北海

道）

自動手洗い機全養護学校に置く（大阪）



- 105 -

「病院内学級」なく｢訪問学級｣が頼り（静

岡）

養護学校高等部を前向き見直し（新潟）

乏しい援護体制が浮き彫り（中国）

小学生用紙おむつ製品化（中国）

●第４０号（1995年２月20日発行）１２㌻●

◇巻頭言（加藤副会長）

◇お母さんから（熊本県 原田さん）

◇赤い電話から思うこと

（香川県 一保護者（お母さん））

◇やった！高等部！（石川県 野間先生

（「みんなの願い」より転載））

◇渡部昭男先生からのお便り

◇具体策に欠ける「病気療養児の教育に関す

る調査研究協力者会議」のまとめ

事務局 渡辺美佐子先生

◇新潟県訪問教育の会結成さる

新潟県 藤田和子先生

◇阪神大震災で養護学校はどうだったのでし

ょうか？「みんなのねがいネット」より引用

◇おらが国の訪問教育（埼玉） 事務局 長

◇第８回埼玉大会開催要項（２月20日現在）

◇阪神大震災にかかわる被害の状況について

加藤副会長

◇新聞記事より

父親“介護拒否”を強行（尼崎）

「一時通学」心揺れて（信濃）

◇編集後記

●第４１号（1995年４月20日発行）１２㌻●

◇「しず心なき」春の訪問 西村副会長

◇お母さんから 伊万里 草場さん

◇卒業生の成人式

京都府 新庄先生･金城さん(訪問OB保護

者)

◇与謝の海養護学校実践のまとめ

◇全訪研ﾆｭｰｽﾌﾛｯﾋﾟｰ版販売のお知らせ

◇大会写真

◇訪問教育の１０大悩み

西村副会長（№３５からの転載）

◇新聞記事より

病弱児教育・ようやく腰あげた政府（赤

旗）

障害児の育児本音で語る（仙台）

塩尻の重度障害持つ少年・養護学校高等部

に合格（信濃）

◇全国訪問教育研究会ﾋﾞﾃﾞｵﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ紹介

◇編集後記

●第４２号（1995年６月20日発行）６㌻●

◇もうすぐ大会じゃ！ 現地実行委員会 長

◇訪問教育における子どもとのかかわりを行

う際の一つの視点（論文抜粋）

古屋先生（山梨）

◇役員会報告（９５年６月２４日実施）

◇新聞記事より

高等部設置めざす県立本荘養護学校（秋

田）

入院中だって進級できるよ（秋田）

◇第８回大会開催要項

◇編集後記

●４３号（1995年８月20日発行）３４㌻●

◇開会挨拶 全訪研会長 西村圭也先生

◇新役員就任の挨拶 西村圭也先生

◇大会を終えて 現地実行委員会 長

◇大会記念講演「子どもの権利条約と大人の

責任」 大田尭先生

◇分科会報告

Ⅰ－１ 笑顔獲得以前の課題を持つ子どもの

指導研究

Ⅰ－２ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの課題を持つ子どもの指

導研究

Ⅰ－３ 学校行事・スクーリングの実施方法

についての研究

Ⅱ－１ 教育条件研究

Ⅱ－２ 進路保障研究

Ⅱ－３ 病弱教育・病院訪問研究

Ⅱ－４ 医療・福祉との連携研究

Ⅲ－１ 保護者とともに訪問教育を考える

◇大会宣言

◇訪問教育全国状況調査第一次概要報告

◇各地からの報告

福島・鹿児島・岡山・宮崎・香川・京都・

大阪・福岡・山梨・静岡・新潟・三重

◇挨拶

実行委員長挨拶 埼玉大学 西村章次先生

来賓挨拶

埼玉県教育局指導部特殊教育課課長

谷口明廣様

◇全訪研総会報告

◇病院内訪問教育実態調査から

全訪研副会長 渡辺美佐子先生

◇大会アラカルト（写真）

◇訪問教育の後期中等教育と授業時数に関す
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る提言

◇全訪研95年度役員・事務局員・連絡員名簿

◇全国訪問教育研究会規約

◇編集後記

編集後記

今回の「訪問教育研究 第８集」は、いかがだったでしょうか。

本誌の後半、訪問教育研究資料の項目にもなっています後期中等教育の保障、医療的ケアへの対応、

病弱教育の充実などの課題について、事務局の方にもいろいろな方面から、情報の問い合わせが来る

ようになりました。「関係する情報が欲しい」という依頼に、少しでもお応えできるように、担当の

方では情報を収集しております。情報を効率よく集め、効率よく広めるために、みなさまからの情報

の提供をお願いいたします。

さて、今年の全国大会では、特に「指導研究」の分科会に多くの参加者が集まりました。さまざま

な制度的側面の困難さは続いていますが、「より良い授業をおこないたい」という参加者の気持ちの

あらわれかと思っています。「リラックスした状態をつくる」「生活リズムを整える」「表現手段を

獲得する」「運動機能を向上する」「基礎学力をつける」など子ども一人一人が、自分自身の課題に

立ち向かい、少しでも達成して欲しい…。その援助者として、私たちも積極的に自分の目と腕と心を

磨く必要があるのかと思います。それにこたえられるような、研究活動になればいいなあと…。

みなさん、よろしくお願いします。 （し）
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